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             紀美野町第１回定例会会議録 

             平成２８年３月１日（火曜日） 

――――――――――――――――――― 

○議事日程（第１号） 

 平成２８年３月１日（火）午前９時００分開議 

 第 １        会議録署名議員の指名について 

 第 ２        会期の決定について 

 第 ３        諸般の報告について 

 第 ４ 議案第 １号 専決処分の承認を求めることについて 

            （紀美野町長、副町長及び教育長の給与等条例の一部を改正す 

            る条例について） 

 第 ５ 議案第 ５号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例につ 

            いて 

 第 ６ 議案第 ６号 紀美野町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を 

            改正する条例について 

 第 ７ 議案第 ７号 紀美野町職員の勤務時間、休憩等に関する条例の一部を改正す 

            る条例について 

 第 ８ 議案第 ８号 紀美野町議会の議員報酬及び費用弁償等条例の一部を改正する 

            条例について 

 第 ９ 議案第 ９号 紀美野町長、副町長及び教育長の給与等条例の一部を改正する 

            条例について 

 第１０ 議案第１０号 旧紀美野町教育委員会教育長の給与等条例の一部を改正する条 

            例について 

 第１１ 議案第１１号 紀美野町職員給与条例の一部を改正する条例について 

 第１２ 議案第 ２号 専決処分の承認を求めることについて 

            （紀美野町税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条 

            例について） 

 第１３ 議案第 ３号 専決処分の承認を求めることについて 

            （紀美野町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につい 

            て） 
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 第１４ 議案第１２号 紀美野町税条例の一部を改正する条例について 

 第１５ 議案第 ４号 紀美野町あき地の適正管理に関する条例の制定について 

 第１６ 議案第１３号 紀美野町子ども医療費支給条例の一部を改正する条例について 

 第１７ 議案第１４号 紀美野町ひとり親家庭医療費助成条例の一部を改正する条例の 

            一部を改正する条例について 

 第１８ 議案第１５号 紀美野町重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例 

            について 

 第１９ 議案第１６号 紀美野町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営 

            に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例について 

 第２０ 議案第１７号 紀美野町毛原水辺公園条例の一部を改正する条例について 

 第２１ 議案第１８号 紀美野町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例に 

            ついて 

 第２２ 議案第１９号 紀美野町火災予防条例の一部を改正する条例について 

 第２３ 議案第２０号 和歌山県と紀美野町との間の行政不服審査法第８１条第１項に 

            規定する機関の事務の委託について 

 第２４ 議案第２１号 辺地総合整備計画の変更について 

 第２５ 議案第２２号 公平委員会委員の選任の同意について 

 第２６ 議案第２３号 教育委員会委員の任命の同意について 

 第２７ 議案第２４号 人権擁護委員候補者の推薦について 

 第２８ 議案第２５号 平成２７年度紀美野町一般会計補正予算（第４号）について 

 第２９ 議案第２６号 平成２７年度紀美野町国民健康保険事業特別会計補正予算（第 

            ３号）について 

 第３０ 議案第２７号 平成２７年度紀美野町国民健康保険診療所事業特別会計補正予 

            算（第２号）について 

 第３１ 議案第２８号 平成２７年度紀美野町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２ 

            号）について 

 第３２ 議案第２９号 平成２７年度紀美野町介護保険事業特別会計補正予算（第４ 

            号）について 

 第３３ 議案第３０号 平成２７年度紀美野町農業集落排水事業特別会計補正予算（第 

            ２号）について 
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 第３４ 議案第３１号 平成２７年度紀美野町野上簡易水道事業特別会計補正予算（第 

            ３号）について 

 第３５ 議案第３２号 平成２７年度紀美野町美里簡易水道事業特別会計補正予算（第 

            ３号）について 

 第３６ 議案第３３号 平成２７年度紀美野町上水道事業会計補正予算（第３号）につ 

            いて 

 第３７ 議案第３４号 平成２８年度紀美野町一般会計予算について 

 第３８ 議案第３５号 平成２８年度紀美野町国民健康保険事業特別会計予算について 

 第３９ 議案第３６号 平成２８年度紀美野町国民健康保険診療所事業特別会計予算に 

            ついて 

 第４０ 議案第３７号 平成２８年度紀美野町後期高齢者医療特別会計予算について 

 第４１ 議案第３８号 平成２８年度紀美野町介護保険事業特別会計予算について 

 第４２ 議案第３９号 平成２８年度紀美野町のかみふれあい公園運営事業特別会計予 

            算について 

 第４３ 議案第４０号 平成２８年度紀美野町農業集落排水事業特別会計予算について 

 第４４ 議案第４１号 平成２８年度紀美野町野上簡易水道事業特別会計予算について 

 第４５ 議案第４２号 平成２８年度紀美野町美里簡易水道事業特別会計予算について 

 第４６ 議案第４３号 平成２８年度紀美野町上水道事業会計予算について 

――――――――――――――――――― 

○会議に付した事件 

 日程第１から日程第４６まで 

――――――――――――――――――― 

○議員定数 １２名 

――――――――――――――――――― 

○出席議員        議席番号   氏   名 

               １番 南   昭 和 君 

               ２番 上 柏 睆 亮 君 

               ３番 七良浴   光 君 

               ４番 町 田 富枝子 君 

               ５番 田 代 哲 郎 君 
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               ６番 西 口   優 君 

               ７番 北 道 勝 彦 君 

               ８番 向井中 洋 二 君 

               ９番 伊 都 堅 仁 君 

              １０番 美 野 勝 男 君 

              １１番 美 濃 良 和 君 

              １２番 小 椋 孝 一 君 

――――――――――――――――――― 

○欠席議員 

             な し 

――――――――――――――――――― 

○説明のため出席したもの 

             職   名    氏   名 

            町 長 寺 本 光 嘉 君 

            副 町 長 小 川 裕 康 君 

            教 育 長 橋 戸 常 年 君 

            消 防 長 家 本   宏 君 

            総 務 課 長 牛 居 秀 行 君 

            企画管財課長 中 谷 嘉 夫 君 

            住 民 課 長 増 谷 守 哉 君 

            税 務 課 長 西 岡 秀 育 君 

            保健福祉課長 宮 阪   学 君 

            産 業 課 長 大 窪 茂 男 君 

            建 設 課 長 井 村 本 彦 君 

            総務学事課長兼 

            教 育 次 長 
前 田 勇 人 君 

            生涯学習課長 岩 田 貞 二 君 

            会 計 管 理 者 西 切 博 充 君 

            水 道 課 長 田 中 克 治 君 

            まちづくり課長 西 岡 靖 倫 君 
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            美 里 支 所 長 西   敏 明 君 

            国体推進課長 南   秀 秋 君 

            代表監査委員 向 江 信 夫 君 

――――――――――――――――――― 

○欠席したもの 

             な し 

――――――――――――――――――― 

○出席事務局職員 

            事 務 局 長 大 東 淳 悟 君 

            書 記 中 谷 典 代 君  
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 開 会 

○議長（小椋孝一君）    規定の定足数に達しておりますので、ただいまから平成２

８年第１回紀美野町議会定例会を開会します。 

（午前 ９時０３分） 

――――――――――――――――――― 

○議長（小椋孝一君）    これから本日の会議を開きます。 

  本日の日程はお手元に配付のとおりです。 

◎日程第１ 会議録署名議員の指名について 

○議長（小椋孝一君）    日程第１、会議録署名議員の指名を行います。 

  本定例会の会議録署名議員は、会議規則第１２６条の規定によって、１１番、美濃良

和君、１番、南 昭和君を指名します。 

◎日程第２ 会期の決定について 

○議長（小椋孝一君）    日程第２、会期の決定について議題とします。 

  議会運営委員長から審査結果の報告を願います。 

  議会運営委員長、美野勝男君。 

（議会運営委員長 美野勝男君 登壇） 

○議会運営委員長（美野勝男君）    去る２月２４日、議会運営委員会を開催いたし

ましたので、その結果について御報告いたします。 

  会期は、本日から２３日までの２３日間とし、再開日は８日、１１日、１５日、１７

日及び２３日と決定しました。 

  議事日程につきましては、配付しております議事予定日程表のとおりであります。 

  なお、平成２８年度一般会計予算の説明及び質疑を、歳入については全般、歳出につ

いては第１款から第８款までは２款ずつ分割、第９款から最後までとして行うことにい

たします。 

  次に、一般質問の通告は３月４日金曜日の午後３時までといたします。 

  次に、総務文教常任委員会を３月４日午前９時３０分から、産業建設常任委員会を３

月３日午前９時３０分から開催したいと思います。 

  次に、全員協議会を３月８日、本会議終了後に開催したいと思います。 

  次に、広報編集委員会を３月１７日、本会議終了後、開催したいと思います。 

  なお、議事の進行上、日程を順次繰り延べる場合もありますので、よろしくお願いし
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ます。 

  以上で報告を終わります。 

（議会運営委員長 美野勝男君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    お諮りします。 

  本定例会の会期は、ただいま報告のとおり本日から３月２３日までの２３日間とした

いと思います。 

  これに御異議ありませんか。 

（「異議なし」の声あり） 

○議長（小椋孝一君）    異議なしと認めます。 

  したがって、本定例会の会期は、本日から３月２３日までの２３日間と決定しました。 

◎日程第３ 諸般の報告について 

○議長（小椋孝一君）    日程第３、諸般の報告を行います。 

  監査委員から、例月出納検査結果に関する報告が提出されています。お手元に配付の

とおりであります。御了解願います。 

  次に、本日までに受理した陳情は、お手元に配付のとおりであります。陳情第１号は、

産業建設常任委員会に付託しましたので報告します。 

  本定例会に提出された案件は、お手元に配付のとおりです。 

  この際、町長から行政報告の申し出がありましたので、これを許します。 

  町長、寺本君。 

（町長 寺本光嘉君 登壇） 

○町長（寺本光嘉君）    皆さん、おはようございます。 

  まず初めに、平成２５年１２月下旬に当町が発注いたしました小中学校のパソコン購

入事業をめぐり、元町議会議員が町職員から入札情報を聞き出して業者に漏らし、その

見返りに１０万円を受け取ったとされるあっせん収賄事件並びに贈賄事件で町民の皆様

に不安と不信感を与えたことに対しまして、改めて心よりおわび申し上げます。 

  町民の皆様をお騒がせしたことに対し、私と副町長の１月分と２月分の給与２カ月減

額することとし、平成２７年１２月２８日付で条例改正の専決処分したものを本議会に

報告させていただいております。 

  なお、この事件につきましては、元町議会議員と業者については起訴され、現在裁判

中であり、元町職員につきましては不起訴となっております。 
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  町といたしましては、去る２月９日に公務員の守秘義務についての職員研修を実施し、

このような事件が二度と起こらないように努めているところでございますので、御理解

賜りたいと存じます。 

  それでは、開会に当たりまして、一言御挨拶並びにその後の行政報告を申し上げます。 

  本日、平成２８年紀美野町議会第１回定例会を招集いたしましたところ、議員各位を

初め関係者の皆様方におかれましては、何かと御多忙中にもかかわりませず御出席を賜

り、開会の運びとなりましたことに対し、心より厚くお礼申し上げます。 

  さて、本年は紀美野町誕生１０周年を迎えた記念すべき年でございます。１０年前の

平成１８年１月１日に美里町と野上町が合併し紀美野町が誕生いたしました。今月６日

には１０年の節目を祝う紀美野町誕生１０周年記念式典を紀美野町文化センターで午後

１時から、仁坂県知事を初め多くの御来賓の方々の御臨席のもと挙行いたします。合併

後の１０年を顧みますと、その歩みは決して平たんな道ばかりではございませんでした

が、両町の均衡ある発展を目指し、数多くの事業に全力で取り組んできたところであり

ます。 

  中でも長年の懸案事項でありました光ブロードバンド整備事業につきましては、先月

２月４日に美里支所におきましてサービス開始セレモニーを行ったところでございます。 

  また、２月１２日には、小西地区の第１４分団第３部の消防格納庫が完成し、地域防

災のさらなる充実が図れたものと考えておりますので、あわせて御報告申し上げます。 

  また、昨年は紀の国わかやま国体が開催され、紀美野町では１０月１日から５日にか

け、紀美野町スポーツ公園がホッケー競技のメイン会場となり、和歌山県チームが２５

年ぶりに総合優勝することができ、成功裏に閉会できましたことは記憶に新しいところ

でございます。 

  これもひとえに多くの町民の皆様や議会議員の皆様の御協力と御支援のたまものであ

り、重ねてお礼を申し上げます。 

  本町におきましては、少子高齢化対策を初め過疎対策、災害対策、雇用問題、人口減

少対策、地方分権の推進に伴う行財政改革など早急に取り組むべき課題も山積いたして

おりますが、町民や議員各位の御理解と御協力のもと、全力でこれらの課題に取り組む

とともに、医療費の助成等子育て支援からシルバー人材センターやふれあいサロン事業

等高齢者支援まで地域とともに福祉の充実を図ってまいります。 

  また、若者や地域創業を志す方々のＩＵＪターンによる定住施策と地域の活性化をよ
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り強力に推進していくために、まちづくりの総合的な窓口としてまちつくり課を昨年度

に新設し、今までにも増して人口減少対策に力を注いできたところでございます。 

  また、本年２月末には、紀美野町人口ビジョン並びに紀美野町まち・ひと・しごと創

生総合戦略を策定し、今後の人口減少対策を含む基本的な方向性を定めたところでござ

います。 

  これからは、今まで以上に地域で知恵を出し、汗をかき、魅力的なまちづくりを進め

ていかなければならない時代を迎えております。そんな中、町内５カ所の地域で７団体

の住民が主体となって積極的な町おこし事業を展開されており、その流れが他の地域に

広がっていくことを強く望むところでございます。 

  また、鳥獣害対策支援や利子補給及び間伐材流通支援等の農林商工業者支援にも引き

続き努めてまいります。 

  さて、今期定例会に上程している案件は、議案第１号から議案第４３号までの４３件

であります。 

  専決処分の承認を求める案件が３件、条例の制定に係る案件が１件、行政不服審査法

の施行に伴う関係条例の整備に関する条例についての案件が１件、条例の一部を改正す

る条例が１４件、和歌山県と紀美野町との間の行政不服審査法第１８条第１項に規定す

る機関の事務の委託についての案件が１件、辺地総合整備計画の変更に係る案件が１件、

公平委員会委員の選任の同意に関する案件が１件、教育委員会委員の任命の同意に関す

る案件が１件、人権擁護委員候補者の推薦に係る案件が１件、平成２７年度一般会計及

び特別会計の補正予算に関する案件が９件、平成２８年度の一般会計及び特別会計予算

に関する案件が１０件であります。 

  平成２７年度一般会計補正予算につきましては、主なものとして、国の補正予算に伴

い、個人番号利用事務で使用する電子機器のセキュリティー強化対策事業として７４０

万７,０００円、低所得者に給付金を支給する臨時福祉給付金給付事業として５,８５５

万５,０００円、野上小学校に空調設備を設置する事業として４,４９６万７,０００円

などを計上しております。また、国の人事院及び県の人事委員会勧告に基づき、給与等

の改定分を計上しております。そのほか事業費の確定に伴う補正などを合わせ歳入歳出

それぞれ１億９７７万円の増額となっております。 

  また、平成２８年度紀美野町一般会計当初予算につきましては、予算総額が６５億６,

４００万円で、対前年度比４億１,８００万円減で率にいたしますと約６％の減額とな
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っております。 

  その要因といたしましては、歳入、歳出において昨年度の事業費が大きかった国体や

光通信網整備事業、合併振興基金積立の終了に伴う予算の減額が主な要因となっており

ます。そのため、全体の予算額は減少となっておりますが、紀美野町まち・ひと・しご

と創生総合戦略に関連する事業は拡充しております。 

  地域おこし協力隊や集落支援員を大幅に増員し、まちづくり、定住施策の充実や高齢

者の地域見守りの充実を図ってまいります。 

  また、子ども医療費無料化も年齢を１５歳から１８歳に引き上げます。保育に関して

は、土曜日は午前中のみでの実施でしたが、本年９月から１日保育をきみのこども園に

おいて実施する予定です。 

  そのほか子どものインフルエンザ接種費用の一部助成や、不妊治療助成の拡充、ＡＬ

Ｔ（語学指導助手）の増員など子育て等支援施策の充実を図ってまいります。 

  そのほかの事業として、老朽化する町営住宅や、トンネル、橋梁の長寿命化改修事業

や河川改修、消防車の購入などインフラ整備経費を盛り込んでおります。 

  この後、担当課長より詳しく御説明申し上げますので、十分御審議の上、原案どおり

御可決くださいますようお願いいたしまして御挨拶並びに行政報告とさせていただきま

す。ありがとうございました。 

（町長 寺本光嘉君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    これで行政報告は終わりました。 

  次に、過日、総務文教常任委員会が町内の所管事務調査を行っていますので、委員長

から調査結果について報告願います。 

  総務文教常任委員長、町田富枝子君。 

（総務文教常任委員長 町田富枝子君 登壇） 

○総務文教常任委員長（町田富枝子君）    総務文教常任委員会報告を行います。 

  去る２月４日、総務文教常任委員会の町内所管事務調査を実施いたしました。常任委

員６名全員参加のもと、町内所管の認定こども園、小学校、ヘリポート、ソーラー設置

箇所、長谷集会所の調査を行いました。 

  最初に、昨年４月、野上第１保育所から保育所型認定こども園に移行したきみのこど

も園を視察、坂口園長より説明を受けました。 

  現在、幼稚園型の１０名を含む１３６名の園児を保育しているとのことで、幼稚園型
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と保育所型の違いは、保育時間の違いとのことでした。また、１歳児保育のニーズがふ

えてきていることから、現在の建物の続きの空き地に一部屋増築する計画があるという

ことでした。 

  次に、野上小学校を視察し、松尾校長より、３年前から取り組んでいる学び合いの授

業の説明を受けました。学び合いの授業は、１人も見捨てない授業、課題の全員達成を

目指して毎週金曜日に行っているとのことです。学び合いの授業では、教師は課題を出

し、子供たちはその課題に取り組み、わかった子は自分の周りにいるわからない子に声

をかけて教えるという取り組みで、わかった児童はさらに力を伸ばすことができるとい

うことです。教師の力だけで教えるという発想を転換し、子供たちを信じ、子供たちの

力を活用するというやり方で子供たちは着実に力をつけてきているとのことでした。そ

して、この取り組みは、全国から視察に訪れているそうです。 

  続いて、小川小学校を視察し、柳校長より説明を受けました。全校児童数１２名で、

今年度は１、２年と３、５年の複式学級で、校長先生を初め４名の職員と３名の教育支

援員と校務員で運営されています。複式学級のよいところは、ずらし授業で与えられた

課題について自分たちで考える習慣がついているということでした。 

  また、中学校は野上中学校に行くので、年三、四回、野中の６年生の学び合い授業に

参加して交流を図っているとのことでした。 

  次に、下神野小学校を視察し、６年生の授業を見させていただきました。５年生のと

きにクラスが荒れていたこともあり問題視されていましたが、６年生１９名が熱心に授

業を受けていました。浦校長は、６年生が行事を任されているので自尊感情が芽生えて

きたのではないか、そして、学習の段階も進んできていると話されました。 

  その後、文化センターにある防災ヘリポートを見学しました。 

  午後から毛原小学校を視察し、中家校長より説明を受けました。同校は、２４年度よ

り長谷毛原中学校に校舎移転し小学校と中学校が１つの校舎になりました。同校は、ユ

ニバーサルデザインの視点を取り入れた事業づくり、全員がわかるできる授業を目指し

ています。この学校の特色は、小中合同のフリートーク活動や学び合い授業があるほか、

保育所・小学校・中学校による合同文化祭や４公署合同運動会があり、地域全体の行事

になっているとのことでした。同校では、１、２年、３、４年、５、６年の複式学級で

全校児童は１４名です。 

  続いて、ふれあい公園に隣接するソーラー設置箇所を視察し、中谷企画管財課長より
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説明を受けました。この事業は、大阪ガスの子会社、エナジーバンクジャパン株式会社

が事業主体となり、発電施設の建設から管理、売電までを行い、紀美野町は支払われる

土地の賃料と固定資産税に加え売電収入の一部の収入が入り、地域振興並びに遊休施設

の有効活用という効果があり、また、災害時等の地区での非常電源としても活用できる

施設となっているとのことです。事業の実施期間は２０年間で、この間に町が得る総収

入額として１,２００万円を見込んでいて、この事業の特徴は、大規模な土地を必要と

するメガソーラーとは異なり、比較的小さな土地での発電が可能であること。さらに町

に土地の賃料と固定資産税に加え売電収入の一部が支払われるというのは、全国的に例

がない取り組みだということで平成２５年８月１日から発電売電をしています。 

  最後に、平成２５年１２月に建てかえられた長谷集会所を見せていただきました。以

前の建物は駐車場が狭く老朽化が進んでいましたが、広い駐車場と和室とフローリング

の部屋があり、住民の方にも大変喜ばれているとのことでした。 

  以上で報告を終わります。 

（総務文教常任委員長 町田富枝子君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    次に、一般質問の通告は、３月４日金曜日、午後３時まで

に提出願います。 

  以上で諸般の報告を終わります。 

  ここで執行部の皆様に申し上げます。 

  これから議案説明に入りますが、議案数が多いため、議案の説明は簡潔にお願いした

いと思います。 

◎日程第４ 議案第 １号 専決処分の承認を求めることについて 

            （紀美野町長、副町長及び教育長の給与等条例の一部を改正す 

            する条例について） 

◎日程第５ 議案第 ５号 行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例に 

             ついて 

◎日程第６ 議案第 ６号 紀美野町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部 

             を改正する条例について 

◎日程第７ 議案第 ７号 紀美野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正 

             する条例について 

◎日程第８ 議案第 ８号 紀美野町議会の議員報酬及び費用弁償等条例の一部を改正す 
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             る条例について 

◎日程第９ 議案第 ９号 紀美野町長、副町長及び教育長の給与等条例の一部を改正す 

             る条例について 

◎日程第１０ 議案第１０号 旧紀美野町教育委員会教育長の給与等条例の一部を改正す 

              る条例について 

◎日程第１１ 議案第１１号 紀美野町職員給与条例の一部を改正する条例について 

○議長（小椋孝一君）    日程第４、議案第１号、専決処分の承認を求めることにつ

いて（紀美野町長、副町長及び教育長の給与等条例の一部を改正する条例について、日

程第５、議案第５号、行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例につい

て、日程第６、議案第６号、紀美野町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一

部を改正する条例について、日程第７、議案第７号、紀美野町職員の勤務時間、休暇等

に関する条例の一部を改正する条例について、日程第８、議案第８号、紀美野町議会の

議員報酬及び費用弁償等条例の一部を改正する条例について、日程第９、議案第９号、

紀美野町長、副町長及び教育長の給与等条例の一部を改正する条例について、日程第１

０、議案第１０号、旧紀美野町教育委員会教育長の給与等条例の一部を改正する条例に

ついて及び日程第１１、議案第１１号、紀美野町職員給与条例の一部を改正する条例に

ついて一括議題とします。 

  説明を願います。総務課長、牛居君。 

（総務課長 牛居秀行君 登壇） 

○総務課長（牛居秀行君）    議案書の１ページをごらんください。 

  議案第１号、専決処分の承認を求めることについて（紀美野町長、副町長及び教育長

の給与等条例の一部を改正する条例について、地方自治法第１７９条第１項の規定によ

り、次のとおり専決処分したので、これを報告し、承認を求める。 

                  平成２８年３月１日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由でございます。 

  地方自治法第１７９条第３項の規定により報告し、承認を求めるものでございます。 

  次のページをごらんください。専決処分書でございます。 

  地方自治法第１７９条第１項の規定により、紀美野町長、副町長及び教育長の給与等

条例の一部を改正する条例を別紙のとおり専決処分する。 

                  平成２７年１２月２８日 紀美野町長 寺本光嘉 
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  理由でございます。 

  平成２５年度小中学校パソコン整備事業に係る事件で、町民の皆様に多大な御心配を

おかけしたことに鑑みて、町長及び副町長の給料月額を減額するものでございます。 

  次のページをごらんください。 

  紀美野町長、副町長及び教育長の給与等条例の一部を改正する条例でございます。 

  お手持ちの新旧対照表では、１ページを御参照ください。 

  紀美野町長、副町長及び教育長の給与等条例の一部を次のように改正する。 

  附則の次の１項を加える。 

  （平成２８年１月及び２月に支給する町長及び副町長の給与の減額に関する特例） 

  第１２項、町長及び副町長の受ける平成２８年１月１日から平成２８年２月２９日ま

での給料月額は、附則第９項の規定にかかわらず、同項に規定する給料月額から、その

給料月額の１０分の１に相当する額を減じた額とする。ただし、期末手当及び退職手当

の額の算出の基礎となる給料月額は、同項による額とする。 

  附則といたしましては、この条例は、平成２８年１月１日から施行するとなってござ

います。 

  この条例の一部改正につきましては、現在、町長、副町長及び教育長の給与等条例附

則第９項におきまして、平成２７年４月から平成２８年３月までの１年間、町長の給与

月額を６７万円から６４万円に、副町長は５８万円から５６万円にそれぞれ減額を行っ

てきているところでございます。 

  今回、平成２８年１月と２月の２カ月間、町長は６４万円から１割相当の減額を行い、

５７万６,０００円に、副町長は５６万円から同じく１割相当の減額を行い、５０万４,

０００円とする専決処分を平成２７年１２月２８日に行ったため、今議会に報告するも

のでございます。 

  以上、議案第１号の説明といたします。 

  続きまして、議案書の１３ページをごらんください。 

  議案第５号、行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例について。 

  行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例を次のとおり制定したいの

で、地方自治法第９６条第１項の規定により議会の議決を求める。 

                  平成２８年３月１日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由でございます。 
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  行政不服審査法の施行に伴い、関係条例について、不服申立ての種類を審査請求に一

元化すること等に伴う所要の規定の整備を行うため本議案を提出するものでございます。 

  次のページをごらんください。 

  行政不服審査法の施行に伴う関係条例の整備に関する条例でございます。 

  本条例につきましては、条文が多いことから、主な改正内容についての概要説明とい

たしたく御理解賜りますようお願い申し上げます。 

  まず第１条、紀美野町情報公開条例の一部改正でございます。 

  新旧対照表では４ページから８ページを御参照いただきたいと存じます。 

  第１５条第１項及び第３項の改正につきましては、第２０条を改正したことによる項

のずれと、第１９条の改正による引用条を削除するものでございます。 

  次に、第１８条第２項の改正につきましては、開示請求者が公文書の写しの交付を受

ける際の手数料につきまして、単色刷りに加え多色刷り１枚につき２０円、両面複写の

場合にあっては４０円を加えるものでございます。 

  次に、第１９条の改正につきましては、行政不服審査法第９条第１項の審理員制度が

新たに導入され、処分に関する手続に関与していないと一定の要件を満たす職員が審査

請求の審理手続を行うこととなったわけでございますが、情報公開条例につきましては、

既に設置された有識者で構成される附属機関において審査請求に係る審理がなされる仕

組みがあるため、第１９条として審理員による審理手続に関する規定を適用除外するも

のでございます。 

  次に、第２０条の改正につきましては、改正前の第１９条と第２０条とを合わせて第

２０条とし、紀美野町情報公開審査会への諮問についての規定中、不服申立ての手続を

審査請求に一元化することによるものでございます。 

  次のページをごらんください。１５ページです。 

  次に、第２１条の改正につきましても、不服申立ての手続を審査請求に一元化するも

のによるものでございます。 

  次に、第２２条第１項中「第１９条」を「第２０条第１項」、「不服申立て」を「審

査請求」に改める。この改正につきましては、審査会への諮問の項ずれによる引用上の

改正及び不服申立ての手続を審査請求に一元化することによるものでございます。 

  次に、２５条第４項中の改正につきましても、不服申立ての手続を審査請求に一元化

することによるものでございます。 
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  次に、第２６条第１項中の改正につきましても、不服申立ての手続を審査請求に一元

化することによるものでございます。 

  次に、第２７条中の改正につきましても、不服申立て手続を審査請求に一元化するこ

とによるものでございます。 

  次に、第２８条の改正につきましては、審査会に提出された意見書、または資料につ

いて、審査請求人等は、閲覧に加え写しの交付を求めることができ、その場合、審査会

は、当該閲覧または交付に係る意見書または資料の提出人の意見を聞かなければならな

いようになったことによる改正でございます。 

  次に、第３０条中「不服申立て人」を「審査請求人」に改めます。この改正につきま

しては、不服申立ての手続を審査請求に一元化することによるものでございます。 

  次に、第３１条中「第１９条」を「第２０条」に改めます。この改正につきましては、

審査会への諮問の条ずれによる引用上の改正でございます。 

  続きまして、１５ページの下段をごらんください。 

  第２条、紀美野町個人情報保護条例の一部改正でございます。新旧対照表では、９ペ

ージから１２ページを御参照いただきたいと存じます。 

  第１７条第２項及び第２２条第２項中「不服申立て」を「審査請求」に改めます。こ

の改正につきましても、不服申立ての手続を審査請求に一元化することによるものでご

ざいます。 

  次のページをごらんください。１６ページでございます。 

  第２７条の次に第２７条の２の１条を加える改正でございます。この追加する第２７

条の２の条文につきましては、先ほど情報公開条例の一部改正でも御説明をいたしまし

たとおり、行政不服審査法第９条第１項で審理員制度が新たに導入され、処分に関する

手続を関与していない等一定の要件を満たす職員が審査請求の審理手続を行うこととな

ったわけでありますが、個人情報保護条例につきましても既に設置された有識者で構成

されます附属機関において審理請求に係る審理がなされる仕組みがあるため、第２７条

の２として審理員による審理手続に関する規定を適用除外としたものでございます。 

  次に、第２９条の改正につきましては、紀美野町個人情報保護審査会への諮問につい

ての規定を情報公開条例と同じような文言に改正したものでございます。 

  １６ページの下段をごらんください。 

  次に、第２９条の次に１条を加える改正でございます。 



－１７－ 

  次のページをごらんください。１７ページです。 

  第２９条の次に第２９条の２を追加します。この追加条文につきましては、第三者か

ら審査請求を棄却する場合等における手続について、情報公開条例と同じような文言で

追加するものでございます。 

  次に、第３０条の改正につきましては、紀美野町個人情報保護審査会の設置について

の条文であり、第２９条の全部改正による引用条項の改正と不服申立ての手続を審査請

求に一元化することによる改正及び意見の陳述の規定を追加するものでございます。 

  次に、中ほどより少し下のほうでございますが、第３０条の２の追加条文につきまし

ては、審査請求人等が審査会に対し意見書または資料を提出できる規定であります。 

  次に、第３０条の３の追加条文につきましては、審査会に提出された意見書または資

料について、審査請求人等は閲覧または写しの交付を求めることができ、その場合、審

査会は、当該閲覧または交付に係る意見書又は資料の提出人の意見を聞かなければなら

ないようになったことによるものでございます。 

  次のページをごらんください。１８ページでございます。 

  第３０条の４の追加条文につきましては、審査会は、諮問に対する答申をした場合、

答申書の写しを審査請求人及び参加人に送付し、その内容を公表するとしたものでござ

います。 

  続きまして、第３条、紀美野町行政手続条例の一部改正でございます。 

  新旧対照表では、１３ページを御参照ください。第３条第１５中の改正につきまして

は、異議申立て手続の廃止によるものでございます。また、第１９条第２項第４号中、

ことのあるを削る改正につきましても、法律の改正によります文言の修正でございます。 

  続きまして、第４条、紀美野町固定資産評価審査委員会条例の一部改正でございます。 

  新旧対照表では、１４ページから１５ページを御参照いただきたいと存じます。 

  第５条第２項の改正につきましては、行政不服審査法の改正により追加された審査請

求書に記載する事項の追加及びそれに伴う３号の繰り上げでございます。 

  次に、第５条第３項中の改正につきましては、行政不服審査法の引用条項が行政不服

審査法施行令の引用条例に変更されたことによるものでございます。 

  また、第５条第６項の追加条文につきましては、代表者もしくは管理人、代理または

代理人がその資格を失ったときは、審査申出人は書面でその旨を委員会に届け出なけれ

ばならないという１項を追加するものでございます。 



－１８－ 

  次に、第７条第２項ただし書きを削り、同条の次の第４項を加える改正につきまして

は、行政不服審査法の改正によるただし書きの削除と、審査申出人から反論書の提出が

あったとき、委員会はこれを町長に送付する規定を追加したものでございます。 

  次に、第１２条第１項中の改正につきましては、決定書の作成の際、第４号の事項を

記載し、決定書に委員会が記名押印する旨の規定を追加するものでございます。 

  次のページをごらんください。１９ページでございます。 

  続きまして、第５条、紀美野町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改

正でございます。 

  新旧対照表では１６ページを御参照ください。 

  第５条第３号中の改正につきましては、不服申立ての手続を審査請求に一元化するこ

とによるものでございます。 

  続きまして、第６条、紀美野町職員給与条例の一部改正でございます。 

  新旧対照表では１７ページを御参照いただきたいと存じます。 

  第２２条の３第４項中の改正につきましては、行政不服審査法の改正による条番号の

変更に伴うものでございます。 

  続きまして、第７条、紀美野町手数料条例の一部改正でございます。 

  新旧対照表では１８ページを御参照ください。 

  別表中４６の項を４７の項とし、４５の項の次に次のように加える。この項の追加に

つきましては、行政不服審査法の改正により、審査請求人または参加人が審理員に対し、

提出した書類等の写しまたは書面の交付を求めることができるようになり、その際の手

数料につきまして、単色刷り１枚について１０円、両面複写の場合であっては２０円、

多色刷り１枚につき２０円、両面複写の場合にあっては４０円の手数料を徴収する旨の

追加でございます。 

  続きまして、第８条、紀美野町税条例の一部改正でございます。 

  新旧対照表では１９ページを御参照ください。 

  第１８条の２第１項中の改正につきましては、不服申立ての手続を審査請求に一元化

することによるものでございます。 

  続きまして、第９条、紀美野町消防団員等公務災害補償条例の一部改正でございます。 

  新旧対照表では２０ページを御参照ください。 

  第２６条、見出しを含みます。第２６条中「異議申立て」を「審査請求」に改める。



－１９－ 

この改正につきましても、不服申立ての手続を審査請求に一元化することによるもので

ございます。 

  次に、附則といたしまして、第１項、この条例は、平成２８年４月１日から施行する。

ただし、第５条の規定は、平成２９年４月１日から施行する。この条例は、平成２８年

４月１日から施行いたしますが、第５条の紀美野町人事行政の運営等の状況の公表に関

する条例の一部改正規定につきましては、公平委員会が町長に対し報告する事項は、前

年度における業務の状況となっておりまして、平成２７年度には審査請求はあり得ない

ことから、この改正規定は平成２９年４月１日から施行することとしたものでございま

す。 

  次に、経過措置の原則。 

  第２項、町の行政庁の処分、その他の行為または不作為について不服申立てであって、

この条例の施行前にされた町の行政庁の処分、その他の行為またはこの条例の施行前に

された申請に係る町の行政庁の不作為に係るものにつきましては、次項に定める場合を

除き、なお従前の例による。 

  次に、紀美野町固定資産評価審査委員会条例の一部改正に伴う経過措置でございます。 

  第３項、第４条の規定による改正後の紀美野町固定資産評価審査委員会条例第５条第

２項、第３項及び第６項、第７条第２項及び第４項並びに第１２条第１項の規定は、平

成２８年度以降の年度分の固定資産税に係る固定資産について、固定資産課税台帳に登

録された価格に係る審査の申出について適用し、平成２７年度までの固定資産税に係る

固定資産についての固定資産課税台帳に登録された価格に係る審査の申出（申出期間の

初日が平成２８年４月１日以降である審査の申出を除く。）については、なお従前の例

による。 

  この附則３項につきましては、紀美野町固定資産評価審査委員会条例の一部改正の規

定による改正後の紀美野町固定資産評価審査委員会条例の規定は、平成２８年度以降の

年度分の審査の申し出について適用し、平成２７年度までの審査の申し出につきまして

は、なお従前の例によるものとしたものでございます。 

  以上、議案第５号の説明といたします。 

  続きまして、議案書の２１ページをごらんください。 

  議案第６号、紀美野町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する

条例について。 



－２０－ 

  紀美野町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を次のとおり改正したい

ので、地方自治法第９６条第１項の規定により議会の議決を求める。 

                  平成２８年３月１日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由でございます。 

  地方公務員法の改正に伴い、紀美野町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の

改正を行うものでございます。 

  次のページをごらんください。 

  紀美野町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を改正する条例でござい

ます。 

  新旧対照表では２１ページを御参照ください。 

  紀美野町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第３条中第８号を第１１号とし、第７号を第１０号とし、同条第６号中「及び勤務成

績の評定」を削り、同号を同条第９号とし、同条第５号を同条第７号とし、同条の次に

次の１号を加える。 

  第８号、職員の退職管理の状況。第３条中第４号を第６号とし、第３号を第４号とし、

同号の次に次の１号を加える。 

  第５号、職員の休業に関する状況。第３条中第２号を第３号とし、第１号の次に次の

１号を加える。 

  第２号、職員の人事評価の状況。 

  附則といたしまして、この条例は、平成２９年４月１日から施行するとしております。 

  この条例の一部改正につきましては、地方公務員法及び地方独立法人の一部を改正す

る法律が平成２６年５月１５日に公布され、施行期日を平成２８年４月１日とする政令

が平成２７年９月２日に公布されたことによるものでございます。 

  その中で地方公務員法第５８条の２において改正がなされ、任命権者が報告する項目

に修正が加えられたため、報告する事項を修正、追加する条例の改正を行ったものでご

ざいます。 

  なお、前年度における状況を公表することとなっているため、条例改正の施行は平成

２９年４月１日としたものでございます。 

  以上、議案第６号の説明といたします。 

  続きまして、議案書の２３ページをごらんください。 



－２１－ 

  議案第７号、紀美野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例に

ついて。 

  紀美野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を次のとおり改正したいので、

地方自治法第９６条第１項の規定により議会の議決を求める。 

                  平成２８年３月１日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由でございます。 

  地方公務員法の改正に伴い、紀美野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の改正を

行うものでございます。 

  次のページをごらんください。 

  紀美野町職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例でございます。 

  新旧対照表では２２ページを御参照ください。 

  紀美野町職員の勤務時間、休暇に関する条例の一部を次のように改正する。 

  第１条中「第２４条第６項」を「第２４条第５項」に改めます。 

  附則といたしまして、この条例は、平成２８年４月１日から施行するとしてございま

す。 

  この条例の一部改正につきましては、改正される地方公務員法第２４条第２項が削除

され、項が順次繰り下がり、職員の給与、勤務時間、その他の勤務条件は、条例で定め

るとされる規定が第６項から第５項となったため、本条例の一部改正を行うものでござ

います。 

  以上、議案第７号の説明といたします。 

  続きまして、議案書の２５ページをごらんください。 

  議案第８号、紀美野町議会の議員報酬及び費用弁償等条例の一部を改正する条例につ

いて。 

  紀美野町議会の議員報酬及び費用弁償等条例の一部を次のとおり改正したいので、地

方自治法第９６条第１項の規定により議会の議決を求める。 

                  平成２８年３月１日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由でございます。 

  人事院の職員給与の改定に関する勧告に伴い、国家公務員の一般職の給与に関する法

律が改正されたことに準じ、紀美野町議会の議員報酬及び費用弁償等条例の改正を行う

ものでございます。 



－２２－ 

  次のページをごらんください。 

  紀美野町議会の議員報酬及び費用弁償等条例の一部を改正する条例でございます。 

  新旧対照表では２３ページから２４ページを御参照賜りたいと存じます。 

  第１条、紀美野町議会の議員報酬及び費用弁償等条例の一部を次のように改正する。 

  第６条第２項中「１００分の１６２.５」を「１００分の１６７.５」に改めます。こ

の改正につきましては、１２月期の期末手当の支給割合を１００分の１６２.５から１

００分の５を増加し、１００分の１６７.５に引き上げる改正を行うものでございます。 

  次に、第２条として、紀美野町議会の議員報酬及び費用弁償等条例の一部を次のよう

に改正する。 

  第６条第２項中「１００分の１４７.５」を「１００分の１５０」に、「１００分の

１６７.５」を「１００分の１６５」に改めます。この改正につきましては、６月期の

期末手当の支給割合は、１００分の１４７.５から１００分の１５０に引き上げ、１２

期の期末手当の支給割合は、１００分の１６７.５から１００分の１６５に引き下げる

改正を行うものでございます。 

  附則といたしまして、第１項、この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条

の規定は、平成２８年４月１日から施行する。 

  第２項、第１条の規定による改正後の紀美野町議会の議員報酬及び費用弁償等条例

（以下「改正後の条例」という）の規定は、平成２７年１２月１日から適用する。 

  この附則第２項につきましては、第１条の改正規定は、平成２７年１２月１日から遡

及適用するものでございます。 

  第３項として、改正後の条例の規定を適用する場合において、改正前の紀美野町議会

の議員報酬及び費用弁償等条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正後の条例

の規定による期末手当の内払いとみなす。 

  この附則第３項につきましては、改正前の条例により支給された期末手当は、今回改

正される条例により支給される期末手当の内払いとする規定でございます。 

  以上、議案第８号の説明といたします。 

  続きまして、議案書の２７ページをごらんください。 

  議案第９号、紀美野町長、副町長及び教育長の給与等条例の一部を改正する条例につ

いて。 

  紀美野町長、副町長及び教育長の給与等条例の一部を改正したいので、地方自治法第



－２３－ 

９６条第１項の規定により議会の議決を求める。 

                  平成２８年３月１日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由でございます。 

  人事院の職員給与の改定に関する勧告に伴い、国家公務員の一般職の給与に関する法

律が改正されたことに準じ、紀美野町長、副町長及び教育長の給与等条例の改正を行う

ものでございます。 

  次のページをごらんください。 

  紀美野町長、副町長及び教育長の給与等条例の一部を改正する条例でございます。 

  お手持ちの新旧対照表では２５ページから２６ページを参照いただきたいと存じます。 

  第１条、紀美野町長、副町長及び教育長の給与等条例の一部を次のように改正する。 

  第５条第１項ただし書き中「１００分の１６２.５」を「１００分の１６７.５」に改

めます。この改正につきましては、１２月期の期末手当の支給割合を１００分の１６２.

５から１００分の５を増加し、１００分の１６７.５に引き上げる改正を行うものでご

ざいます。 

  次に、第２条といたしまして、紀美野町長、副町長及び教育長の給与等条例の一部を

次のように改正する。 

  第５条第１項ただし書き中「１００分の１４７.５」を「１００分の１５０」に、

「１００分の１６７.５」を「１００分の１６５」に改めます。この改正につきまして

は、６月期の期末手当の支給割合を１００分の１４７.５から１００分の１５０に引き

上げ、１２月期の期末手当の支給割合は１００分の１６７.５から１００分の１６５に

引き下げる改正を行うものでございます。 

  附則といたしまして、第１項、この条例は、公布の日から施行する。ただし、第２条

の規定が平成２８年４月１日から施行する。 

  第２項、第１条の規定による改正後の紀美野町長、副町長及び教育長の給与等条例の

規定は、平成２７年１２月１日から適用する。 

  ３項といたしまして、改正後の条例の規定を適用する場合においては、改正前の紀美

野町長、副町長及び教育長の給与等条例の規定に基づいて支給された期末手当は、改正

後の条例の規定による期末手当の内払いとするということになっておりまして、先ほど

御説明申し上げました附則と理由は同一でございますので割愛させていただきたいと思

います。 
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  以上、議案第９号の説明といたします。 

  続きまして、議案書の２９ページをごらんください。 

  議案第１０号、旧紀美野町教育委員会教育長の給与等条例の一部を改正する条例につ

いて。 

  旧紀美野町教育委員会教育長の給与等条例の一部を次のとおり改正したいので、地方

自治法第９６条第１項の規定により議会の議決を求める。 

                  平成２８年３月１日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由でございます。 

  人事院の職員給与の改定に関する勧告に伴い、国家公務員の一般職の給与に関する法

律が改正されたことに準じ、旧紀美野町教育委員会教育長の給与等条例の改正を行うも

のでございます。 

  次のページをごらんください。 

  旧紀美野町教育委員会教育長の給与等条例の一部を改正する条例でございます。 

  お手持ちの新旧対照表では２７ページから２８ページをごらんください。 

  第１条、旧紀美野町教育委員会教育長の給与等条例の一部を次のように改正する。 

  第５条第１項ただし書き中「１００分１６２.５」を「１００分の１６７.５」に改め

ます。この改正につきましては、１２月期の期末手当の支給割合を１００分の１６２.

５から１００分の５を増額し、１００分の１６７.５に引き上げる改正でございます。 

  次に、第２条といたしまして、旧紀美野町教育委員会教育長の給与等条例の一部を次

のように改正します。 

  第５条第１項ただし書き中「１００分の１４７.５」を「１００分の１５０」に「１

００分の１６７.５」を「１００分の１６５」に改めます。この改正につきましては、

６月期の期末手当の支給割合は、１００分の１４７.５から１００分の１５０に引き上

げ、１２月期の期末手当の支給割合は１００分の１６７.５から１００分の１６５に引

き下げる改正を行うものでございます。 

  附則につきましては、先ほどと同じ内容となってございますので割愛させていただき

ます。 

  以上、議案第１０号の説明といたします。 

  続きまして、議案書の３１ページをごらんください。 

  議案第１１号、紀美野町職員給与条例の一部を改正する条例について。 
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  紀美野町職員給与条例の一部を次のとおり改正したいので、地方自治法第９６条第１

項の規定により議会の議決を求める。 

                  平成２８年３月１日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由でございます。 

  地方公務員法の改正に伴い、かつ人事院の職員給与の改定に関する勧告により、国家

公務員の一般職の給与に関する法律が改正されたことに準じ、紀美野町職員給与条例の

改正を行うものでございます。 

  次のページをごらんください。 

  紀美野町職員給与条例の一部を改正する条例でございます。 

  新旧対照表では２９ページから６０ページを御参照ください。 

  本条例改正につきましては、人事院より国家公務員の俸給月額及び勤勉手当等の改正

に関する勧告を受け、国家公務員の一般職の職員の給与に関する法律が改正されました。

また、県人事委員会による勧告もございまして、これに準じて本条例の改正をお願いす

るものでございます。 

  改正の内容ですが、まず改正条例第１条の改正は、第２２条第２項中「５級以上であ

るもの」の次に「（第２３条においては「特定幹部職員」という。）」を加えます。ま

た、第２３条第２項第１号の改正では、一般職にあっては、１２月期の勤勉手当の支給

割合を１００分の７５から１００分の１０増額し、１００分の８５に引き上げる改正を

行うものでございます。また、特定幹部職員にありましては、１２月期の勤勉手当の支

給割合を１００分の９５から１００分の１０増額し、１００分の１０５に引き上げる改

正を行うものでございます。また、再任用職員にありましては、１２月期の勤勉手当の

支給割合を１００分の３５から１００分の５を増額して１００分の４０に引き上げる改

正を行うものでございます。また、再任用の特定幹部職員にあっては、１２月期の勤勉

手当の支給割合を１００分の４５から１００分の５増加して１００分の５０に引き上げ

る改正を行うものでございます。 

  次に、別表第１から別表第３の給料表は、国の人事院や県の人事委員会の勧告をもと

にそれぞれ給料表の改正を行うものでございますので、後ほど御高覧を賜りますようお

願い申し上げます。 

  次に、議案書の４０ページをごらんください。 

  第２条の改正で、第１条中の改正は、改正される地方公務員法第２４条第２項が削除



－２６－ 

され、項が順次繰り下がり、職員の給与、勤務時間、その他の勤務条件は、条例で定め

るとする規定が第６項から第５項となったため改正するものでございます。 

  第２３条関係の改正は、一般職にあっては、６月期の勤勉手当の支給割合は１００分

の７５から１００分の８０に引き上げ、１２月期の勤勉手当の支給割合は１００分の８

５から１００分の８０に引き下げる改正を行うものです。また、特定幹部職員にあって

は、６月期の勤勉手当の支給割合は１００分の９５から１００分の１００に引き上げ、

１２月期の勤勉手当の支給割合は１００分の１０５から１００分の１００に引き下げる

改正を行うものでございます。また、再任用の職員にあっては、６月期の勤勉手当の支

給割合は１００分の３５から１００分の３７.５に引き上げ、１２月期の勤勉手当の支

給割合は１００分の４０から１００分の３７.５に引き下げる改正を行うものでござい

ます。また、再任用の特定幹部職員にありましては、６月期の勤勉手当の支給割合は１

００分の４５から１００分の４７.５に引き上げ、１２月期の勤勉手当の支給割合は１

００分の５０から１００分の４７.５に引き下げる改正を行うものでございます。 

  次に、別表第４の改正は、能力及び実績に基づく人事管理の徹底を図るため、改正さ

れる地方公務員法第２５条において、給料表には職員の職務の複雑困難及び責任の度合

いに基づく等級ごとに明確な給料額の幅を定めなければならないとされ、その運用につ

いて、地方公務員給与における職務給の原則を一層徹底させようとする観点から、職員

の職務を給料表の各等級に分類する際の具体的な基準となる級別職務分類表を給与に関

する条例で定めるとされたことによるものでございます。 

  次に、４１ページ下段をごらんください。 

  第３条の改正では、人事評価制度の導入等により、能力及び実績に基づく人事管理の

徹底を図るため、地方公務員法が改正されたことにより、昇給または勤勉手当等の支給

について、勤務成績の評定の結果を参考としていたものを人事評価の結果を参考にする

改正を行うものでございます。 

  次に、附則第１項といたしまして、この改正条例は、公布の日から施行するものでご

ざいます。ただし、６月期、１２月期のそれぞれの勤勉手当の支給割合を改正し、また、

級別職務分類表を改正する第２条の規定は、平成２８年４月１日から施行するものでご

ざいます。 

  次のページをごらんください。 

  また、第３条の人事評価の結果を参考にする改正規定は、平成２９年４月１日から施
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行するものです。 

  次のページをごらんください。 

  次に、附則第２項につきましては、第１条の改正規定は、平成２７年４月１日から遡

及適用するものでございます。 

  附則の第３項につきましては、改正前の条例により支給された給料は、今回の改正さ

れる条例により支給される給料の内払いとする規定でございます。 

  次に、附則第４項につきましては、この条例の施行に関し必要な事項については規則

で定める。規則への委任規定となってございます。 

  以上、議案第１１号の説明といたします。 

（総務課長 牛居秀行君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    しばらく休憩します。 

 休 憩 

（午前１０時０７分） 

――――――――――――――――――― 

 再 開 

○議長（小椋孝一君）    休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１０時２３分） 

◎日程第１２ 議案第 ２号 専決処分の承認を求めることについて 

              （紀美野町税条例等の一部を改正する条例の一部を改正す 

              る条例について 

◎日程第１３ 議案第 ３号 専決処分の承認を求めることについて 

              （紀美野町国民健康保険税条例の一部を改正する条例につ 

              いて 

◎日程第１４ 議案第１２号 紀美野町税条例の一部を改正する条例について 

○議長（小椋孝一君）    日程第１２、議案第２号、専決処分の承認を求めることに

ついて（紀美野町税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例）について、日

程第１３、議案第３号、専決処分の承認を求めることについて（紀美野町国民健康保険

税条例の一部を改正する条例について）及び日程第１４、議案第１２号、紀美野町税条

例の一部を改正する条例について一括議題とします。 

  説明を願います。税務課長、西岡君。 
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（税務課長 西岡秀育君 登壇） 

○税務課長（西岡秀育君）    それでは、専決処分の説明をさせていただきます。 

  議案書の４ページをお開きください。 

  議案第２号、専決処分の承認を求めることについて（紀美野町税条例等の一部を改正

する条例の一部を改正する条例について）、地方自治法第１７９条第１項の規定により

次のとおり専決処分したいので、これを報告し、承認を求める。 

                  平成２８年３月１日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由。 

  地方自治法第１７９条第３項の規定により報告し、承認を求める。 

  次をお願いします。 

  専決処分書。 

  地方自治法第１７９条第１項の規定により、紀美野町税条例等の一部を改正する条例

の一部を改正する条例を別紙のとおり専決処分する。 

                  平成２７年１２月２８日 紀美野町長 寺本光嘉 

  理由。 

  平成２７年１２月２５日において地方税法施行規則の一部が改正されたことに伴い、

紀美野町税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する必要が生じたためでございま

す。 

  ６ページをお開きください。 

  紀美野町税条例等の一部を改正する条例の一部を改正する条例。平成２７年１２月２

８日。条例第４５号。 

  紀美野町税条例等の一部を改正する条例の一部を次のように改正する。 

  改正内容を簡単に御説明いたします。 

  第５１条第２項第１号、第１３９条の３第２項第１号は、町民税、特別土地保有税の

減免申請に個人番号の記載の必要がない旨の改正でございます。 

  附則。 

  この条例は、公布の日から施行するものでございます。 

  ７ページをお開きください。 

  議案第３号、専決処分の承認を求めることについて。 

  紀美野町国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、地方自治法第１７９条
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第１項の規定により次のとおり専決処分したいので、これを報告し、承認を求める。 

                  平成２８年３月１日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由。 

  地方自治法第１７９条第３項の規定により報告し、承認を求める。 

  ８ページをお願いします。 

  専決処分書。 

  地方自治法第１７９条第１項の規定により、紀美野町国民健康保険税条例の一部を改

正する条例を別紙のとおり専決処分する。 

                  平成２７年１２月２８日 紀美野町長 寺本光嘉 

  理由。 

  平成２７年１２月２５日において地方税法施行規則の一部が改正されたことに伴い、

紀美野町国民健康保険税条例の一部を改正する必要が生じたためです。 

  次のページをお開きください。 

  紀美野町国民健康保険税条例の一部を改正する条例。平成２７年１２月２８日。条例

第４６号。 

  紀美野町国民健康保険税条例の一部を次のように改正する。 

  改正内容を簡単に御説明いたします。 

  第２５条第２項第１号は、国民健康保険税の減免申請に個人番号の記載の必要がない

旨の改正です。 

  附則。 

  この条例は、平成２８年１月１日から施行するものです。 

  続きまして、４３ページをお開きください。 

  議案第１２号、紀美野町税条例の一部を改正する条例について。 

  紀美野町税条例の一部を次のとおり改正したいので、地方自治法第９６条第１項の規

定により議会の議決を求めるものでございます。 

                  平成２８年３月１日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由。 

  地方税法の一部が改正されたことに伴い、紀美野町税条例の一部を改正する必要が生

じたためです。 

  ４４ページをお開きください。 
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  改正内容を簡単に御説明いたします。 

  改正の趣旨といたしましては、平成２６年度税制改正において、納税者の負担の軽減

を図るとともに、長期かつ的確な納税の履行を確保する観点から国税の猶予制度の見直

しが行われました。これを受け、地方税の猶予制度においても所要の見直しが行われる

こととなり、平成２７年度税制改正において地方税法が改正されました。 

  今回の地方税法の改正は、納税者の申請による換価の猶予制度が創設されるなど、昨

年の国税の改正を踏まえたものになっていますが、地方分権を推進する観点や地方税に

関する地域の実情がさまざまであることを踏まえ、猶予に係る担保の町基準など一定事

項について、地域の実情等に応じた条例を定める必要があることから、紀美野町税条例

に国税基準を緩和し、規定を定めるものでございます。 

  徴収猶予の制度をさせていただきます。地方税法第１５条により、次の理由により町

税を一時納付することができないときは、申請することにより１年以内の期限に限り徴

収の猶予が認められる場合があります。 

  財産について、災害を受け、また盗難に遭ったとき、納税者またはその生計を一にす

る親族が病気にかかり、また負傷したとき、事業を廃止し、また休業したとき、事業に

ついて著しい損失を受けたときなどでございます。 

  また、換価の猶予につきましては、納税について、誠実な意思を有する者が町税を一

時に納付することにより、事業の継続や生活の維持を困難にするおそれがある場合など、

一定の要件に該当するときは１年以内の期間に限り滞納処分による財産の換価の猶予が

認められる場合があります。 

  今回の改正につきましては、第８条、第９条には徴収猶予に係る徴収金の分割納付と

申請の手続内容が記載されており、第１０条、第１１条には職権及び申請による換価の

猶予の手続について記載されております。第１２条には担保徴取基準を定めております。

第１３条から第１７条までは削除するものです。１８条中の地方税法等に改めるもので

ございます。２３条第３項中の地方税法施行令に改めるものでございます。第５６条中

「独立行政法人労働者健康福祉機構」を「独立行政法人労働者健康安全機構」に改める

ものでございます。 

  附則といたしましては、この条例は、平成２８年４月１日から施行するものでござい

ます。 

  以上３議案は、新旧対照表２ページ、３ページ、５３ページから６０ページまでを順
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次御確認いただきますようよろしくお願いいたします。 

  以上、簡単ではございますが、説明とさせていただきます。 

（税務課長 西岡秀育君 降壇） 

◎日程第１５ 議案第 ４号 紀美野町あき地の適正管理に関する条例の制定について 

◎日程第１６ 議案第１３号 紀美野町子ども医療費支給条例の一部を改正する条例につ 

              いて 

◎日程第１７ 議案第１４号 紀美野町ひとり親家庭医療費助成の一部を改正する条例の 

              一部を改正する条例について 

◎日程第１８ 議案第１５号 紀美野町重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正する 

              条例について 

○議長（小椋孝一君）    日程第１５、議案第４号、紀美野町あき地の適正管理に関

する条例の制定について、日程第１６、議案第１３号、紀美野町子ども医療費支給条例

の一部を改正する条例について、日程第１７、議案第１４号、紀美野町ひとり親家庭医

療費助成条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例について、日程第１８、議案

第１５号、紀美野町重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例について一括

議題とします。 

  説明を願います。住民課長、増谷君。 

（住民課長 増谷守哉君 登壇） 

○住民課長（増谷守哉君）    それでは、議案書の１０ページをごらんいただきたい

と思います。 

  議案第４号、紀美野町あき地の適正管理に関する条例の制定について。 

  紀美野町あき地の適正管理に関する条例を制定したいので、地方自治法第９６条第１

項の規定により議会の議決を求める。 

                  平成２８年３月１日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由でございます。 

  あき地に放置された雑草等で不良状態になることを防止するため、紀美野町あき地の

適正管理に関する条例の制定を行うものでございます。 

  まず、条例を説明する前に今回の条例の制定に至った経緯について御説明を申し上げ

ます。 

  町内にあるあき地において、雑草や灌木の除去等の管理が十分なされてないことから、
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周辺の住民の皆さんから苦情や相談が毎年二、三件程度寄せられてございます。このよ

うな苦情や相談があったときには、町職員が現地に行き、その状況を確認した上で必要

であれば、その土地の所有者等に対し口頭や電話、または文書等により適正にあき地の

管理をしていただくようにお願いし、所有者等の皆さんに適正管理をしていただいてい

るところです。しかし、町が行っているこの行為は、単なる協力の依頼にすぎないため、

所有者に御理解いただくことに困難を要する場合もございました。このため、今回、町

民の皆さんにあき地の適正管理の重要性を御認識いただくとともに、あき地問題が生じ

た場合、早期解決に向けて従来より踏み込んだ対応ができるようあき地の適正管理に関

する条例を制定するものでございます。 

  次の１１ページをごらんいただきたいと思います。 

  紀美野町あき地の適正管理に関する条例でございます。 

  条例の内容について説明させていただきます。 

  まず、第１条でございます。第１条では、条例の目的を規定するものでございます。

あき地に放置された雑草等を除去することによってあき地の適正管理を図り、火災、犯

罪を誘発、衛生害虫等の発生等につながる要因を未然に防止し、もって地域住民の生活

環境の保全に寄与することを目的とするものでございます。 

  第２条では、定義として使用する用語の意義を定義してございます。１号、あき地に

つきましては、現に人が使用していない土地、または人が使用していても相当の空間地

を有し、人が使用していない土地と同様の状態にある土地をいう。ただし、農地法第２

条第１項に規定する農地を除くということでございます。 

  なお、ここでいう農地法で規定する土地とは、耕作の目的に供される土地を指すもの

でございます。 

  ２号では所有者等について、３号では雑草等について規定してございます。４号では

不良状態について規定してございまして、あき地が雑草等の繁茂することにより、火災、

防犯等の発生を誘発するおそれがあるとき。また、蚊、ハエ、その他の衛生害虫等の発

生により人の健康を害し、または害するおそれがあるとき、または周辺の美観を著しく

害するとき。この３つに該当した場合としてございます。 

  次、第３条では、所有者等の責務について規定してございます。あき地の所有者は、

当該あき地が不良状態とならないように常に適正な維持管理に努めなければならないと

規定するものでございます。 
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  第４条では、指導、助言及び勧告について規定しており、第１項では、あき地が不良

状態にあると認めるときの指導、または助言をすることができることについて。 

  第２項では、指導、助言を受けても必要な措置を行わない場合の勧告について規定し

てございます。 

  次のページをごらんください。 

  第５条では、措置命令についての規定でございまして、第１項で勧告を受け必要な措

置を行わない場合の命令について規定してございます。 

  第２項では、命令を行おうとする場合は、あらかじめ所有者等の弁明の機会を与えな

ければならない旨を規定してございます。 

  第６条では、立入調査についての規定でございまして、この条例の施行のために必要

があると認めたときは、指定職員をあき地に立ち入らせ、調査させ、または関係者に対

して質問させることができる旨を規定してございます。 

  第２項では、立入調査する職員の職員証明書の携帯について規定してございます。 

  第３項では、立入調査は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない旨

を規定してございます。 

  第７条では、委任として、この条例の施行に関して必要な事項は規則で定めると規定

してございます。 

  附則。 

  施行期日として、この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

  以上、あき地の適正管理に関する条例の内容でございます。簡単ですが、御説明とさ

せていただきます。 

  続きまして、議案書の４９ページをお開きください。 

  議案第１３号、紀美野町子ども医療費支給条例の一部を改正する条例について。 

  紀美野町子ども医療費支給条例の一部を次のとおり改正したいので、地方自治法第９

６条第１項の規定により議会の議決を求める。 

                  平成２８年３月１日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由でございます。 

  支給対象範囲の見直しを行うため、紀美野町子ども医療費支給条例の改正を行うもの

でございます。 

  まず、今回の改正の概要について御説明を申し上げます。 
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  紀美野町子ども医療費支給事業につきましては、子どもの保険の向上と福祉の増進を

図ることを目的として、医療保険確保の規定による保険診療の自己負担分を全額助成す

る事業でございます。現行では、その対象者を出生した日から満１５歳に達する日以降

の最初の３月３１日までの間にあるものとしてございますが、今回の改正において、子

育て世帯の負担軽減をより図るとともに、定住施策の一環事業として、その対象者を出

生した日から満１８歳に達する日以降の最初の３月３１日までのものまで引き上げる改

正を行うものでございます。 

  なお、当事業が子どもへの医療助成という観点から、婚姻されている方は対象から外

れることとしてございます。 

  また、今回の議案を御可決いただきますと、当条例の施行が４月１日からとなります

が、中学生までの対象者につきましては、従来どおりの委任払いで医療機関での自己負

担はございません。しかし、新たに対象となる高校生等の皆さんへの支給につきまして

は、この改正に係る電算システムの改修期間や受給資格の登録等の準備期間が必要なこ

とから、それが終了する９月末までは医療機関で一旦自己負担分をお支払いいただき、

後日、町からお返しをさせていただく償還払いの医療費の助成となります。これにつき

ましては、この後御説明させていただく一部を改正する条例の第１条の改正内容となっ

てございます。 

  また、準備期間終了後の１０月以降においては、高校生等を含む全対象者に対し、委

任払いによる助成することとなります。これにつきましては、１号を改正する条例の第

２条の改正内容となっているものでございます。 

  議案書の５０ページをごらんいただきたいと思います。 

  議案第１３号、紀美野町子ども医療費支給条例の一部を改正する条例。 

  第１条、紀美野町子ども医療費支給条例の一部を次のように改正する。第１条につき

ましては、４月から９月まで中学生までは委任払い、高校生等は償還払いによる助成を

するための改正でございます。 

  第２条につきましては、定義を規定する条項でございまして、その第１項では、子供

に高校生等までを加える内容でございます。この第１項中「出生した日から満１５歳に

達する日以降の最初の３月３１日までの間にある者をいう」を「次の各号に掲げるもの

をいう」に改め、同項に次の各号を加える。 

  １号、出生した日から満１５歳に達する日以降の最初の３月３１日までの間にある者。
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２号として、満１５歳に達する日以降の最初の４月１日から満１８歳に達する日以降の

最初の３月３１日までの間にある者（以下「高校生等」という。）。ただし、婚姻して

いる者は除くとするものでございます。 

  第６条では、委任払いに必要な支給資格の登録について規定してございまして、第１

項では、受給資格の登録が規定されています。今回の改正で高校生等につきましては、

９月末までの償還払いによる助成となり、受給資格も登録の必要がないことから、第１

項中の「この条例による対象者」の次に「（高校生等の保護者は除く。）」を加えるも

のでございます。 

  次、第７条は、支給の方法を規定しているもので、委任払いについて、よりわかりや

すい明確な条文とするため、ただし書き中の「町長が別に定める受診方法により診療を

受けた場合は、自己負担金の支払いを要せず、したがって、医療費の支給申請も要しな

いものとする」という文言を「受給者証を提示し診療を受けた場合、町長は対象者に支

給すべき額の限度において、その者が当該医療に関し医療機関等に支払うべき費用を、

その者にかわり当該医療機関等に支払うことができる」に改めるものでございます。 

  次、第２条、紀美野町子ども医療費支給条例の一部を次のように改正する。 

  第２条につきましては、１０月１日以降において高校生等以下の対象者全員に対し委

任払いによる助成するための改正を行うものでございます。 

  子どもの規定について、第２条第１項中の「次の各号に掲げるものをいう」を「出生

した日から満１８歳に達する日以降の最初の３月３１日までの間にある者をいう。ただ

し、婚姻している者は除く」に改め、それ以降の各号を削るものでございます。 

  また、高校生以下の全員が委任払いになることから、第６条第１項中の「高校生等の

保護者を除く」を削るものでございます。 

  附則。 

  施行期日として、この条例中第１条の規定は平成２８年４月１日から、第２条の規定

につきましては同年１０月１日から施行するものとする。 

  次のページをお願いします。 

  経過措置としまして、２、改正後の紀美野町子ども医療費支給条例の規定は、この条

例の施行の日以降に受けた医療に係る医療費及び支給対象要件に該当する者について適

用し、同日前に受けた医療に係る医療費及び支給対象要件に該当する者については、な

お従前の例による。 
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  以上が紀美野町子ども医療費支給条例の一部を改正する条例の内容でございます。簡

単でございますが、以上説明とさせていただきます。 

  なお、新旧対照表の６１ページから６３ページに現行と改正後の比較表を掲載してご

ざいますので、後ほど御高覧賜りますようお願いいたします。 

  続きまして、議案書５２ページをごらんいただきたいと思います。 

  議案第１４号、紀美野町ひとり親家庭医療費助成条例の一部を改正する条例の一部を

改正する条例について。 

  紀美野町ひとり親家庭医療費助成条例の一部を改正する条例の一部を次のとおり改正

したいので、地方自治法第９６条第１項の規定により議会の議決を求める。 

                  平成２８年３月１日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由でございます。 

  支給対象範囲の見直しを行うため、紀美野町ひとり親家庭医療費助成条例の一部を改

正する条例の一部を改正を行うものでございます。 

  まず、改正の概要について御説明を申し上げます。 

  今回の改正の上程させていただいた紀美野町ひとり親家庭医療費助成条例の一部を改

正する条例につきましては、昨年の１２月定例議会において御可決いただいた条例でご

ざいます。このときの改正内容は、条例第３条第２項の改正でございまして、この改正

によりまして、当事業の対象者を所得制限内にあるひとり親家庭の親と１８歳までの子

供と所得制限外にあるひとり親家庭の１８歳までの子どもとして平成２８年８月１日か

ら施行する運びとなってございます。 

  なお、先ほど子ども医療費の支給条例の一部を改正する条例で対象年齢を１８歳まで

上げる改正をお願いしているところでございます。これによりまして１８歳までという

対象条件が２つの医療費助成制度で重複することとなり、町民の皆さんにとって非常に

わかりにくい制度となることから、これを一元化することとし、従来のひとり親家庭医

療費助成で所得制限外にある１８歳までの子どもは、ことし８月１日より子ども医療費

支給事業の対象とし、医療費を助成する改正を行うものでございます。 

  なお、所得制限内にあるひとり親家庭の親と１８歳までの子どもにつきましては、従

前のひとり親家庭助成制度による助成となりかわることはございません。 

  また、この改正に加え所得制限外にある１８歳までの子どもは対象から外すことに伴

い、養育者の所得制限の規定を加える必要があることから、第３条第２項の第４号と新
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たに追加する第６号に養育者の所得制限の規定を加える改正を行うものでございます。 

  以上が今回の改正の概要となります。 

  次のページをごらんいただきたいと思います。５３ページでございます。 

  紀美野町ひとり親家庭医療費助成条例の一部を改正する条例の一部を改正する条例。 

  紀美野町ひとり親家庭医療費助成条例の一部を改正する条例の一部を次のように改正

する。 

  以下、改正条文となりますが、改正箇所が非常にわかりやすい別冊の新旧対照表によ

り御説明をさせていただきたいと思います。 

  新旧対照表の６４ページをごらんいただきたいと思います。 

  左枠が現行、右枠が改正後の条文となってございます。 

  まず、第３条第２項は、同条第１項で規定されている対象者のうち対象から除かれる

者の条件を規定しているものでございます。今回の改正で所得制限外にある１８歳まで

の子どもは対象から外すことから、ただし書きの第４号及び第５号に該当する者のうち、

児童については、この限りではないという条文を削除するものでございます。 

  また、養育者の所得制限の規定を加える必要があることから、第３条第２項、第４項

の（配偶者のない男子もしくは女子または）の後に養育者（孤児等の養育者を除く。）

を加えるものでございます。 

  第５号は変更はございません。 

  また、第５号の後に第６号として（孤児等の養育者の前年の所得が施行令第２条の４

第４項に規定する額以上のとき）を加える改正となります。 

  附則として、この条例は、公布の日から施行するものでございます。 

  以上が紀美野町ひとり親家庭医療費助成条例の一部を改正する条例の一部を改正する

条例の内容でございます。 

  以上、説明とさせていただきます。 

  続きまして、議案書の５４ページをごらんください。 

  議案第１５号、紀美野町重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例につい

て。 

  紀美野町重度心身障害者医療費助成条例の一部を次のとおり改正したいので、地方自

治法第９６条第１項の規定により議会の議決を求める。 

                  平成２８年３月１日提出 紀美野町長 寺本光嘉 
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  提案理由でございます。 

  支給対象範囲の見直しを行うため、紀美野町重度心身障害者医療費助成条例の改正を

行うものでございます。 

  まず、改正に至った経緯について御説明申し上げます。 

  重度心身障害者医療費助成は、一定の障害程度にある方を対象として保険診療におけ

る医療費の自己負担分を全額助成する制度でございます。 

  紀美野町の当事業の対象条件につきましては、所得制限を設けないとともに、６５歳

以上の新規手帳取得者や精神障害者保健福祉手帳取得者、また公的年金の障害年金受給

者についても対象者とするなど、対象範囲を大きく拡大し、事業を行っているところで

ございます。対象条件という点においては、県下でもトップクラスとなっているところ

でございます。 

  しかし、この制度の本来の創設趣旨は、先天的に重度の障害を有される方、もしくは

若くして重度障害者となった方など、安定的な基盤を築く前に障害者となった方に係る

医療費を助成することによって、障害者とその家族の経済的な負担の軽減を図るところ

から始まった事業でございます。 

  また、紀美野町においての団塊の世代の人口のうねりのピークが現在６５歳の方々と

なってございまして、今後このうねりが高齢者へと移行していくことで高齢になられて

から障害者となる方が今まで以上に急激にふえることが容易に想定されるところでござ

います。このことから、現状の対象条件のままでは、今後、助成額が大きく増加し、町

財政への影響が出てくることが懸念されているところでございます。 

  一方、県下の当医療助成の状況を見てみますと、市町村が実施する事業への県の補助

金交付要綱においては、助成制度を今後も安定的、継続的に実施していくために、平成

１８年の改正において６５歳以上で重度心身障害者になった方を対象外とし、現在に至

っているところでございます。その後、県内の市町村においても、県に合わせた条例改

正を行っており、現在、県下の９割につきましては、全市町村３０市町村中の２７市町

村が６５歳以上の新規を対象外とした制度となってございます。 

  また、６５歳以上で新たに心身障害者になった方につきましては、後期高齢者医療制

度に加入することにより医療費の自己負担割合が原則３割から１割に軽減されることに

なります。 

  また、老齢年金を受け取ることができるなど生まれつきの障害者となった方、また若
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くして障害者となった方とは生活実態が大きく違うところがございます。 

  以上のことを総合的に検証・検討した上で、当町におきましても平成２８年度より６

５歳以上の新規の重度心身障害者になった方を当事業の対象外とする改正を行うもので

ございます。 

  それでは、議案書の５５ページと別冊の新旧対照表６５ページをあわせてごらんいた

だきたいと思います。 

  紀美野町重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例。 

  紀美野町重度心身障害者医療費助成条例の一部を次のように改正する。 

  第２条第１項に次のただし書きを加える。第２条については、対象者を規定している

もので、ことし４月以降において６５歳以上の新規を対象外とする旨の条文をただし書

きで加える改正を行うものでございます。 

  条文としては、ただし、次の各号に該当したときの年齢が６５歳未満であるもの、ま

たは平成２８年３月３１日以前に当該医療費の支給対象となっていた者に限りと規定す

るものでございます。 

  次に、第２条第１項第７号を削る。これにつきましては、新旧対照表５２ページの右

側下に７号として高齢者の医療の確保に関する法律第５０条第１項第２号に該当するも

のとされておりますが、この内容について具体的に説明を申し上げますと、６５歳以上

７５歳未満で一定の障害があり後期高齢者医療広域連合が認定するものを示すというこ

ととなってございます。 

  今回の改正で６５歳以上の新規につきましては対象外となるため、この条文を削除す

るものでございます。 

  附則。 

  施行期日、この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

  経過措置といたしまして、改正後の紀美野町重度心身障害者医療費助成条例の規定は、

この条例の施行の日以降に支給対象要件に該当する者について適用し、同日前に支給対

象要件に該当する者については、なお従前の例による。 

  以上が紀美野町重度心身障害者医療費助成条例の一部を改正する条例の内容でござい

ます。簡単ですが、説明とさせていただきます。 

（住民課長 増谷守哉君 降壇） 

◎日程第１９ 議案第１６号 紀美野町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び 
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              運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例に 

              ついて 

○議長（小椋孝一君）    日程第１９、議案第１６号、紀美野町指定地域密着型サー

ビスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の一部を改正する条例に

ついて議題とします。 

  説明を願います。保健福祉課長、宮阪君。 

（保健福祉課長 宮阪 学君 登壇） 

○保健福祉課長（宮阪 学君）    ５６ページをお開きください。 

  議案第１６号、紀美野町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関す

る基準等を定める条例の一部を改正する条例について。 

  紀美野町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定め

る条例の一部を次のとおり改正したいので、地方自治法第９６条第１項の規定により議

会の議決を求める。 

                  平成２８年３月１日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由でございます。 

  地域密着型通所介護の創設による指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に

関する基準等の一部を改正する省令の施行に伴い、紀美野町指定地域密着型サービスの

事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例の改正を行うものである。 

  続きまして、５７ページをお願いいたします。 

  紀美野町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定め

る条例の一部を改正する条例。 

  紀美野町指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準等を定め

る条例の一部を次のように改正する。 

  第３条第２項中「、省令第６０条第２項中」の前に「、省令第３６条第２項中「その

完結の日から２年間」とあるのは「当該指定地域密着型通所介護を提供した日から５年

間」と、省令第４０条の１５第２項中「その完結の日から２年間」とあるのは「当該指

定療養通所介護を提供した日から５年間」と」を加える。 

  第５条中「認知症対応型通所介護」を「地域密着型通所介護、認知症対応型通所介

護」に改める。 

  附則。 
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  この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

  この内容につきましては、通所介護事業所デイサービスの指定権者は県でありました

が、今回新たに利用定員が１８名以下の小規模通所介護事業所、小規模デイでございま

す。につきましては、本年４月より地域密着型サービスに移行されることにより町が指

定権者となります。そこで、運営基準を定める条例に地域密着型通所介護を追加するも

のでございます。 

  別冊、新旧対照表６６ページ、６７ページをごらんいただきますようよろしくお願い

します。 

  以上、簡単ですが、説明といたします。 

（保健福祉課長 宮阪 学君 降壇） 

◎日程第２０ 議案第１７号 紀美野町毛原水辺公園条例の一部を改正する条例について 

○議長（小椋孝一君）    日程第２０、議案第１７号、紀美野町毛原水辺公園条例の

一部を改正する条例について議題とします。 

  説明を願います。企画管財課長、中谷君。 

（企画管財課長 中谷嘉夫君 登壇） 

○企画管財課長（中谷嘉夫君）    それでは、議案書の５８ページをごらんください。 

  議案第１７号、紀美野町毛原水辺公園条例の一部を改正する条例について。 

  紀美野町毛原水辺公園条例の一部を次のとおり改正したいので、地方自治法第９６条

第１項の規定により議会の議決を求める。 

                  平成２８年３月１日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由でございます。 

  毛原オートキャンプ場の使用料等の見直しに伴い、紀美野町毛原水辺公園条例の改正

を行うものであります。 

  次のページをお願いします。 

  紀美野町毛原水辺公園条例の一部を改正する条例。 

  紀美野町毛原水辺公園条例の一部を次のように改正する。 

  新旧対照表６８、６９ページを参照願います。 

  第５条第１項に次のように改める。 

  オートキャンプ場の休園日は、火曜日（その日が国民の祝日に関する法律）に規定す

る休日に当たるときは、その翌日）とする。 
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  別表を次のように改める。 

  別表（第８条、第１７条関係） 

  区分につきまして、オートサイトについてですけれども、単位１区画使用料、大人５

００円、小人２５０円を追加いたします。続いて、オートサイトデイキャンプ、１区画、

大人４００円、小人２００円、続きましてテントサイト、１区画、大人５００円、小人

２５０円、テントサイトデイキャンプ、大人４００円、小人２００円をそれぞれ追加す

るものです。 

  備考の２項に、小人とは４歳以上中学生以下とするを追加します。 

  附則。 

  この条例は、平成２８年４月１日から施行するということになっています。 

  改正の趣旨でございますが、紀美野町毛原水辺公園毛原オートキャンプ場施設につい

ては、平成２５年１２月１日より指定管理者制度を活用し、丹生の都プロジェクト株式

会社に運営を委託しております。 

  昨今のアウトドアブームやキャンプ場、初心者用向けのイベントを開催したことによ

り徐々に利用者が増加しております。しかし、毛原オートキャンプ場を利用されるグル

ープの人数には大きな差があり、現状の利用体系では不公平な使用料となってしまうた

め、１人当たりの使用料を新たに徴収することにより料金の負担を公平なものといたし

たいためです。新たな使用料を徴収することにより、獣害対策、利用者の要望、電源設

備、管理面に対し整備することが可能となり、より効果的な経営が見込まれることと踏

んでおります。 

  また、現在、４月１日から１０月３０日までの７カ月間開園していますが、休園期間

中、１１月１日から３月３１日に利用者からの問い合わせが毎年約２０件程度あるため、

利用者のニーズに応えるために１年を通じ開園したいと思っております。 

  以上の改正を行うことにより経営状況をより安定したいと考えております。 

（企画管財課長 中谷嘉夫君 降壇） 

◎日程第２１ 議案第１８号 紀美野町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条 

             例について 

◎日程第２２ 議案第１９号 紀美野町火災予防条例の一部を改正する条例について 

○議長（小椋孝一君）    日程第２１、議案第１８号、紀美野町消防団員等公務災害

補償条例の一部を改正する条例について、日程第２２、議案第１９号、紀美野町火災予
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防条例の一部を改正する条例について一括議題とします。 

  説明を願います。消防長、家本君。 

（消防長 家本 宏君 登壇） 

○消防長（家本 宏君）    それでは、議案書６０ページをお開きください。 

  議案第１８号、紀美野町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例について。 

  紀美野町消防団員等公務災害補償条例の一部を次のとおり改正したいので、地方自治

法第９６条第１項の規定により、議会の議決を求める。 

                  平成２８年３月１日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由でございます。 

  非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の改正に伴い、紀美野町消防団

員等公務災害補償条例の一部を改正するものでございます。 

  ６１ページをごらんください。 

  紀美野町消防団員等公務災害補償条例の一部を改正する条例。 

  紀美野町消防団員等公務災害補償条例の一部を次のように改正する。 

  附則第５条第２項の表１の項右欄中「０.８６」を「０.８８」に改め、同表２の項右

欄中「０.９１（第１級又は第２級」を「０.９２（第１級」に、「０.９０」を「０.９

１」に改め、同条第５項の表中「０.８６」を「０.８８」に改める。 

  附則。 

  施行期日。 

  １、この条例は、平成２８年４月１日から施行する。 

  経過措置。 

  ２、この条例による改正後の紀美野町消防団員等公務災害補償条例附則第５条第２項

及び第５項の規定は、この条例の施行の日以後に支給すべき事由が生じた紀美野町消防

団員等公務災害補償条例第４条第３号に規定する傷病補償年金（以下この項において

「傷病補償年金」という。）及び同条第２号に規定する休業補償（以下この項において

「休業補償」という。）並びに同日前に支給すべき事由の生じた同日以後の期間に係る

傷病補償年金について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた同日前の期間に係る傷

病補償年金及び同日前に支給すべき事由の生じた休業補償については、なお従前の例に

よる。 

  新旧対照表は、７０ページから７２ページとなります。 
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  今回の改正でございますが、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の

一部を改正する政令が平成２８年２月２４日に公布され、同年４月１日より施行される

のに伴いまして、非常勤消防団員等の公務上の災害等に対する損害補償に関し、同一の

事由により他の法律による年金等の給付が支給される場合における傷病補償年金及び休

業補償の額に乗じる調定率の改定を行うものでございます。 

  続きまして、議案書６２ページをお開きください。 

  議案第１９号、紀美野町火災予防条例の一部を改正する条例について。 

  紀美野町火災予防条例の一部を次のとおり改正したいので、地方自治法第９６条第１

項の規定により議会の議決を求める。 

                 平成２８年３月１日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

提案理由でございます。 

  対象火気設備等の位置、構造及び管理並びに対象火気器具等の取り扱いに関する条例

の制定に関する基準を定める省令の改正に伴い、紀美野町火災予防条例の改正を行うも

のでございます。 

  ６３ページをごらんください。 

  紀美野町火災予防条例の一部を改正する条例。 

  紀美野町火災予防条例の一部を次のように改正する。 

  別表第３を次のように改める。 

  別表第３でございますが、対象火気使用設備器具を設置する際に、建築物等や可燃性

の物品から保たなければならない火災予防上安全な離隔距離を定めたものでございます。 

  この別表に関しましては、後に主な改正点を御説明させていただきます。 

  議案書の７８ページをお開きください。 

  備考１、「気体燃料」、「液体燃料」、「固定燃料」及び「電気」は、それぞれ気体

燃料を使用するもの、液体燃料を使用するもの、固体燃料を使用するもの及び電気熱源

とするものをいう。 

  ２、「不燃以外」欄は、対象火気設備等又は対象火気器具等から不燃材料以外の材料

による仕上げ、もしくはこれに類似する仕上げをした建築物等の部分又は可燃性の物品

までの距離をいう。 

  ３、「不燃」欄は、対象火気設備等又は対象火気器具等から不燃材料で有効に仕上げ

をした建築物等の部分又は防熱板までの距離をいう。 
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  附則。 

  この条例は、平成２８年４月１日から施行するということでございます。 

  新旧対照表につきましては、７３ページから８２ページということになります。 

  この別表第３の主な改正理由でございますが、対象火気設備等の位置、構造及び管理

並びに対象火気器具等の取り扱いに関する条例の制定に関する基準を定める省令の施行

後１０年以上が経過しまして、当初、想定していなかった設備及び器具が流通してきた

ことに伴う改正でございまして、主な改正点といたしましては、気体燃料を使用する厨

房設備の細分類の表記がドロップイン式コンロ及びキャビネット型グリル付コンロから

組込型コンロ、グリル付コンロ、グリドル付コンロ及びキャビネット型コンロ、グリル

付コンロ、グリドル付きコンロに改正されました。 

  また、気体燃料を使用するバーナーが露出した調理用器具の細分類の表記が、卓上型

グリル付コンロからグリル付コンロ、グリドル付コンロに改正されました。さらには、

大分類で電気コンロ、電気レンジ、電磁誘導加熱式調理器と別々に分類されていたもの

が電気調理用機器として一まとめにされました。中分類として電気コンロ、電気レンジ、

電磁誘導加熱式調理器（コンロ形態のものに限る）が追加されるとともに、コンロ部分

の全部又は一部が電磁誘導感知式調理器でないものとコンロ部分の全部が電磁誘導加熱

式調理器のものに細分類されました。 

  また、入力の分類も新たに５.８キロワット以下（１口当たり３キロワット以下）が

追加されたところでございます。 

（消防長 家本 宏君 降壇） 

◎日程第２３ 議案第２０号 和歌山県と紀美野町との間の行政不服審査法第第８１条第 

              １項に規定する機関の事務の委託について 

○議長（小椋孝一君）    日程第２３、議案第２０号、和歌山県と紀美野町との間の

行政不服審査法第８１条第１項に規定する機関の事務の委託について議題とします。 

  説明を願います。総務課長、牛居君。 

（総務課長 牛居秀行君 登壇） 

○総務課長（牛居秀行君）    それでは、議案書の８０ページをごらんください。 

  議案第２０号、和歌山県と紀美野町との間の行政不服審査法第第８１条第１項の規定

する機関の事務の委託について。 

  地方自治法第２５２条の１４第１項の規定に基づき、行政不服審査法第第８１条第１
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項に規定する機関の事務を和歌山県に委託したいので、地方自治法第２５２条の１４第

３項において準用する同法第２５２条の２の２第３項の規定により議会の議決を求める。 

                  平成２８年３月１日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由でございます。 

  行政不服審査法第第８１条第１項に規定する機関の事務を和歌山県に委託するため本

議案を提出するものでございます。 

  次のページをごらんください。８１ページでございます。 

  和歌山県と紀美野町との間の行政不服審査法第第８１条第１項に規定する機関の事務

の委託に関する規約でございます。 

  第１条は、行政不服審査法第第８１条第１項に規定する機関、行政不服審査会であり

ますが、いわゆる有識者からなる行政不服に対する審査をチェックする第三者機関の事

務を和歌山県に委託する旨の記述でございます。 

  第２条は、委託する事務の範囲を規定するものでございます。 

  まず、第１号といたしまして、行政不服審査法第４３条に、審査庁は審理員意見書の

提出を受けたときは、第三者機関に諮問しなければならないとされておりますので、そ

の諮問の受理に関する事務の規定でございます。 

  第２号は、審査関係人に主張を記載した書面又は資料の提出を求めること、適当と認

められるものにその知っている事実の陳述又は鑑定を求めること。その他必要な調査に

関する事務でございます。 

  第３号は、審査関係人の申し立てがあった場合には、当該審査関係人に口頭で意見を

述べる機会が与えられますので、その意見の陳述に関する事務でございます。 

  第４号は、審査関係人は、審査会に対し主張書面又は資料を提出することができると

なってございますので、その主張する書面等の提出に関する事務でございます。 

  第５号は、審査会は、必要があると認める場合は、その指名する委員に調査させ、審

査関係人の意見の陳述を聞かせることができるとされておりますので、その調査手続に

関する事務でございます。 

  第６号は、審査関係人は、審査会に対し審査会に提出された主張書面、もしくは資料

の閲覧又は当該主張書面、もしくは当該資料の写し、もしくは当該電磁的記録に記録さ

れた事項を記載した書面の交付を求めることができる。この場合において、審査会は、

第三者の利益を害するおそれがあると認めるとき以外は、その閲覧又は交付を拒むこと
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ができないとなってございまして、それに伴う提出資料の閲覧等に関する事務の規定で

ございます。 

  第７号は、審査会は、諮問に対する答申をしたときは、答申書の写しを審査請求人及

び参加者に送付することとなっており、その答申書の送付に関する事務でございます。 

  第８号は、全各号に掲げるもののほか、法に基づく審査請求に係る審査審議のために

必要な事務を規定してございます。 

  第３条は、委託事務の管理及び執行につきましては、この規約に定めるほか、和歌山

県の条例、規則、その他の規定の定めるところによるものとしております。 

  第４条は、経費の負担に関する規定でございます。 

  第５条は、連絡会議についての規定でございます。 

  次のページをごらんください。 

  第６条は、条例等の制定及び改廃の場合の措置についての規定でございます。 

  第７条では、この規約に定めるもののほか、委託事務の管理及び執行に関して必要な

事項は和歌山県知事と紀美野町長が協議して定めるとしてございます。 

  附則といたしまして、第１項、この規約は、平成２８年４月１日から施行する。 

  第２項、委託事務の全部または一部を廃止する場合においては、当該委託事務の管理

及び執行に係る収支は、その廃止の日をもってこれを打ち切り、和歌県知事がこれを決

算する。この場合において、決算に伴って生ずる過不足は、速やかに精算するとなって

ございます。 

  以上、議案第２０号の説明といたします。 

（総務課長 牛居秀行君 降壇） 

◎日程第２４ 議案第２１号 辺地総合整備計画の変更について 

○議長（小椋孝一君）    日程第２４、議案第２１号、辺地総合整備計画の変更につ

いて、議題とします。 

  説明を願います。企画管財課長、中谷君。 

（企画管財課長 中谷嘉夫君 登壇） 

○企画管財課長（中谷嘉夫君）    それでは、議案書の８３ページをごらんください。 

  議案第２１号、辺地総合整備計画の変更について。 

  辺地総合整備計画を別案のとおり変更したいので、「辺地に係る公共的施設の総合整

備のための財政上の特別措置等に関する法律」第３条第８項において準用する同条第１
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項の規定により、議会の議決を求める。 

                  平成２８年３月１日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  提案理由でございます。 

  辺地総合整備計画の変更を行いたいので、辺地に係る公共的施設の総合整備のための

財政上の特別措置等に関する法律の規定により提案するものでございます。 

  ８４ページをごらんください。 

  紀美野町中田辺地の総合整備計画でございます。このうち今回の変更する箇所は、ペ

ージの中段の３、公共的施設の整備計画の中に山の家おいし等整備事業として事業主体

は町、事業費は１,８４６億６万５,０００円。この財源内訳につきましては、全額を一

般財源とし、また、そのうち１,８４０万円を辺地対策事業債の予定額とするものです。

実施年度につきましては、平成２８年度となります。当事業を追加するものでございま

す。 

  以上、簡単でございますが、辺地総合整備計画の変更に係る説明とさせていただきま

す。 

（企画管財課長 中谷嘉夫君 降壇） 

◎日程第２５ 議案第２２号 公平委員会委員の選任の同意について 

◎日程第２６ 議案第２３号 教育委員会委員の任命の同意について 

◎日程第２７ 議案第２４号 人権擁護委員候補者の推薦について 

○議長（小椋孝一君）    日程第２５、議案第２２号、公平委員会委員の選任の同意

について、日程第２６、議案第２３号、教育委員会委員の任命の同意について及び日程

第２７、議案第２４号、人権擁護委員候補者の推薦について、一括議題とします。 

  説明を願います。町長、寺本君。 

（町長 寺本光嘉君 登壇） 

○町長（寺本光嘉君）    議案書の８５ページをお願いします。 

  議案第２２号、公平委員会委員の選任の同意について。 

  下記の者を紀美野町公平委員会委員に選任したいので、地方公務員法第９条の２第２

項の規定により議会の同意を求めるものでございます。 

  氏名は平畑榮治、生年月日は昭和９年７月２日生まれ、住所は紀美野町奥佐々５６０

番地でございます。 

  提案理由につきましては、平成２８年３月３１日をもって任期が満了するため再任を
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お願いしたいということでございます。 

  それから、続きまして、８６ページ、議案第２３号、教育委員会委員の任命の同意に

ついて。 

  下記の者を教育委員会委員会の委員に任命したいので、地方教育行政の組織及び運営

に関する法律第４条第２項の規定により議会の同意を求めるものでございます。 

  氏名は松本守信、生年月日は昭和３８年１０月１４日生まれ、住所は紀美野町神野市

場１８１番地でございます。 

  提案理由につきましては、平成２８年３月２４日をもって任期が満了いたしますので、

引き続き再任をお願いしたいということでございます。 

  続きまして、８７ページ、議案第２４号、人権擁護委員候補者の推薦についてでござ

います。 

  下記の者を人権擁護委員候補者として推薦したいので、人権擁護委員法第６条第３項

の規定により議会の意見を求めるものでございます。 

  氏名は東芝 學、生年月日は昭和１７年６月１８日生まれです。住所は紀美野町小畑

１４０番地４でございます。 

  提案理由につきましては、平成２８年６月３０日をもって任期が満了いたしますので、

再度の推薦をいたしたいということでございますので、どうか御審議の上、御同意をい

ただきますようよろしくお願い申し上げます。 

  以上です。 

（町長 寺本光嘉君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    しばらく休憩します。 

 休 憩 

（午前１１時３８分） 

――――――――――――――――――― 

 再 開 

○議長（小椋孝一君）    休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午前１１時３９分） 

○議長（小椋孝一君）    休憩します。 

 休 憩 

（午前１１時４０分） 
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――――――――――――――――――― 

 再 開 

○議長（小椋孝一君）    休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後１時０２分） 

◎日程第２８ 議案第２５ 平成２７年度紀美野町一般会計補正予算（第４号）について 

○議長（小椋孝一君）    日程第２８、議案第２５号、平成２７年度紀美野町一般会

計補正予算（第４号）について、議題とします。 

  説明を願います。総務課長、牛居君。 

（総務課長 牛居秀行君 登壇） 

○総務課長（牛居秀行君）    議案書の８９ページをお開きください。 

  議案第２５号、平成２７年度紀美野町一般会計補正予算（第４号）。 

  平成２７年度紀美野町の一般会計補正予算（第４号）は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ１億９７７万円を追加し、歳入歳出

予算の総額を歳入歳出それぞれ７７億７,３１９万円とする。 

  第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出補正」による。 

  （繰越明許費） 

  第２条、地方自治法第２１３条第１項の規定により、翌年度に繰り越して使用するこ

とができる経費は、「第２表繰越明許費」による。 

  （債務負担行為の補正） 

  第３条、債務負担行為の追加は、「第３表債務負担行為補正」による。 

  （地方債の補正） 

  第４条、地方債の変更は、「第４表地方債補正」による。 

                  平成２８年３月１日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  ９５ページをお開きください。 

  歳入でございます。 

  １款町税、２項１目固定資産税で１,２５０万円の増額補正でございます。現年課税

分の補正でございます。 

  次に、１款町税、４項１目市町村たばこ税で６００万円の増額補正でございます。こ
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れにつきましては、実績による推計値の増額によるものでございます。 

  次に、１２款分担金及び負担金、１項１目農林水産業費分担金で５９万２,０００円

の減額補正でございます。農業生活基盤保全管理等推進整備事業分担金の減額補正でご

ざいます。 

  次に、１４款国庫支出金、１項１目民生費国庫負担金で１,４８４万６,０００円の増

額補正でございます。この増額につきましては、障害者福祉負担金と国民健康保険基盤

安定負担金の額の確定に伴います増額補正でございます。 

  次に、１４款国庫支出金、２項１目総務費国庫補助金で５４４万円の増額補正でござ

います。総務費補助金の増額でございます。内訳につきましては、個人番号カード交付

事務費補助金で１６７万３,０００円、選挙人名簿システム改修費補助金で６万４,００

０円、情報セキュリティー強化対策補助金で３７０万３,０００円それぞれ増額となっ

てございます。 

  次に、２目民生費国庫補助金で６,０２４万円の増額補正でございます。内訳といた

しまして、社会福祉費補助金で５,８５５万５,０００円の増額、次のページをごらんく

ださい。９６ページです。３節児童福祉費補助金で１６８万５,０００円の増額となっ

ております。詳細につきましては、説明欄に記載のとおりでございます。 

  次に、３目衛生費国庫補助金で２６７万１,０００円の減額補正でございます。 

  次に、４目農林水産業費国庫補助金で６５１万５,０００円の減額となっております。 

  次に、５目土木費国庫補助金で９６５万２,０００円の減額補正でございます。これ

につきましては、住宅の長寿命化に係る社会資本整備交付金の減額による補正でござい

ます。 

  次に、６目教育費国庫補助金で６１３万４,０００円の増額補正でございます。学校

施設環境改善交付金の補正でございます。 

  １５款県支出金、１項１目民生費県負担金で９９７万１,０００円の増額補正でござ

います。内訳といたしましては、２節障害者福祉費負担金で３７３万７,０００円の増

額、３節国民健康保険基盤安定負担金で７４３万４,０００円の増額、４節老人福祉費

負担金で１２０万円の減額補正となっております。 

  次に、３目農林水産業費県負担金で１２０万円の減額補正でございます。 

  次に、３目農林水産業費県負担金で２０７万２,０００円の減額補正でございます。

地籍調査事業負担金の確定に伴います減額補正となってございます。 
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  次に、１５款県支出金、２項２目民生費県補助金で９７万円の減額補正でございます。

これにつきましては、１節社会福祉費補助金で３９万１,０００円の増額、ひとり親家

庭医療費補助金の増額となってございます。それと４節児童福祉費補助金で１３６万１,

０００円の減額となっております。 

  次のページ、９７ページをお願いいたします。 

  ３目衛生費県補助金で２６２万９,０００円の減額補正でございます。合併浄化槽の

設置補助金の減額でございます。 

  次に、４目農林水産業費県補助金で１,８０２万円の減額補正でございます。これに

つきましては、中山間地域直接支払交付金の減額によるものでございます。 

  次に、６目教育費県補助金で１１５万３,０００円の減額補正でございます。これに

つきましては、国体の精算に伴います補助金の減額となってございます。 

  次に、１７款寄附金、１項２目ふるさとまちづくり応援寄附金で３８万円の増額補正

となってございます。 

  次に、１８款繰入金、１項２目地上デジタル放送中継施設基金繰入金で４５万円の増

額補正でございます。設備修繕の財源とするものでございます。 

  次に、３目河川浄化推進事業基金繰入金で２５８万８,０００円の減額補正でござい

ます。 

  次に、２０款諸収入、４項１目雑入で１００万円の増額補正でございます。これにつ

きましては、所有権移転登記等請求事件の和解に伴います供託金が返ってきたことによ

ります増額補正となってございます。 

  次に、９８ページをごらんください。 

  ２０款５項１目民生費受託事業収入で１９５万３,０００円の増額補正でございます。

広域入所受託料の増額による補正でございます。 

  次に、２１款町債、１項１目総務債で３５０万円の増額補正でございます。これにつ

きましては、合併特例債の増額で情報セキュリティー強化対策委託料の財源とするもの

でございます。 

  次に、３目衛生債で２５０万円の増額補正でございます。これにつきましても合併特

例債の増額で紀の海広域施設組合負担金の財源とするものでございます。 

  次に、４目農林水産業債で５１０万円の減額補正でございます。これにつきましては、

農業体質強化基盤整備事業費の減額に伴うものでございます。 
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  次に、８目教育債で３,６８０万円の増額補正でございます。野上小学校の空調整備

事業費の財源とするものでございます。 

  次に、歳出でございます。９９ページをごらんください。 

  １款議会費、１項１目議会費で１５万１,０００円の増額補正でございます。期末手

当の補正でございます。 

  次に、２款総務費、１項１目一般管理費で１,７０４万円の減額補正でございます。

内訳につきましては、２節給料で６００万円の減額、３節職員手当等で３３７万円の減

額、４節共済費で２００万円の減額、１３節委託料で１２９万６,０００円の増額とな

ってございます。 

  次に、５目企画費で１６９万３,０００円の増額補正でございます。内訳といたしま

しては、３節職員手当等で１２４万３,０００円の増額、時間外手当の増額によるもの

でございます。１１節需用費で４５万円の増額、これは地デジ設備の修繕料でございま

す。 

  次に、６目電子計算費で７４０万７,０００円の増額補正でございます。これにつき

ましては、情報セキュリティー強化対策委託料でございます。 

  次に、７目支所及び出張所費で２３万２,０００円の増額補正でございます。これに

つきましては志賀野と小川支所の屋根の修繕料でございます。 

  次に、１０目交通安全対策費で７万５,０００円の増額補正でございます。これにつ

きましては、交通指導員１名の夏、冬の制服を購入するための補正でございます。 

  次のページ、１００ページをごらんください。 

  ２款総務費、２項１目税務総務費で７０万円の減額補正でございます。これにつきま

しては人件費の減額によるものでございます。 

  次に、２款３項１目戸籍住民基本台帳費で１９１万５,０００円の増額補正でござい

ます。内訳といたしましては、３節職員手当等で４０万円の増額、７節賃金で５万８,

０００円の増額、１３節委託料で２１万６,０００円の減額、１９節負担金補助及び交

付金で１６７万３,０００円の増額となってございます。 

  次に、２款総務費、４項１目選挙管理委員会費で１３万円の増額補正でございます。

これにつきましては、１８歳選挙権に伴います選挙人名簿システムの改修委託料でござ

います。 

  次に、４目農業委員会委員選挙費で３２３万３,０００円の減額補正でございます。
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この減額補正につきましては、農業委員会委員選挙がなかったことによる減額補正でご

ざいます。 

  次のページをごらんください。１０１ページ中段より少し下でございます。 

  ２款総務費、５項１目指定統計費で３８万４,０００円の増額補正でございます。内

訳につきましては、１節報酬で６万９,０００円の減額、３節職員手当等で３８万４,０

００円の増額、８節報償費で６万９,０００円の増額となっております。 

  次に、３款民生費、１項４目障害者福祉費で１,５０５万円の増額補正でございます。

内訳といたしましては、１２節役務費で１０万２,０００円の増額、２０節扶助費で１,

４９４万８,０００円の増額となっております。詳細につきましては、説明欄の記載の

とおりであります。 

  次のページをごらんください。１０２ページでございます。 

  ８目ひとり親家庭医療費で１４５万７,０００円の増額でございます。これにつきま

しては、審査支払手数料と医療費扶助の増額推計によるものでございます。 

  次に、１１目国民健康保険事業費で１,６９２万５,０００円の増額補正でございます。

これにつきましては国民健康保険基盤安定負担金の額の確定に伴います国保会計への繰

出金の増額が主なものとなってございます。 

  次に、１２目介護保険事業費で２９万３,０００円の減額補正でございます。介護保

険事業特別会計への繰出金の減額補正となってございます。 

  次に、１３目後期高齢者医療費で２,７６０万８,０００円の減額補正でございます。

繰出金の減額補正でございます。 

  次に、１４目臨時福祉給付金給付事業費で５,８５５万５,０００円の増額補正でござ

います。内訳につきましては、３節職員手当で５０万円、７節賃金で１１４万３,００

０円、１１節需用費で４０万円、１２節役務費で４７万２,０００円、１３節委託料で

５４万円、２０節扶助費で５,５５０万円それぞれ増額計上となってございます。 

  次のページをごらんください。 

  ３款民生費、２項１目児童福祉総務費で１２０万６,０００円の増額補正でございま

す。内訳といたしまして、１３節委託料で１０４万８,０００円の増額、２３節償還金

利子及び割引料で１５万８,０００円の増額、これにつきましては保育緊急確保補助金

の過年度返還金でございます。 

  次に、４目保育所費では財源内訳の変更となっております。これにつきましては、児
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童福祉受託事業収入として保育所の広域入所受託料が歳入で１９５万３,０００円あっ

たことによるものでございます。 

  次に、４款民生費、１項１目保健衛生総務費で１,１３１万１,０００円の増額補正で

ございます。これにつきましては、厚生病院の看護学校の生徒１人当たりの交付税が増

額されたことによるものでございます。 

  次に、４目環境衛生費で２２０万円の減額補正でございます。野上簡易水道事業特別

会計繰出金の減額でございます。 

  次に、７目診療諸費で４１５万１,０００円の減額補正でございます。国保診療所事

業特別会計への繰出金の減額でございます。これにつきましては、国の調整交付金の増

額により一般会計からの繰出金が減額となったものでございます。 

  次に、４款衛生費、２項１目清掃総務費で６６７万９,０００円の増額補正でござい

ます。これにつきましては、紀の海広域施設組合負担金の増額による増額補正でござい

ます。 

  次に、３目し尿処理費で７８８万８,０００円の減額補正でございます。合併処理浄

化槽設置補助金の減額でございます。 

  次のページ、１０４ページをごらんください。 

  ５款農林水産業費、１項３目農業振興費で２,４００万４,０００円の減額補正でござ

います。これにつきましては、中山間地域直接支払交付金の減額に伴う補正でございま

す。 

  次に、６目地籍調査事業費で３１８万４,０００円の減額補正でございます。内訳と

いたしましては、１節報酬で２３万６,０００円の減額、７節賃金で４万４,０００円の

減額、１１節需用費で６万９,０００円の減額、１２節役務費で６万５,０００円の減額、

１３節委託料で２７７万円の減額となってございます。 

  次に、７目農業体質強化基盤整備推進事業費で１,１８５万６,０００円の減額補正で

ございます。１３節委託料と１５節工事請負費の減額となってございます。 

  次に、７款土木費、２項１目道路橋りょう維持費で１４０万円の増額補正でございま

す。これにつきましては、道路維持費の増額推計によるものでございます。 

  次のページをごらんください。 

  ７款土木費、３項１目住宅管理費で９９３万１,０００円の減額補正でございます。

内訳といたしまして、２節給料で９８万円の増額、３節職員手当等で３６万２,０００
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円の増額、４節共済費で２２万１,０００円の増額、１１節需用費で３７万３,０００円

の増額、１３節委託料で１０８万９,０００円の減額、１５節工事請負費で１,０７７万

８,０００円の減額となってございます。 

  次に、８款消防費、１項１目常備消防費で２００万円の増額補正でございます。３節

職員手当、４節共済費の増額となってございます。 

  次に、９款教育費、２項小学校費、１目学校管理費で４,４９６万７,０００円の増額

補正でございます。これにつきましては、野上小学校の空調設備設置工事に伴う増額補

正でございます。 

  次のページをごらんください。 

  ９款教育費、４項３目公民館費で８０万円の増額補正でございます。これにつきまし

ては、中央公民館の自動ドアの修繕料でございます。 

  次に、８目セミナーハウス管理運営費で４９万８,０００円の増額補正でございます。

これにつきましては、オフィス電話の修繕料でございます。 

  次に、９款教育費、５項１目保健体育総務費で７５万５,０００円の増額補正でござ

います。人件費の補正となってございます。 

  ３目国体推進費で１,００５万２,０００円の減額補正でございます。これにつきまし

ては、国体終了に伴う精算による減額補正となってございます。 

  次のページ中段をごらんください。 

  １１款公債費、１項１目元金で４８万４,０００円の増額補正でございます。 

  次に、２目利子で５００万円の減額補正でございます。利率の変更による減額補正と

なってございます。 

  次に、１２款諸支出金、１項１目財政調整基金費で５,５４９万円の増額補正でござ

います。 

  次に、１０目ふるさとまちづくり応援基金費で３８万円の増額補正でございます。 

  議案書の９３ページにお戻りください。 

  第２表繰越明許費でございます。 

  全部で６事業ございます。繰り越す事業費の総額につきましては１億３,５６３万円

となってございます。事業名につきましては、表記載のとおりでございます。 

  次のページ、９４ページをごらんください。 

  第３表債務負担行為補正でございます。 
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  事項といたしましては、報酬等支払請求事件裁判弁護委託料でございます。期間とい

たしましては、平成２７年度から結審の年度までとし、限度額につきましては、弁護業

務委託料に伴う実費及び成功報酬を加えた額の範囲内としております。 

  次に、第４表地方債補正でございます。 

  一般単独債では、限度額を３,７７０万円増額の５億９,９６０万円に変更するもので

ございます。 

  なお、補正後の起債の方法、利率、償還の方法につきましては、補正前に同じでござ

います。 

  以上、簡単でございますが、議案第２５号、平成２７年度紀美野町一般会計補正予算

（第４号）の説明といたします。 

（総務課長 牛居秀行君 降壇） 

◎日程第２９ 議案第２６号 平成２７年度紀美野町国民健康保険事業特別会計補正予算 

              （第３号）について 

◎日程第３０ 議案第２７号 平成２７年度紀美野町国民健康保険診療所事業特別会計補 

              正予算に（第２号）について 

◎日程第３１ 議案第２８号 平成２７年度紀美野町後期高齢者医療特別会計補正予算 

              （第２号）について 

○議長（小椋孝一君）    日程第２９、議案第２６号、平成２７年度紀美野町国民健

康保険事業特別会計補正予算（第３号）について、日程第３０、議案第２７号、平成２

７年度紀美野町国民健康保険診療所事業特別会計補正予算（第２号）について及び日程

第３１、議案第２８号、平成２７年度紀美野町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２

号）について一括議題とします。 

  説明を願います。住民課長、増谷君。 

（住民課長 増谷守哉君 登壇） 

○住民課長（増谷守哉君）    それでは、議案書の１０９ページをごらんいただきた

いと思います。 

  平成２７年度紀美野町国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）。 

  平成２７年度紀美野町の国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定め

るところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 
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  第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１,３８０万２,０００円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１８億５,５３４万９,０００円とする。 

  ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

                  平成２８年３月１日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  それでは、補正説明につきまして事項別明細書にて御説明申し上げます。 

  １１４ページをお願いします。 

  歳入でございます。 

  １款国民健康保険税、１項１目一般被保険者国民健康保険税で１,８４１万９,０００

円の減額の補正でございます。この内訳につきましては、右側説明欄にあるとおりでご

ざいます。 

  続きまして、２目退職被保険者国民健康保険税で１５８万１,０００円の減額補正で

ございます。これにつきましても内訳は右側説明欄にあるとおりでございますので、ご

らんいただきたいと思います。 

  この減額補正の原因につきましては、いずれも被保険者の減少が主な原因となってご

ざいます。 

  続きまして、３款国庫支出金、１項１目療養給付費等負担金で１,４４０万９,０００

円の減額補正でございます。これにつきましては、推計減額によるものでございます。 

  次、２目高額医療費共同事業負担金で１４万５,０００円の増額補正でございます。

これにつきましては、高額医療費共同事業拠出金の額の確定に伴うものでございます。 

  次、３款２項１目財政調整交付金で６７９万１,０００円の増額補正でございます。

これにつきましては、特別調整交付金において野上厚生総合病院で保険事業分７万８,

０００円の減額、それから診療所の運営費分で６８６万９,０００円の増額によるもの

でございます。 

  次、６目災害臨時特例補助金で９万円の増額でございます。これにつきましては東日

本大震災に伴う特例措置による医療保険者の増額負担分を国から補助されるもので、紀

美野町へは１名の方が避難されていることに伴うものでございます。 

  次のページ、１１５ページをごらんいただきたいと思います。 

  ６款県支出金、１項１目高額医療費共同事業負担金で１４万５,０００円の増額補正

でございます。これにつきましては、高額医療費共同事業拠出金の決定によるものでご
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ざいます。 

  次、７款共同事業交付金、１項１目共同事業交付金で３４８万９,０００円の減額で

ございます。これにつきましては、国保連合会からの保険財政共同安定化事業交付金の

本年度のレセプト実績によります減額推計でございます。 

  次、１０款繰入金、１項１目一般会計繰入金で１,６９２万４,０００円の増額でござ

います。これにつきましては、一般会計繰入金が２８１万７,０００円の減額、また保

険基盤安定繰入金が１,９７４万２,０００円の増額によるものでございます。保険基盤

安定繰入金につきましては、保険者支援分の増額が主な原因となってございます。 

  続きまして、次のページをごらんいただきたいと思います。 

  歳出でございます。 

  ２款保険給付費、３款後期高齢者支援金等、６款介護納付金のそれぞれの目につきま

しては、先ほど御説明申し上げました歳入への補正に伴い財源内訳を国県支出金から一

般財源へ財源更正したことで補正となってございます。 

  金額の説明につきましては、省略をさせていただきます。 

  次のページをごらんください。 

  ７款共同事業拠出金、１項１目高額医療費拠出金５７万９,０００円の増額でござい

ます。国保連合会からの平成２７年度の額の決定に伴うものでございます。 

  次の１項３目保険財政共同安定化事業拠出金２,１１７万２,０００円の減額でござい

ます。これにつきましても国保連合会からの平成２７年度決定通知によるものでござい

ます。 

  次、９款諸支出金、２項１目繰出金６７９万１,０００円の増額でございます。野上

厚生総合病院の保険事業分で７万８,０００円の減額、またへき地直診分として６８６

万９,０００円を国保診療所事業特別会計へ繰り出すものでございます。 

  以上、簡単でございますが、平成２７年度国民健康保険事業特別会計補正予算（第３

号）についての説明とさせていただきます。 

  続きまして、１１９ページをごらんいただきたいと思います。 

  議案第２７号、平成２７年度紀美野町国民健康保険診療所事業特別会計補正予算（第

２号）。 

  平成２７年度紀美野町の国民健康保険診療所事業特別会計補正予算（第２号）は、次

に定めるところによる。 
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  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１１６万９,０００円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ７,６２０万２,０００円とする。 

  ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算の補正」による。 

                  平成２８年３月１日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  それでは、説明につきましては、事項別明細書にて御説明をさせていただきます。 

  １２４ページをごらんいただきたいと思います。 

  歳入でございます。 

  １款診療収入、１項１目外来収入で３８８万７,０００円の減額補正でございます。

これにつきましては、本年度年内の収入実績による減額推計によるものでございます。

内容につきましては、１節の国民健康保険診療収入で５４万２,０００円、２節の社会

保険診療収入で２７万１,０００円、３節後期高齢者医療保険診療収入で２５２万３,０

００円、４節の一般負担金で５万５,０００円それぞれ減額となるものでございます。 

  次に、３款繰入金、１項１目一般会計繰入金で４１５万１,０００円の減額補正でご

ざいます。これにつきましては、今回の補正による歳入歳出の調整の結果、減額補正と

なるものでございます。 

  ２目国民健康保険事業特別会計繰入金で６８６万９,０００円の増額補正でございま

す。これにつきましては、国吉・長谷毛原診療所の収支額のマイナス分の一部を国から

調整交付金にて補塡していただくものでございます。 

  次のページをお願いします。 

  歳出でございます。 

  １款総務費、１項１目一般管理費で１１６万９,０００円の減額補正でございます。

この内訳につきましては、２節の一般職員の給料で１万１,０００円の増額、３節職員

手当等で８万４,０００円の増額、４節共済費で２３万６,０００円の増額となってござ

います。これに加えまして７節の賃金で１５０万円の減額となってございます。この賃

金の減額につきましては、臨時職員において入れかえがあったことから、勤務体制を変

更したことが減額の要因となってございます。 

  以上、簡単でございますが、平成２７年度紀美野町国民健康保険診療所事業特別会計

補正予算（第２号）の説明とさせていただきます。 
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  続きまして、１２７ページをごらんいただきたいと思います。 

  議案第２８号、平成２７年度紀美野町後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）。 

  平成２７年度紀美野町の後期高齢者医療特別会計補正予算（第２号）は、次に定める

ところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ１５９万９,０００円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ３億４,７７５万５,０００円とする。 

  ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

                  平成２８年３月１日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  それでは、これにつきましても事項別明細書にて御説明を申し上げます。 

  １３２ページをごらんいただきたいと思います。 

  歳入でございます。 

  ３款繰入金、１項１目一般会計繰入金で２,７６０万８,０００円の減額でございます。

この内訳につきましては、まず２節保険基盤安定繰入金で１５９万９,０００円の減額

でございます。これにつきましては、前年度の保険基盤安定負担金の精算に伴うもので

ございます。 

  次、３節療養給付費繰入金２,６００万９,０００円の減額でございます。これにつき

ましては前年度の療養給付費負担金の精算に伴うものでございます。 

  次、５款諸収入、２項１目雑入で２,６００万９,０００円の増額補正でございます。

前年度の療養給付費負担金の精算に伴うものでございます。 

  次のページをお願いします。 

  歳出でございます。 

  ２款後期高齢者医療広域連合納付金、１項１目後期高齢者医療広域連合納付金で１５

９万９,０００円の減額補正でございます。これにつきましては、前年度の保険基盤安

定負担金の精算に伴うものでございます。 

  以上、簡単でございますが、平成２７年度紀美野町後期高齢者医療特別会計補正予算

（第２号）の説明とさせていただきます。 

（住民課長 増谷守哉君 降壇） 

◎日程第３２ 議案第２９号 平成２７年度紀美野町介護保険事業特別会計補正予算 
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              （第４号） 

○議長（小椋孝一君）    日程第３２、議案第２９号、平成２７年度紀美野町介護保

険事業特別会計補正予算（第４号）について議題とします。 

  説明を願います。保健福祉課長、宮阪君。 

（保健福祉課長 宮阪 学君 登壇） 

○保健福祉課長（宮阪 学君）    それでは、議案の１３５ページをお開きください。 

  議案第２９号、平成２７年度紀美野町介護保険事業特別会計補正予算（第４号）。 

  平成２７年度紀美野町の介護保険事業特別会計補正予算（第４号）は、次に定めると

ころによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ２３４万８,０００円を減額し、

歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１６億４,９３０万６,０００円とする。 

  ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

  （地方債の補正） 

  第２条、地方債の廃止は、「第２表地方債補正」による。 

                  平成２８年３月１日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  続いて、１４１ページをお開きください。 

  ２歳出、３款国庫支出金、２項国庫補助金、１目調整交付金３８９万８,０００円の

増でございます。内訳につきましては、交付割合が１２月議会で補正いたしました９.

０３％から９.５４３％に確定したためでございます。 

  ２目地域支援事業交付金マイナス５８万７,０００円、これにつきましては、職員の

産休・育休による人件費の減額分でございます。 

  続きまして、４款支払基金交付金、２項支払基金交付金、２目地域支援事業支援交付

金６５万８,０００円の減額でございます。これにつきましても職員の人件費の減額分

でございます。 

  ５款県支出金、２項県補助金、１目地域支援事業交付金２９万４,０００円の減額で

ございます。これも同じく職員の人件費の減額分でございます。 

  ６款繰入金、１項一般会計繰入金、２目地域支援事業繰入金２９万３,０００円の減

でございます。これも同じく職員の人件費の減額分でございます。 
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  ９款町債、１項財政安定化基金貸付金、１目財政安定化基金貸付金４４１万４,００

０円の減でございます。これは交付割合が９.０から９.５４３％になったために借り入

れが必要なくなったためでございます。 

  続きまして、１４３ページをお開きください。 

  ３歳出、２款保険給付費、１項介護サービス等諸費、１目、２目、３目、４目、５目、

６目につきましては、財政調整交付金の割合が上がったための財源更正でございます。 

  続きまして、２項介護予防サービス等諸費、１目、１４４ページをお願いします。２

目、３目、４目、５目、以上につきましても財政調整交付金の割合が上がったための財

源変更でございます。 

  ３項その他諸費、１目審査支払手数料、４項高額介護サービス等諸費、１目高額介護

サービス費、次の１４５ページ、５項、高額医療合算介護サービス等諸費、１目高額医

療合算介護サービス費、続きまして、６項特定入所者介護サービス等諸費、１目特定入

所者介護サービス等諸費、以上の項目につきましても財政調整交付金の交付割合が上が

ったための財源変更でございます。 

  続きまして、１項介護予防事業費、２目一次予防事業費２３４万８,０００円の減額

でございます。２節給料で１５１万円、２節職員手当で２７万８,０００円、４節共済

費で５６万円の減額でございます。 

  続きまして、１３８ページをお開きください。 

  第２表地方債補正。財政安定化基金貸付金の廃止でございます。財政調整交付金の調

整率の確定により借り入れが必要なくなったためでございます。 

  以上、簡単でございますが、説明といたします。 

（保健福祉課長 宮阪 学君 降壇） 

◎日程第３３ 議案第３０号 平成２７年度紀美野町農業集落排水事業特別会計補正予算 

              （第２号）について 

○議長（小椋孝一君）    日程第３３、議案第３０号、平成２７年度紀美野町農業集

落排水事業特別会計補正予算（第２号）について議題とします。 

  説明を願います。建設課長、井村君。 

（建設課長 井村本彦君 登壇） 

○建設課長（井村本彦君）    １４７ページをお願いします。 

  議案第３０号、平成２７年度紀美野町農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）。 
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  平成２７年度紀美野町の農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号）は、次に定め

るところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２,７６６万９,０００円とする。 

  ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

                  平成２８年３月１日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  １５１ページをお願いします。 

  歳出、１款総務費、１項施設管理費、１目一般管理費、３節、４節の職員手当と共済

費につきましては、合計５万５,０００円の増額をお願いするものでございます。１１

節需用費の電気料につきましては、使用単価が見込みより増額とならなかったため５万

５,０００円の減額をお願いするものでございます。 

  以上、簡単ですが、説明とさせていただきます。 

（建設課長 井村本彦君 降壇） 

◎日程第３４ 議案第３１号 平成２７年度紀美野町野上簡易水道事業特別会計補正予算 

              （第３号）について 

◎日程第３５ 議案第３２号 平成２７年度紀美野町美里簡易水道事業特別会計補正予算 

              （第３号）について 

◎日程第３６ 議案第３３号 平成２７年度紀美野町上水道事業会計補正予算（第３号に 

              ついて 

○議長（小椋孝一君）    日程第３４、議案第３１号、平成２７年度紀美野町野上簡

易水道事業特別会計補正予算（第３号）について、日程第３５、議案第３２号、平成２

７年度紀美野町美里簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）について及び日程第３６、

議案第３３号、平成２７年度紀美野町上水道事業会計補正予算（第３号）について一括

議題とします。 

  説明を願います。水道課長、田中君。 

（水道課長 田中克治君 登壇） 

○水道課長（田中克治君）    それでは、野上簡易水道事業、美里簡易水道事業会計

並びに上水道事業会計補正予算について説明させていただきます。 

  議案書の１５３ページをお開きください。 
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  議案第３１号、平成２７年度紀美野町野上簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）。 

  平成２７年度紀美野町の野上簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定め

るところによる。 

  （歳入歳出予算の補正） 

  第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ２２０万円を減額し、歳入歳出予算

の総額を歳入歳出それぞれ６,０１３万７,０００円とする。 

  第２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳

入歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出予算補正」による。 

                  平成２８年３月１日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  補正内容について御説明いたします。１５８ページをお願いします。 

  歳入でございます。 

  ３款繰入金、１目一般会計繰入金２２０万円の減額補正です。 

  補正後の歳入額合計は２２０万円減となり、６,０１３万７,０００円です。 

  次に、１５９ページをお開き願います。 

  歳出でございます。 

  １款衛生費、１目一般管理費、４節共済費の２０万円減額補正です。１１節需用費で

光熱費３００万円の減額補正です。電気使用料の値下げによるものです。また、修繕料

で１００万円の増額です。落雷被害による機器故障の費用です。計２２０万円の減額補

正です。補正後の歳出額合計は２２０万円減となり、６,０１３万７,０００円。 

  以上、簡単でございますが、野上簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）の御説明

とさせていただきます。 

  続きまして、議案書の１６１ページをお願いします。 

  議案第３２号、平成２７年度紀美野町美里簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）。 

  平成２７年度紀美野町の美里簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）は、次に定め

るところによる。 

  第１条、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５１６万３,０００円を減額し、歳

入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ１億７９７万７,０００円とする。 

  ２項、歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入

歳出予算の金額は、「第１表歳入歳出補正予算」による。 

                  平成２８年３月１日提出 紀美野町長 寺本光嘉 
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  補正内容について御説明いたします。１６６ページをお願いします。 

  歳入でございます。 

  １款使用料及び手数料、１目水道使用料６４万６,０００円の減額補正です。水道使

用料の減によるものです。 

  ４款雑収入、４目雑入４５１万７,０００円の減額補正です。予定していた国道３７

０号線道路改良工事釜滝工区が未施工となったため配管入れかえ補償費の減額です。 

  補正後の歳入金額は、１億７９２万７,０００円になります。 

  次に、１６７ページをお開き願います。 

  歳出でございます。 

  １款衛生費、１目一般管理費の給料、手当，共済費５１万８,０００円の減額です。 

  ２目作業費の管移設工事減による４６４万５,０００円の減額です。国道３７０号線

改良工事釜滝工区の未施工及び大角工区の請負差額によるものです。 

  以上、簡単ですが、美里簡易水道事業特別会計補正予算（第３号）の御説明とさせて

いただきます。 

  続きまして、１６９ページをお開きください。 

  議案第３３号、平成２７年度紀美野町上水道事業会計補正予算（第３号）。 

  総則。 

  第１条、平成２７年度紀美野町上水道事業会計補正予算（第３号）は、次に定めると

ころによる。 

  （収益的支出の補正） 

  第２条、平成２７年度紀美野町上水道事業会計予算（以下「予算」という。）第３条

に定めた収益的支出の予定額を次のとおり補正する。 

  第１款水道事業費用、支出１億１,０３０万４,０００円、第１項営業費用９,８５１

万６,０００円を２８万円増額補正し、９,８７９万６,０００円、第２項営業外費用１,

０１０万６,０００円を３６万円増額し１,０４６万６,０００円、第３項予備費２６８

万２,０００円を減額６４万円し２０４万２,０００円。 

  （資本的支出の補正） 

  第３条、予算第４条本分括弧書き中、資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額

「２,８６７万７,０００円」を「２,１７８万１,０００円」に、当年度分消費税及び地

方消費税資本的収支調整額「１０６万７,０００円」を「５５万６,０００円」に、過年
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度分損益勘定留保資金２,７６１万円を「２,１２２万５,０００円」に改め、資本的支

出の予定額を次のとおり補正する。 

  第１款資本的支出２,８６７万７,０００円を減額６８９万６,０００円とし、２,１７

８万１,０００円、第１項建設改良費１,４４０万７,０００円を減額６８９万６,０００

円、計７５１万１,０００円。 

  （議会の議決を経なければ流用することのできない経費） 

  第４条、予算第７条に定めた経費の金額を次のように改める。 

  １、職員給料費２,９３５万２,０００円を８万円増額し２,９４３万２,０００円。 

                  平成２８年３月１日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  続きまして、１７１ページをお開きください。 

  平成２７年度紀美野町上水道事業会計補正予算（第３号）実施計画でございます。 

  収益的収入及び支出でございます。 

  １款水道事業費用、１項４目業務及び総係費、既決予定額２,２０８万３,０００円を

２８万円増額し２,２３６万３,０００円、人件費及び事務用消耗品でございます。 

  ２項営業外費用、３目消費税及び地方消費税、既決予定額４０９万８,０００円を３

６万円増額し、４４５万８,０００円、消費税及び地方消費税の申告により不足した額

の補正です。 

  第３項予備費、１目予備費２６８万２,０００円を６４万円減額し２０４万２,０００

円。 

  続きまして、１７２ページをお開きください。 

  資本的収入及び支出。 

  支出でございます。 

  １款１項建設改良費１,４４０万７,０００円を６８９万６,０００円減額し、７５１

万１,０００円とするものでございます。国道３７０号線改良工事に伴う配水管布設工

事の請負差額による減額です。 

  続きまして、１７５ページをお願いします。 

  平成２７年度紀美野町上水道事業補正予算（第３号）予定キャッシュ・フロー計算書

でございます。 

  業務活動によるキャッシュ・フローでは、２,１８５万４,０００円を予定支払額３０

８万７,０００円の増により計１,８７６万７,０００円とするものでございます。主な
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ものは、営業収入の減によるものです。 

  続きまして、投資活動によるキャッシュ・フロー１,４４０万７,０００円を予定支払

額６８９万６,０００円の減額により計７５１万１,０００円の支払いとなります。工事

請負差額によるものです。 

  財務活動によるキャッシュ・フローは変わりございません。 

  資金減少額は、予定額６８２万３,０００円が支払予定額３８０万９,０００円の減で、

３０１万４,０００円とするものでございます。 

  資金期首残高は、２億２,６５７万９,０００円が７４７万９,０００円の増となり、

２億３,４０５万８,０００円。 

  資金期末残高は、１,１２８万８,０００円の計２億３,１０４万４,０００円とするも

のでございます。 

  続きまして、１７６ページから１７７ページは、平成２７年度紀美野町上水道事業補

正予算（第３号）予定貸借対照表を載せてございます。 

  以上、簡単ですが、説明とさせていただきます。 

（水道課長 田中克治君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    しばらく休憩します。 

 休 憩 

（午後２時０２分） 

――――――――――――――――――― 

 再 開 

○議長（小椋孝一君）    休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後２時１７分） 

◎日程第３７ 議案第３４号 平成２８年度紀美野町一般会計予算について 

○議長（小椋孝一君）    日程第３７、議案第３４号、平成２８年度紀美野町一般会

計予算について議題とします。 

  説明の際には、ページ数を言ってから説明を願いたいと思います。 

  それでは、歳入全般及び歳出第１款から第２款について説明を願います。 

  総務課長、牛居君。 

（総務課長 牛居秀行君 登壇） 

○総務課長（牛居秀行君）    それでは、予算書の１ページをごらんください。 
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  議案第３４号、平成２８年度紀美野町一般会計予算。 

  平成２８年度紀美野町の一般会計の予算は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算） 

  第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ６５億６,４００万円と定める。 

  第２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予

算」による。 

  （地方債） 

  第２条、地方自治法第２３０条第１項の規定により起こすことができる地方債の起債

の目的、限度額、起債の方法、利率及び償還の方法は、「第２表 地方債」による。 

  （一時借入金） 

  第３条、地方自治法第２３５条の３第２項の規定による一時借入金の借り入れ最高額

は１０億円と定める。 

  （歳入歳出予算の流用） 

  第４条、地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費

の金額を流用することができる場合は、次のとおり定める。 

  第１号、各項に計上した給料、職員手当及び共済費（賃金に係る共済費を除く。）に

係る予算額に過不足を生じた場合における同一管内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

                  平成２８年３月１日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  予算書の１０ページをお開きください。 

  まず歳入でございますが、目を中心に説明を申し上げます。 

  なお、説明資料を添付してございますので御参照いただきたいと存じます。 

  それでは、説明させていただきます。 

  １款町税、１項１目の個人では、前年度比較４０４万４,０００円減額の２億８,６２

２万８,０００円の計上でございます。 

  ２目の法人では、７６万円増額の２,０２３万円の計上でございます。 

  次に、１款２項１目の固定資産税では、１,３２２万４,０００円増額の４億１２９万

７,０００円の計上でございます。 

  ２目の国有資産等所在市町村交付金及び納付金では、６万６,０００円減額の２５５

万５,０００円の計上となってございます。 

  次に、１款３項１目の軽自動車税では、３４８万６,０００円増額の３,３８２万３,
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０００円の計上でございます。この増額につきましては、税制改正に伴います原動機自

転車及び軽二輪車等の税額の増でございます。 

  次に、１款４項１目市町村たばこ税では、４００万円の増額の２,４００万円の計上

でございます。この増額につきましては、コンビニの使用者の増に伴います増額と考え

てございます。 

  １１ページをごらんください。 

  １款５項１目の入湯税では、前年度と同額の３０万円の計上です。 

  次に、２款地方譲与税、１項１目地方揮発油譲与税も前年度と同額の２,０００万円

でございます。 

  次に、２款２項１目自動車重量譲与税も前年度と同額の４,２００万円の計上です。 

  次に、３款利子割交付金、１項１目利子割交付金も前年度と同額の３００万円の計上

となっております。 

  ４款配当割交付金、１項１目配当割交付金も前年度と同額の２００万円の計上です。 

  次に、５款株式等譲渡所得割交付金、１項１目の株式等譲渡所得割交付金も前年度と

同額の５０万円の計上です。 

  １２ページをお開きください。 

  ６款地方消費税交付金、１項１目の地方消費税交付金も前年度と同額の１億３,００

０万円の計上でございます。 

  次に、７款１項１目のゴルフ場利用税交付金も前年度と同額の３,１００万円の計上

です。 

  次に、８款自動車取得税交付金、１項１目自動車取得税交付金も前年度と同額の８０

０万円の計上です。 

  ９款地方特例交付金、１項１目の地方特例交付金では、１０万円増額の２００万円と

なっております。 

  次に、１０款地方交付税、１項１目地方交付税も前年度と変わらず３５億５,０００

万円の計上です。 

  次のページ、１３ページです。 

  １１款交通安全対策特別交付金、１項１目の交通安全対策特別交付金は、前年度と同

額の８０万円の計上でございます。 

  次に、１２款分担金及び負担金、１項１目の農林水産業分担金では、６４万８,００
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０円増額の２６５万円の計上です。事業量の増に伴います受益者負担金の増額となって

ございます。 

  次に、１２款２項１目の総務費負担金では、１２万円減額の３万円の計上です。 

  ２目の民生費負担金では、２８万９,０００円減額の３,０２４万７,０００円の計上

となってございます。 

  次に、１３款使用料及び手数料、１項１目の総務使用料は、前年度より４万円減額の

１２２万６,０００円の計上です。 

  ２目の民生使用料では、５万６,０００円減額の３１３万４,０００円の計上です。 

  １４ページをごらんください。 

  ３目の農林水産業使用料では、前年度と同額の１１４万円の計上です。 

  ４目の土木使用料では、１７７万８,０００円増額の３,７２０万２,０００円の計上

です。福井第３団地の住宅使用料の増額が主な増額要因でございます。 

  ５目教育使用料では、９万円減額の３１１万９,０００円の計上となっております。 

  次に、１３款２項１目の総務手数料では、２６万８,０００円減額の５３４万５,００

０円の計上です。 

  １５ページをごらんください。 

  ２目の衛生手数料では、１１５万８,０００円増額の１,６０５万３,０００円の計上

です。一般廃棄物収集手数料の増額が主な増額要因でございます。 

  ３目の土木使用料では、前年度と同額の１,９４４万３,０００円の計上です。 

  次に、４目の消防手数料も前年度と同額の１万円の計上となっております。 

  次に、１４款国庫支出金、１項１目民生費国庫負担金では、２,２３８万９,０００円

増額の１億８,７８２万３,０００円の計上です。前年度と比較いたしまして、１節障害

福祉費負担金の説明欄の上から２行目の障害者自立支援給付費負担金で１,０４０万円

の増額、２節国民健康保険基盤安定負担金で６０５万円の増額、３節介護保険事業費負

担金では、前年度当初予算に計上されておりませんでしたので、そのまま２３５万６,

０００円の増額となっていることが主な増額要因でございます。 

  次に、２目衛生費国庫負担金では、前年度より１,０００円減額の２４万円の計上と

なっております。 

  次のページ、１６ページをごらんください。 

  １４款２項１目の総務費国庫補助金では、２,１８８万２,０００円減額の５９４万３,
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０００円の計上です。主な減額要因といたしましては、１節総務費補助金の説明欄の一

番下の欄の社会保障・税番号制度のシステム整備費補助金が前年度より１,４０５万９,

０００円減額計上となっていることと、前年度は市町村合併補助金が５１２万８,００

０円計上されておりましたが、前年度でこの補助金を使い切っておりますので、今年度

の計上がなくなったことによるものでございます。 

  次に、２目の民生費国庫補助金では、１,３２９万円増額の４,４２５万５,０００円

の計上です。主な増額要因といたしましては、１節社会福祉費補助金の説明欄の一番上

の欄の臨時福祉給付金給付事業費補助金が前年度より１,４０５万９,０００円減額とな

ったことと、一番下の欄の年金生活者支援臨時福祉給付金事業費補助金が今年度新規に

２,５５０万円計上されたことによるものでございます。 

  次に、３目の衛生費国庫補助金では、１４万８,０００円減額の６２５万９,０００円

の計上です。 

  ４目の農林水産業費国庫補助金では、７１２万５,０００円増額の２,２００万円の計

上です。主な増額要因といたしましては、農業用水路等の改修事業費の増額によるもの

でございます。 

  ５目の土木費国庫補助金では、３,３２５万７,０００円減額の３,３１４万３,０００

円の計上です。主な減額要因といたしましては、平中通り２号線の事業費の減額による

ものと町営住宅の長寿命化改修事業費の減額によるものでございます。 

  次に、６目の教育費国庫補助金では、１,３１１万９,０００円減額の２５万３,００

０円の計上でございます。主な減額要因といたしましては、前年度に小川小学校と下神

野小学校の体育館のつり天井の落下防止対策事業がございましたが、それが完了したこ

とによる交付金の減額によるものでございます。 

  次に、１４款３項１目の総務費国庫委託金では、１,１０２万６,０００円増額の１,

１２０万円の計上です。主な増額要因といたしましては、参議院選挙の執行委託料１,

１００万円が計上されたことによるものでございます。 

  次に、２目の民生費国庫委託金では、１４万６,０００円増額の２４６万５,０００円

の計上です。 

  １７ページをごらんください。 

  １５款県支出金、１項１目の民生費県負担金では、１,４７６万６,０００円増額の１

億５,４０８万７,０００円の計上です。主な増額要因といたしましては、２節障害者福
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祉費負担金の説明欄の上から２行目の障害者自立支援給付費負担金で前年度より５２０

万円増加したことと、３節国民健康保険基盤安定負担金で前年度より５６５万円増額し

たこと、それから４節介護保険事業費負担金が前年度当初に計上されておりませんでし

たが、今年度予算において１１７万８,０００円が計上されましたので、そのまま１１

７万８,０００円が多くなったことによるものでございます。 

  次に、２目の衛生費県負担金では、前年度と同額の１２万円の計上となっております。 

  ３目の農林水産費県負担金では、５４０万７,０００円増額の５,４１８万７,０００

円の計上です。主な増額要因といたしましては、地籍調査事業費の増額によるものでご

ざいます。 

  次に、１８ページをごらんください。 

  ５款２項１目の総務費県補助金で３０２万８,０００円増額の４３８万４,０００円の

計上です。 

  次に、２目の民生費県補助金では、１１８万６,０００円減額の２,９３６万２,００

０円の計上でございます。 

  ３目の衛生費県補助金では、１７万１,０００円増額の８２６万円の計上です。 

  １９ページをごらんください。 

  ４目の農林水産業費県補助金では、２,５８４万円減額の６,１６２万８,０００円の

計上です。主な減額要因といたしましては、１節農業費補助金で前年度はため池調査事

業費補助金として６９７万７,０００円の計上とアグリビジネス支援事業補助金として

１５０万円の計上がございましたが、今年度はそれがないことと、説明欄上から２行目

の中山間地域直接支払交付金が前年度と比較して１,８００万２,０００円減額となった

ことによるものでございます。 

  次に、５目の商工費県補助金では、６２３万５,０００円減額の１万５,０００円の計

上です。これにつきましては、観光看板設置補助金の計上がなくなったことが主な減額

要因となってございます。 

  次に、６目の土木費県補助金では、４万３,０００円増額の４万３,０００円でござい

ます。 

  次に、７目消防費県補助金では、２５１万５,０００円増額の２５１万円５,０００円

の計上です。今年度より石油貯蔵施設立地対策等交付金２５０万円が新規に計上された

ことが主な増額要因でございます。 
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  次に、８目教育費県補助金では、１,４８６万６,０００円減額の２３３万２,０００

円の計上です。主な減額要因といたしましては、前年度計上されておりました国体補助

金がなくなったことによるものでございます。 

  次に、１５款３項１目の総務費県委託金では、１,２１７万３,０００円減額の１,３

１２万５,０００円の計上でございます。主な減額要因といたしましては、前年度は県

会議員選挙の執行委託金及び国勢調査の委託金が計上されておりましたが、本年度は計

上されておりませんので、そのことによるものでございます。 

  次に、２０ページをごらんください。 

  ２目の民生費県委託金で１万増額の１万円の計上でございます。 

  ３目の農林水産業費県委託金では、前年度と同額の３３万円の計上です。 

  ４目の教育費県委託金では、８万１,０００円減額の２４万７,０００円の計上です。 

  次に、１６款財産収入、１項１目の財産貸付収入では、８０万１,０００円増額の１,

２９６万２,０００円の計上です。 

  ２目の利子及び配当金では、６２万３,０００円減額の２７１万４,０００円の計上で

す。 

  ２１ページをごらんください。 

  １６款２項１目の物品売払収入及び２目の不動産売払収入につきましては、前年度と

同額の１,０００円の計上としております。 

  次に、１７款寄附金、１項１目の一般寄附金は、前年度と同額の１,０００円の計上

です。 

  ２目のふるさとまちづくり応援基金も前年度と同額の１０万円の計上しております。 

  次に、１８款繰入金、１項１目の財政調整基金繰入金では、４８６万９,０００円減

額の３億６,９７５万６,０００円の計上です。 

  ２目の地上デジタル放送中継施設基金繰入金では、２７９万５,０００円減額の４０

０万６,０００円の計上です。主な減額要因といたしましては、改修工事の減額による

ものでございます。 

  次に、３目の河川浄化推進事業基金繰入金では、９万円増額の６２６万円の計上です。 

  次に、１９款繰越金、１項１目繰越金は、前年度と同額の５００万円の計上となって

おります。 

  次のページ、２２ページをお開きください。 
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  ２０款諸収入、１項１目の延滞金では、前年度と同額の１万円の計上です。 

  次に、２０款２項１目の町預金利子は、前年度と同額の２０万円の計上です。 

  ２０款３項１目の貸付金元金収入は、４,０００円減額の９,０００円の計上となって

ございます。 

  ２０款４項１目の雑入では、８０万９,０００円減額の４,６０３万２,０００円の計

上でございます。 

  ２３ページの下のほうをごらんください。 

  ２１款町債、１項１目の総務債では、４億２,２８０万円減額の７,１３０万円の計上

です。主な減額要因といたしましては、前年度と比べまして光ブロードバンド整備事業

及び本庁舎トイレの改修事業の計上がなくなったことと合併振興基金の積立金がなくな

ったことによるものでございます。 

  次に、２目の民生債では、４３０万円増額の２,０５０万円の計上です。主な増額要

因といたしましては、子ども医療費助成を１８歳まで引き上げることによるものでござ

います。 

  次に、３目の衛生債では、１億５,３５０万円減額の２,６９０万円の計上です。主な

減額要因といたしましては、紀の海広域施設組合への負担金の減額によるものでござい

ます。 

  次のページをお願いいたします。２４ページでございます。 

  ４目の農林水産業債では、３,３８０万円増額の８,５２０万円の計上です。主な増額

要因といたしましては、山畑農免道路の整備事業費の増額によるものでございます。 

  ５目の商工債では、１,１９０万円増額の１,８４０万円の計上です。主な増額要因と

いたしましては、山の家おいしの改修工事費が今年度計上されたことによるものでござ

います。 

  次に、６目の土木債では、１億６,６６０万円増額の２億６,３６０万円の計上です。

主な増額要因といたしましては、平中田ウリ２号線の事業費の増額によるものと、中津

川、柴目川、中谷川の災害防止事業費の増額によるものでございます。 

  次に、７目の消防債では、３,４９０万円増額の７,８９０万円の計上です。主な増額

要因といたしましては、高規格救急自動車購入によるものでございます。 

  ８目の教育債では、３,６３０万円減額の１,９６０万円の計上です。主な減額要因と

いたしましては、国体推進事業及び小川小学校と下神野小学校の体育館のつり天井の落
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下防止事業の完了に伴う事業費の減額によるものでございます。 

  次に、９目の臨時財政対策債では、２,０００万円減額の２億１,０００万円の計上と

なっております。 

  以上、まことに簡単でございますが、歳入の説明とさせていただきます。 

  続きまして、歳出の１、２款で総務課関係予算の説明に移らせていただきます。 

  予算書の２５ページをごらんください。 

  １款議会費、１項１目の議会費で１,１０１万３,０００円減額の８,０９６万３,００

０円の計上となっております。主な減額要因といたしましては、４節共済費で説明欄の

一番上の欄の議員共済負担金が前年度より１,０５５万５,０００円減額計上となったこ

とによるものでございます。 

  ２６ページをごらんください。 

  ２款総務費、１項１目の一般管理費では、１,１０２万４,０００円減額の３億２,６

３８万３,０００円の計上です。この予算につきましては、人件費と庁舎の維持管理費

用が主なものとなってございます。 

  ２９ページの下の欄をごらんください。 

  ２目の文書広報費では、３５３万８,０００円減額の２６５万３,０００円の計上とな

っております。主な減額要因といたしましては、前年度におきましては、１３節委託料

で町勢要覧作成委託料として３６２万４,０００円が計上されておりましたが、今年度

はその計上がないことによるものでございます。 

  続きまして、３０ページの最下段をごらんください。 

  ５目の企画費では、１億８,７４５万６,０００円減額の９,６１２万４,０００円の計

上となっております。主な減額要因といたしましては、３２ページの１９節負担金、補

助及び交付金で前年度は光通信網整備事業補助金として２億円を計上しておりましたが、

今年度はその計上がなくなったことによるものでございます。 

  次に、３２ページの中ほどより少し下でございます。 

  ６目の電子計算費で２,４４０万６,０００円減額の１億７６７万２,０００円の計上

でございます。主な減額要因といたしましては、３３ページの１３節委託料で前年度と

比較いたしまして８,３３９万６,０００円の減額計上となったことと、今年度新たに１

８節備品購入費で５,６０９万９,０００円の増額計上となったことによるものでござい

ます。 
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  次に、３３ページ下段でございます。 

  ７目の支所及び出張所費では、１３９万４,０００円減額の２,５５５万６,０００円

の計上となっております。 

  次に、３５ページをごらんください。 

  ８目の公平委員会費で２万３,０００円減額の１２万１,０００円の計上です。 

  次に、９目の自治振興費では、２,９５０万５,０００円減額の５,１６９万７,０００

円の計上でございます。主な減額要因といたしましては、前年度では長谷集会所の新築

及び長谷毛原集落センター改修事業に関する委託料と工事費が計上されておりましたが、

前年度で事業が完成したため、今年度におきましてはその経費が計上されていないこと

によるものでございます。 

  次に、３６ページをごらんください。 

  １０目の交通安全対策費では、２９４万９,０００円増額の６４１万６,０００円の計

上となっております。主な増額要因といたしましては、１５節工事請負費で前年度と比

較いたしまして２００万円の増額計上となったことと、及び３７ページの１９節負担金、

補助及び交付金で前年度より１００万１,０００円の増額計上となったことによるもの

でございます。 

  次に、１１目の諸費では、１万４,０００円減額の１００万８,０００円の計上です。 

  １２目の防災諸費では、６９２万４,０００円減額の３,３５７万３,０００円の計上

となっております。主な減額要因といたしましては、人件費の減額によるものでござい

ます。 

  次に、４２ページをごらんください。 

  ２款総務費、４項選挙費、１目の選挙管理委員会費では、１,０００円増額の２８万

７,０００円の計上となっております。 

  ２目の参議院議員通常選挙費では、１,１００万円の計上をさせていただいておりま

す。 

  ４３ページをごらんください。 

  和歌山県議会議員選挙費及び町議会議員一般選挙費並びに農業委員会委員選挙費がそ

れぞれ廃目整理となっております。 

  次に、４４ページ中ほどをごらんください。 

  ２款総務費、６項１目の監査委員費では、１,０００円減額の２９万円の計上となっ
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ております。 

  以上、１、２款の中での総務課関係の予算の説明とさせていただきます。 

（総務課長 牛居秀行君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    企画管財課長、中谷君。 

（企画管財課長 中谷嘉夫君 登壇） 

○企画管財課長（中谷嘉夫君）    それでは、第２款総務費のうち企画管財課に係る

主な予算について御説明をさせていただきます。 

  予算書の２７ページをお願いいたします。 

  第２款第１項第１目一般管理費です。ここでは企画管財課の庶務に係る経費と本庁舎

の施設維持管理に必要な経費を計上しています。 

  まず、ページの下の１１節需用費に、消耗品費５６３万１,０００円の中には企画管

財課が購入するコピー用紙等一般事務用品費の２８０万円が含まれております。その下、

燃料費１８９万４,０００円の中には本庁舎の暖房用のＡ重油１３０万２,０００円が含

まれております。その下、印刷製本費３４９万６,０００円の中には業務に使用する封

筒等の印刷費、コピー用紙等３１２万円が含まれてございます。次に、電気料７２０万

円につきましては、本庁舎で使用するものでございます。１２節役務費、電話料金１３

８万円につきましては、本庁舎で使用する電話料金でございます。 

  次に、２８ページをお願いします。 

  次に、１３節委託料、ここには役場本庁舎の設備機器等の維持管理の各種委託料を計

上しています。２９ページの上、本庁舎空調設備改修工事設計業務委託料１,０００万

円、これにつきましては、本庁舎築３４年が経過し、空調設備の修理対応が困難な状況

となるため改修工事の設計委託料です。 

  次に、１４節の使用料及び賃借料のうち借地料４３２万１,０００円につきましては、

ここ役場本庁舎と中央公民館の敷地と駐車場の敷地料でございます。 

  次に、１５節工事請負費の本庁舎駐車場整備工事費１,６６５万５,０００円につきま

しては、役場本庁舎周り駐車場の舗装及びフェンスの修繕、白線の引き直しとともに譲

り合い駐車場の区画を整備するために計上しております。また、議場照明改修工事３１

１万５,０００円につきましては、ＬＥＤの照明の器具の取りかえを計上しております。 

  ３０ページをお願いします。 

  財産管理費でございます。ここでは町が所有する建物財産の維持管理運営に伴う経費
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でございます。本年度は１,３８５万４,０００円、前年度比８４３万５,０００円の減

額となっております。これにつきましては、主なものは、昨年、旧水道施設の解体に伴

う設計監理委託料と解体工事を行うための費用を計上していたためでございます。 

  １２節役務費のうち自動車損害保険料３４２万５,０００円については、町の所有す

る公用車１３８台に係る損害保険料でございます。その下、火災保険料の５３５万７,

０００円につきましては、役場庁舎、集会所、学校、消防署など町が所有する１７６施

設の２８４物件が保険対象となっております。 

  １４節の使用料及び賃借料のうち、固定資産管理のシステム使用料６４万円を計上し

ております。また、１２８万９,０００円につきましては、旧国吉小学校運動場及び農

構センターと１２施設の借地料でございます。 

  １５節工事請負費、かじか荘改修工事費２２６万円を計上しております。 

  次に、５目企画費でございます。本年度は９,６１２万４,０００円、前年度比１億８,

７４５万６,０００円の減額となっております。これにつきましては、昨年、光通信網

の整備事業を補助金として２億円計上したためが主な原因となっております。 

  続いて、３１ページをお願いします。 

  １３節委託料の施設管理委託料の１,１３１万５,０００円、これはかじか荘の指定管

理委託料でございます。前年と同額となっております。次に、長期総合計画策定業務委

託料７,０００万円、公共施設等総合管理計画策定業務委託料３００万円を計上してお

ります。 

  次に、３２ページをお願いします。 

  １８節備品購入費、公用車１台１７３万６,０００円を計上しております。 

  １９節負担金、補助及び交付金のうち、定住促進補助金１,３５０万円を計上してお

ります。これについては、２６年度３月補正で若者定住補助金１,３００万円を計上し

ていましたが、平成２８年度から対象年齢を４０歳未満から５０歳未満に引き上げて定

住促進補助金として計上しております。 

  ２２節補償、補塡及び賠償金の１,０００万円につきましては、紀美野町土地開発公

社での土地売却に伴う損失補填のお金でございます。３区画売却する予定としておりま

す。 

  続きまして、３７ページをお願いいたします。 

  １１目諸費です。１２節役務費で賠償保険料８４万１,０００円となっています。こ
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の保険料は、町の所有、使用、管理する施設の瑕疵または業務遂行上損害賠償責任を負

う場合の保険で、市町村会の総合賠償保険の３・７型で、身体・財物賠償責任保険、予

防接種保険、個人情報漏えい保険、災害補償保険、公金総合保険が対象となっておりま

す。 

  次に、４３ページをお願いいたします。 

  ５項統計調査費の１目指定統計費でございます。これにつきましては、統計表に基づ

いて本年度実施する教育統計調査、経済センサス活動調査の２件の統計調査に要する人

件費等が入っております。本年度は６４万９,０００円、前年度比６１６万５,０００円

の減となっております。これにつきましては、調査に伴う非常勤職員等の報酬費の減額

によるものが主な原因となっております。 

  以上、１款、２款の中の企画管財課の関係予算についての説明とさせていただきます。 

（企画管財課長 中谷嘉夫君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    税務課長、西岡君。 

（税務課長 西岡秀育君 登壇） 

○税務課長（西岡秀育君）    予算書３９ページをごらんください。 

  税務課からは、２款総務費、２項徴税費、１目税務総務費と２目賦課徴収費について

御説明を申し上げます。 

  １目税務総務費は、５,７１５万８,０００円で昨年に比べまして２,５３９万２,００

０円の減額でございます。主な内訳ですが、給料、職員手当等共済費が２,５４８万円、

３名分の減額でございます。 

  １９節負担金、補助及び交付金は、和歌山税回収機構の負担金のうち２６年度徴収実

績は、３２万５,０００円の増額と処理件数割２件の減額で１２万円の減額でございま

す。 

  続きまして、４０ページをごらんください。 

  ２目賦課徴収費３,０５３万３,０００円につきましては、昨年度に比較いたしまして

６４１万１,０００円の増額でございます。主な要因ですが、平成８年度、８節報奨費

が２８年度より納税全納報奨金の廃止により５６０万円の減額でございます。 

  １３節委託料の電算処理委託料につきましては、住民税処理委託料の１４万５,００

０円の減額、住民税ＥＬタックスシステム公開対応分の公開が必要がなかったため４８

万６,０００円の減額でございます。また、平成３０年度評価替における２９年１月実
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施の標準宅地鑑定業務委託料３９６万９,０００円の増額と、同じく平成３０年度評価

替のための路線評価委託料８７１万５,０００円の増額となっております。 

  以上、簡単ですが、説明にかえさせていただきますので、よろしくお願いいたします。 

（税務課長 西岡秀育君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    住民課長、増谷君。 

（住民課長 増谷守哉君 登壇） 

○住民課長（増谷守哉君）    それでは、１款、２款について住民課関連の予算につ

いて御説明させていただきます。 

  予算書の３６ページ中ほどをお願いします。 

  ２款総務費、１項９目自治振興費、１９節の負担金、補助及び交付金のうち一番上の

地域開発補助金でございます。前年度より４７万円減額した５６万円を計上してござい

ます。この減額の理由につきましては、ことし３月１日より、本日でございますけども、

紀の海クリーンセンターが稼働してございますが、これによりごみの収集運搬体制が大

きく変わり、従来、リサイクルごみの仮置き場としていた美里区域塵芥処理場を使用し

なくなることから、関連する樋下地区、三尾川、これは小西浦地区の補助金が合わせま

して４７万円なくなったためでございます。 

  次、予算書の４１ページをお願いします。 

  ２款３項１目戸籍住民基本台帳費でございます。戸籍住民基本台帳に関する予算でご

ざいまして、職員３名の人件費と事務に伴う需用費及び基本ネットワークシステム等の

保守点検等の委託料、システムソフト等の使用料及び関連団体への負担金が主なもので

ございます。本年度２,４５４万３,０００円、前年度比較２８４万３,０００円の減額

となってございます。 

  この主な要因といたしましては、１９節負担金、補助及び交付金のうち、通知カード、

個人番号カード関連事務委託が前年度より２５０万７,０００円減額されているためで

ございます。 

  以上、簡単でございますが、２款のうち住民課関連の予算の説明とさせていただきま

す。 

（住民課長 増谷守哉君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    次に、第３款から第４款について説明を願います。 

  保健福祉課長、宮阪君。 
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（保健福祉課長 宮阪 学君 登壇） 

○保健福祉課長（宮阪 学君）    それでは、４４ページをお開きください。 

  ３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費、本年度予算８,３０８万６,００

０円でございます。この科目は、認知症や虐待対策できみのネットワーク委員会や民生

児童委員協議会、社会福祉協議会への補助が主なもので、職員人件費では１名の増、ま

た社会福祉協議会への補助が増額となっており、前年度より３８８万３,０００円の増

となってございます。 

  続きまして、４６ページをお開きください。 

  ３款１項３目老人福祉費、本年度予算８,８０１万７,０００円、この科目では、職員

人件費２名分を介護特会一般管理費へ置きかえたため減額となっておりますが、緊急通

報システムや高齢者住宅改修敬老会事業、やすらぎ園補助、老人保護措置費、老人クラ

ブ補助、地域見守り支援事業が主なもので、老人保護措置費では、単価の上昇により増

額、地域サロンを含めた地域見守り支援員の増員、活動用車両の整備、サロンで使用す

る介護予防運動器具の購入が増額となっておりますが、前年度比較では４０２万９,０

００円の減でございます。職員人件費を除き前年度より１,１４４万２,０００円の増と

なってございます。 

  主なものは、７節賃金、集落支援員で２名増員を図ってございます。 

  それから、１１節需用費では、支援員の活動用消耗品、燃料費の増でございます。 

  続きまして、委託料では、敬老会演芸委託料が１１０万円の減でございます。 

  続いて、１４節使用料及び賃借料では、支援員の活動車両の増、機器等の借り上げで

パソコン外部記録機等が増の要因となってございます。 

  それから、１８節備品購入費で８０万６,０００円の増となってございます。これは

施設用備品で運動器具、介護予防器具を予定してございます。事務用備品でパソコン、

カメラでございます。 

  続いて、１９節負担金、補助及び交付金では、１０８万円の増でございます。ただし、

２７年度はサロンは２６年度補正によるもので同額というふうな形になってございます。 

  ２０節扶助費では３３４万８,０００円、措置費の単価が上がったことによります。 

  続きまして、４８ページをお開きください。 

  ３款１項４目障害者福祉費２億５,４２２万５,０００円、この科目では、障害児扶養

手当、自立支援給付費や地域生活支援事業が主なもので、障害手帳の対象とならない方
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に対しデジタルワイヤレス補聴支援システムを備品購入、また給付費では、利用者や利

用頻度が多くなったために前年度より２,９６３万６,０００円の増となってございます。 

  主なものでは、２０節の扶助費で自立支援医療費（更生医療）で増額、それから介護

給付費・訓練等給付費で増額になってございます。 

  続きまして、５０ページをお開きください。 

  ３款１項９目総合福祉センター管理運営費１,６６６万２,０００円、この科目では、

施設の器具修繕やガス安全弁の交換修理、印刷用輪転機のリース料の増、また施設用清

掃機では一括入札のために減額となってございます。前年度より４０万８,０００円の

増となってございます。 

  続きまして、５１ページ下段をお願いいたします。 

  ３款１項１０目長谷毛原健康センター管理運営費５０７万８,０００円、この科目で

は、ボイラー用の重油の下落に伴う減額、プール用塩素ポンプの修繕交換が主な内容と

なっております。前年度より２９万７,０００円の減でございます。 

  続いて、５２ページをお願いいたします。 

  ３款１項１２目介護保険事業費２億４,４４７万８,０００円、この科目では、介護給

付費の町負担分１２.５％、包括２事業分１９.５％、事務費分、低所得者軽減保険料分

が主なもので、一般会計で一括計上していた町職員の人件費を特別会計の業務に応じ明

確化を図るため計上した増額で、前年度より２,４１１万１,０００円の増となってござ

います。 

  続きまして、同じページの下段をお願いいたします。 

  ３款１項１４目臨時福祉給付金給付事業費３,７５４万５,０００円、この科目では、

消費税率引き上げ５％から８％による影響を緩和するため、簡素な給付措置として前回

に引き続き低所得者に対し１人３,０００円、また、２７年度補正で支給されない障害

遺族基礎年金受給者に対し１人３万円を給付するものです。 

  続いて、５３ページをお願いいたします。 

  ３款２項１目児童福祉総務費５６７万７,０００円、この科目では、職員の人件費に

ついては若手職員のための減額であります。また、昨年に引き続き障害児療育等支援ア

ドバイザー相談員による相談回数の増、それからショートステイ、心身障害児通園補助、

町保育所保護者連合会の補助金が主なものです。人件費では、年齢の低い職員のための

減で前年度より３３４万円の減となってございます。 
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  続いて、５５ページをお開きください。 

  ３款２項３目母子福祉費１４万９,０００円、この科目につきましては、母子寡婦福

祉会への補助でございます。 

  続いて、同じページの３款２項４目保育所費２億６０１万５,０００円、この科目で

は、各保育所の運営費でございますが、きみのこども園において、３歳未満児の入所等

により、賄い材料費や調理器具の整備、防犯体制の強化を図る点から緊急通報装置の設

置、また、９月から土曜保育が半日から１日保育とし、支援の充実を図り、前年度より

９６９万４,０００円の増となってございます。 

  主なものでは、５５ページの７節賃金で昨年度より４７４万円の増となってございま

す。給食調理員の１名増、臨時雇用保育士の４名増を図ってございます。 

  それから、１１節需用費では、２５３万９,０００円の増となってございます。修繕

料、賄い材料費の増でございます。 

  続いて、５６ページの工事請負費でございます。これにつきましては、１０８万１,

０００円、緊急通報装置の設置工事分を新規に見込んでございます。 

  続きまして、５８ページをお開きください。 

  ３款２項７目児童手当費８,７８５万円、この科目では、中学校卒業まで満１５歳到

達の３月までの児童に対し月額５,０００円から１万５,０００円が７２４人に支給され

るもので、前年度に比べて児童数が２５人の増を見込みましたが、金額の低い対象児の

ため、ほぼ変わりなく２８万４,０００円の減となってございます。 

  続いて、子育て世帯臨時特例給付事業につきましては、廃目整理でございます。 

  同じく下段の３款３項１目災害救助費、この科目では、一部くみ取り料等の補助がご

ざいますが、科目設定のみでございます。 

  続いて、５９ページをお願いいたします。 

  ４款衛生費、１項保健衛生費、１目保健衛生総務費、この科目の保健福祉課分では、

救急情報システム補助や休日在宅当番医負担金が主なもので昨年並みでございます。 

  続いて、６０ページをお願いいたします。 

  ４款１項２目予防費２,１９８万７,０００円、この科目では、各種予防接種委託料や

助成金が主なもので、新しく１歳から中学生までのインフルエンザ予防接種助成が盛り

込まれております。前年度より１９５万円の減となっておりますが、巡回健診が成人保

健対策費に回ったことや、成人肺炎球菌等の予防接種が少なかったことにより減額でご
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ざいます。 

  主なもので６１ページの１３節委託料では、各種予防接種で３１２万４,０００円の

減となってございます。２７年度の予防接種者の予防接種を多く見込んだためでござい

ます。 

  続いて、２０節扶助費では、子どもインフルエンザで１８０万円の増を見込んでござ

います。 

  続きまして、６１ページでございます。 

  ４款１項３目母子衛生費１,１５８万６,０００円、この科目では、乳幼児の健診、妊

婦健診、発達相談、母子保健推進員活動費、不妊治療助成費が主なもので、不妊治療助

成事業で県の特定不妊治療交付決定者に町より５万円、１０万円を上乗せする事業を新

しく盛り込んでございます。前年度より２４２万２,０００円の増となってございます。 

  続きまして、６３ページをお願いいたします。 

  ４款１項５目成人保健対策費３,７３８万９,０００円、この科目では、各種がん検診

や肝炎ウイルス検診、食生活推進員による事業が主なもので、検診対象者の増及び予防

費より巡回検診分が含まれたことにより昨年度より１４１万１,０００円の増となって

ございます。 

  以上、保健福祉課より３款、４款の説明を終わります。 

（保健福祉課長 宮阪 学君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    住民課長、増谷君。 

（住民課長 増谷守哉君 登壇） 

○保健福祉課長（増谷守哉君）    それでは、３款、４款について住民課関連の予算

について御説明をさせていただきます。 

  予算書の４４ページ、下段をごらんいただきたいと思います。 

  ３款民生費、１項１目社会福祉総務費の中で住民課に関連する主な項目について御説

明させていただきます。 

  次のページをお願いします。中ほどでございます。 

  １９節負担金、補助及び交付金のうち、県人権擁護委員協議会、厚生保護協会及び紀

西保護司会紀美野分会への補助金を計上してございます。前年度と同じ額となってござ

います。 

  その下、２目国民年金事務費でございます。本予算は、国民年金の受付事務に関する
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予算でございまして、１名の職員の人件費、それから事務用品、消耗品など等が主なも

のでございます。本年度７３４万４,０００円、前年度に比較いたしまして４万８,００

０円の増額となってございます。 

  次、予算書４９ページ中ほど下をごらんいただきたいと思います。 

  ３款民生費、１項５目老人医療費でございます。この予算は、６７歳から７０歳未満

の所得制限等の条件を満たした方の医療費助成に関する予算でございまして、前年度よ

り２万円の増額の本年度９万９,０００円を計上してございます。 

  続きまして、次の６目重度心身障害者医療費でございます。本予算は、ある一定以上

の障害のある方に対します医療費助成に関する予算でございます。本年度６,８２３万

５,０００円、前年度比較１,２４９万９,０００円の減額となってございます。 

  主な減額の要因といたしましては、２０節前年度の扶養費、実績ある推計減額と、そ

れから今回の条例の改正に伴う影響を見込んだものでございます。 

  次、５０ページをお願いします。 

  ７目子ども医療費でございます。この予算は、児童に対します医療費助成に関する予

算でございます。本年度２,４９８万６,０００円、前年度比較４４４万４,０００円の

増額でございます。この増額の要因といたしましては、本年度より対象年齢を１８歳ま

で引き上げることに伴い、１３節の委託料において電算システム改修委託料６４万８,

０００円、２０節の扶助費で前年度より３６６万８,０００円増の２,３３５万６,００

０円を計上しているためでございます。 

  その下の８目ひとり親家庭医療費につきましては、ひとり親家庭に対します医療費補

助に関する予算でございまして、本年度９９９万４,０００円、前年度比較１００万７,

０００円の増額となってございます。この主な増額の要因といたしましては、扶助費の

推計増額によるもの、それから、また中に今回の条例の改正による影響も勘案したもの

となってございます。 

  次、５２ページ中ほどをお願いします。 

  １１目国民健康保険事業費でございます。国保特別会計の繰出金の予算でございます。

本年度２億２,８０８万２,０００円で前年度比較１４万円の増額となってございます。 

  次、１３目後期高齢者医療費でございます。後期高齢者医療広域連合会負担金と後期

高齢者医療特別会計への繰出金でございます。本年度予算２億４,９８２万６,０００円、

前年度比較９６７万１,０００円の減額となってございます。これにつきましては、２
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８節の後期高齢者医療特別会計の繰出金の減額に伴うものでございます。 

  次、５９ページをごらんいただきたいと思います。 

  ４款３項１目災害救助費でございます。１９節負担金、補助及び交付金でし尿くみ取

り等補助金５万円を計上させていただいております。これは洪水等で災害を受けられた

方のトイレのくみ取り等について補助するもので１０件分を見込んでございます。前年

度と同じ額でございます。 

  続きまして、６０ページをお願いします。 

  ４款衛生費、１項１目保健衛生総務費でございます。この目の中で住民課に関連する

予算について御説明をさせていただきます。 

  この目の中には、海南市と連携し協力しながら海南海草地域に応じた在宅医療の推進

体制を構築するため在宅医療推進協議会の事業費を計上してございます。 

  ８節報償費に講師等の謝礼金として５万円、在宅医療推進協議会委員９名、延べ１８

名分の委員報償費として１０万８,０００円を計上してございます。 

  １１節需用費の中に消耗品費１１万円、食糧費３,０００円が含まれてございます。 

  在宅医療推進協議会予算については、以上でございます。 

  次、下段、１９節負担金、補助及び交付金で海南海草職員衛生協会への負担金につき

ましては、前年度と同額となってございます。野上厚生病院への交付金４億３,５４２

万２,０００円でございます。これは国から交付される厚生病院に対します交付税をそ

のまま野上厚生病院に支出するものでございます。 

  続きまして、次のページをお願いいたします。 

  ３目母子衛生費でございます。住民課関連といたしましては、未熟児養育医療費扶助

事業の予算といたしまして、ページ一番下の１３節委託料のうち、審査支払委託料１,

０００円、次のページをお願いします。中ほどの２０節扶助費、未熟児養育医療費扶助

といたしまして前年度と同額の９０万円を計上させていただいてございます。 

  その下、４目環境衛生費でございます。環境及び衛生に係る予算でございまして、担

当職員の人件費、五色台広域施設組合に係る負担金、そのほか水道特別会計への繰出金

が主なものでございます。 

  本年度予算９,９０３万円、前年度比較２４３万３,０００円の増額となってございま

す。この増額の要因につきましては、１９節負担金、補助及び交付金のうち、五色台広

域施設組合運営負担金において前年度より３５３万円の減額、２８節繰出金で水道特別
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会計にて前年度より６５９万円の増額によるものでございます。 

  次、６４ページをお願いします。 

  ６目の公害対策費でございます。水質検査委託料と紀ノ川及び貴志川連絡協議会への

負担金が主なものでございます。 

  その下、７目診療諸費でございます。診療所事業特別会計への繰出金の予算でござい

ます。本年度予算２,７９３万２,０００円でございます。全年度比較１８７万１,００

０円の増額となってございます。 

  次のページをお願いします。 

  ４款衛生費、２項１目清掃総務費でございます。海南海草環境衛生施設組合及び紀の

海広域施設組合への負担金が主なものでございます。本年度予算１億７,１９６万８,０

００円、全年度に比較しまして１億４,８８４万１,０００円の減額となってございます。 

  主な減額要因といたしましては、１９節負担金、補助及び交付金のうち、海南海草環

境衛生施設組合の負担金で前年度に比べまして１,９２０万９,０００円減額した７,１

５０万７,０００円となっているものでございます。これは前年度において当組合にお

いて地方の償還金が終了したものによるものでございます。また、紀の海広域施設組合

負担金で前年度より１億２,９５７万１,０００円減額の９,９６６万７,０００円となっ

てございます。これにつきましては、平成２７年度において清掃工場の建設工事が完了

したことに伴うものでございます。 

  続きまして、２目塵芥処理費でございます。ごみ収集処理に関します予算でございま

して、人件費と塵芥処理場施設の維持管理に係る消耗品や各種委託料、工事請負費が主

なものでございます。ことしの３月より紀の海クリーンセンターが本格操業を開始した

ことにより、町のごみの収集体系、予算が大きく変わっているところでございます。本

年度７,３９６万７,０００円、前年度比較３,９６６万８,０００円の減額となってござ

います。 

  主な原因要因につきましては、１３節委託料において、本年度３月からのクリーンセ

ンター操業開始に伴い、従来行っていた海南市への一般ごみ焼却委託、民間業者への資

源ごみリサイクル処理委託及び粗大ごみ処理委託がなくなったことによるものでござい

ます。 

  それでは、以上３款、４款内の住民課関係の説明とさせていただきます。 

（住民課長 増谷守哉君 降壇） 
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○議長（小椋孝一君）    総務学事課長、前田君。 

（総務学事課長 前田勇人君 登壇） 

○総務学事課長（前田勇人君）    それでは、３款で総務学事課関係予算を説明させ

ていただきます。 

  ５４ページをお願いいたします。 

  ３款民生費、２項児童福祉費、２目青少年対策費でございます。これは町民一斉清掃、

児童生徒の登下校の巡回パトロール、声かけ運動、春・秋のハイキング、夏の子どもを

守る運動、社会を明るくする運動など、青少年の健全育成や非行防止活動が主なもので

あります。予算額は１,５６９万８,０００円であり、主な内容は、職員１名の人件費及

び夏まつり等の補助金でございます。夏まつり補助金６６０万円につきましては、まつ

り用ちょうちん、電気配線の経年劣化によります取りかえ費等を含む補助金額となって

ございます。 

  １枚めくっていただきまして、次に５７ページをお願いいたします。 

  ５目児童館運営費でございます。この目は、町内４つの児童館の運営費で、２人の児

童厚生員、４人の児童厚生指導員の報酬とこどもまつりが主なものでございます。料理

教室、読者や遊びの広場等の移動児童館を含む子どものための事業費でございます。予

算額は５８６万４,０００円で、主なものは人件費となってございます。 

  同じく下段の６目学童保育費で予算額は７１１万円でございます。内容としまして、

野上学童、下神野学童保育所の運営費で指導員６名の賃金が主なものでございます。 

  以上が総務学事課関係の予算でございます。 

（総務学事課長 前田勇人君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    建設課長、井村君。 

（建設課長 井村本彦君 登壇） 

○建設課長（井村本彦君）    ６７ページをお願いします。 

  ４款衛生費、２項清掃費、３目し尿処理費でございます。説明資料の６１ページもあ

わせてお願いします。本年度予算１,８８０万６,０００円の予算をお願いするものであ

ります。 

  事業内容は、合併浄化槽普及のための補助金でございます。５人槽で３０基、６から

７人槽で１８基、８から５０人槽で２基、合計５０基を見込んでおります。また、本年

より単独浄化槽の撤去補助金を各槽につきまして１基ずつ見込んでおります。このこと
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によりまして昨年より２７万５,０００円の増額となっております。 

  以上、簡単ですが、よろしくお願いいたします。 

（建設課長 井村本彦君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    次に、第５款から第６款について説明を願います。 

  産業課長、大窪君。 

（産業課長 大窪茂男君 登壇） 

○産業課長（大窪茂男君）    それでは、５款、６款の産業課所管の予算について御

説明をさせていただきます。 

  予算書６７ページをお願いいたします。 

  ５款農林水産業費、１項１目農業委員会費でございます。本年度１,７２２万１,００

０円は、農業委員会及び農業者年金業務に係る経費でございます。職員給与、委員報酬、

事務に係る必要経費が主なものでございます。選挙による委員１名の欠員による減額と

なってございます。 

  ６８ページをお願いいたします。 

  ２目農業総務費、本年度２,３６４万１,０００円は、農業全般に係る経費でございま

す。内容は、職員給与、事務に係る必要経費と農業関係団体への負担金、補助金でござ

います。前年度比２,３７７万３,０００円の減額となってございますが、これにつきま

しては一般職員の退職者２名及び人件費によります減額でございます。 

  ６９ページから７０ページをお願いいたします。 

  ３目の農業振興費でございます。本年度８,３７７万３,０００円は、農業の振興に関

する全般に係る経費、また農業関係施設である産品加工所、高齢者創作館雨山の郷公園

の管理運営に係る経費並びに農業経営支援事業、中山間地域直接支払交付金事業、農作

物鳥獣害防止総合対策事業補助金に係る経費でございます。 

  主要な事業といたしまして、１６節原材料費の鳥獣害防止総合対策事業用材料費９１

０万円、１９節負担金、補助及び交付金の町農業経営支援事業補助金８００万円、中山

間地域直接支払交付金事業３,１３０万１,０００円、農作物鳥獣害防止総合対策事業補

助金９３３万７,０００円、青年就農給付金事業給付金１,４２５万円、多面的機能支払

交付金業２０６万３,０００円を計上してございます。 

  ７４ページをお願いいたします。 

  ５款２項１目林業総務費でございます。本年度７７８万９,０００円は、林業関係全
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般に係る経費でございます。 

  内容については、職員給与、関係団体への負担金、補助金が主なものでございます。

前年度比１,５８４万８,０００円の減額となってございますが、これにつきましては一

般職員の人件費での減額でございます。 

  ７５ページをお願いいたします。 

  ５款３項１目水産業振興費、本年度３０５万円は、貴志川漁協に関する経費でござい

ます。アユの放流とアマゴの放流に伴う補助金で前年と同額となってございます。 

  ７６から７７ページをお願いいたします。 

  ５款４項１目山村振興総務費、本年度予算額９,０４４万６,０００円のうち、１９節

負担金、補助及び交付金の紀の国ふるさとづくり協議会１万円、農林商工まつり実行委

員会１３０万円、きみの婚活支援事業補助金５０万円、県山村振興対策協議会６万４,

０００円の各種団体への補助金が産業課の所管するものでございます。 

  ７８ページをお願いします。 

  ６款商工費、１項１目商工振興費、本年度２,１３０万３,０００円、紀美野町商工会、

シルバー人材センターへの団体補助金が主な経費となってございます。前年度比１７４

万８,０００円の減額となってございますが、これにつきましては商工会補助金の減額

が主なものでございます。 

  ７８ページから７９ページをお願いします。 

  ２目観光費、本年度２,６７６万４,０００円でございます。観光施設の維持管理と観

光推進等の事業に関する経費でございます。 

  主要なものといたしまして、１３節委託料で生石高原山の家の指定管理委託料２４６

万９,０００円及び山の家おいし等整備工事設計管理委託料１６０万５,０００円です。 

  １５節工事請負費の１,６３６万６,０００円は、山の家おいし等整備工事で屋根の吹

きかえ、外部壁の塗装、内部トイレの改修費でございます。 

  １８節備品購入費９０万円につきましては、山の家おいしの食券販売機及び冷蔵庫の

購入費でございます。 

  以上、産業課所管の予算説明とさせていただきます。 

（産業課長 大窪茂男君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    建設課長、井村君。 

（建設課長 井村本彦君 登壇） 
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○建設課長（井村本彦君）    それでは、７０ページから７１ページをお願いします。 

  ５款１項４目耕地総務費です。説明資料は６４ページから６５ページをお願いします。 

  本年度予算１億２５９万４,０００円の予算計上としております。前年度より１,８８

１万５,０００円の増額となっております。主には山畑農免の負担金等の増でございま

す。主なものは、２節、３節、４節で職員３人分の給料や手当でございます。 

  １９節負担金、補助及び交付金では、主に県営農免道路の山畑２期地区の負担金とし

て６,０００万円でございます。本年度は３億６,０００万円の工事費を計画していただ

いております。 

  ２８節繰出金１,８６５万３,０００円ですが、農業集落排水特別会計への繰出金でご

ざいます。 

  続きまして、７１ページ下段をお願いします。 

  ５目農業用施設維持費です。説明資料は６５ページをお願いします。本年度８００万

円を予算計上しております。前年度より２００万円の増額となっております。 

  事業内容は、１５節工事請負費で農道や用水路等の補修工事費として５００万円をお

願いするものであります。 

  １６節原材料費として農道舗装の生コンクリートやＵ字溝、用水路用のパイプの支給

費として予算３００万円を計上しております。 

  続きまして、７２ページをお願いします。 

  ６目地籍調査事業費です。説明資料は６５ページから６７ページをお願いします。本

年度予算１億３９９万８,０００円の予算計上としております。前年度より４４９万２,

０００円の増額となっております。 

  事業実施地区につきましては、中の一部、菅沢、田の一部、谷の一部、滝ノ川の一部、

毛原下の一部、明添の一部、松ケ峯の一部、合計３.８４キロ平方メートルでございま

す。 

  予算の内容ですが、１節で報酬といたしまして地籍調査推進員の２００万円を計上し

ております。 

  ２、３、４節で職員４名分の給料や諸手当を計上しております。 

  ７節で臨時職員の賃金２４６万円を計上しております。 

  次に、７３ページをお願いします。 

  １３節委託料で６,６９６万円を計上しております。これにつきましては、事業実施
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地区内を３班で行ううちの２班について外注発注する業務に係るものでございます。 

  １４節使用料及び賃借料で地籍支援システム等の借り上げ等で２７７万円をお願いす

るものでございます。 

  １９節負担金、補助及び交付金につきましては、各協会の会費８万３,０００円を計

上させていただいております。 

  ２２節調査に伴う損失補償費として１万円を計上させていただいております。 

  続きまして、７３ページ下段から７４ページをお願いします。 

  ７目農業体質強化基盤整備促進事業費です。説明資料は６７ページ下段をお願します。

本年度予算４,８７４万円を計上しております。前年度より１,２９１万８,０００円の

増額となります。 

  この事業につきましては、用水路等の老朽化により取水等が困難となっている施設の

改修や整備を図るための事業でございます。 

  ２節、３節、４節で職員１名分の給料や手当でございます。 

  １３節委託料で福田湯水路、柿ノ戸水路、庄の本水路、樫河用水路の測量委託料とし

て１,５００万８,０００円を計上しております。 

  １５節工事請負費で福田湯水路、柿ノ戸水路、松瀬湯水路、庄の本水路、樫河用水路

の整備工事費として２,５０１万円をお願いするものでございます。 

  次、７５ページをお願いします。 

  ５款２項２目林道維持費です。説明資料は６８ページをお願いします。本年度予算６

７６万５,０００円の予算計上としております。前年度より６０万６,０００円の減額と

なっております。 

  事業内容の主なものは、７節賃金で切り取り法面等の崩土の取り除きや、側溝、畝の

整備等に係る作業員の賃金２６６万２,０００円と、１３節の委託料で草刈り等につい

て、旧野上管内の林道２路線で２３万９,０００円を計上しております。 

  次に、節の工事請負費で林道の維持補修工事に係る予算３００万円と、１６節の原材

料費でアスファルト補修用のレミファルトや冬場の路面凍結防止の予算として２５万円

をお願いするものでございます。 

  以上、説明とさせていただきます。 

（建設課長 井村本彦君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    まちづくり課長、西岡君。 
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（まちづくり課長 西岡靖倫君 登壇） 

○まちづくり課長（西岡靖倫君）    それでは、５款のまちづくり課所管の予算につ

いて御説明させていただきます。 

  ７６ページから７７ページをお願いします。 

  ５款農林水産業費、４項１目山村振興総務費でございます。本年度予算額９,０４４

万６,０００円は、職員給与、紀美野町地域おこし協力隊員及び集落支援員全般に係る

必要経費及びまちづくり関係団体への補助金が主なものでございます。前年度対比５,

６４２万９,０００円の増額になっていますが、これにつきましては、一般職員の人件

費４名と地域おこし協力隊の新規募集予定の隊員の活動費でございます。 

  説明資料は６９ページ、７０ページをよろしくお願いします。 

  以上、まちづくり課所管の予算説明とさせていただきます。 

（まちづくり課長 西岡靖倫君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    次に、第７款から第８款について説明を願います。 

  建設課長、井村君。 

（建設課長 井村本彦君 登壇） 

○建設課長（井村本彦君）    それでは、８０から８１ページをお願いします。説明

資料は７３ページをお願いいたします。 

  ７款土木費、１項土木管理費、１目土木総務費でございます。本年度予算２,２３７

万９,０００円を予算計上させていただいております。前年度より２４７万１,０００円

の減額となっておりますが、これは人件費の減によるものでございます。 

  主な内容ですが、２節、３節、４節で職員３人分の給料や手当でございます。 

  １３節委託料で土木積算システムの保守業務として９９万８,０００円の予算と１４

節に使用料及び賃借料で道路敷２路線分の借地料や土木積算システム借上料等で９３万

４,０００円をお願いするものでございます。 

  １９節各種協議会の分担金や負担金として７６万７,０００円をお願いするものであ

ります。 

  続きまして、８１ページ下段から８２ページをお願いします。 

  ７款２項１目道路橋りょう維持費です。説明資料は７４ページをお願いします。本年

度予算４,４０４万３,０００円を予算計上しております。昨年より１０５万７,０００

円の減額となってございます。 
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  主なものは、７節賃金で町道の維持管理作業による崩土や土砂の取り除き等に係る作

業員の賃金として２６６万２,０００円をお願いするものであります。 

  ８２ページをお願いします。 

  １３節委託料で１３１万７,０００円の予算計上しております。町道の草刈り料や町

道の維持工事に伴う測量委託費でございます。 

  １４節使用料及び賃借料で維持管理作業に伴う小型機械借上として３０万円をお願い

しております。 

  次に、１５節町道の補修及び舗装生活関連工事として３,０００万円と、１６節に維

持補修に必要な生コンクリート、レミファルト、路面凍結防止材等の原材料として４０

０万円を計上させていただいております。 

  続きまして、８２ページ下段で２目道路橋りょう新設改良費です。説明資料は７４ペ

ージから７５ページをお願いします。本年度予算３億１,８４７万１,０００円を予算計

上しております。前年度より１億５,３９９万９,０００円の増額となっております。 

  予算の内容ですが、２、３、４節で職員３名分の給料や諸手当を予算計上しておりま

す。 

  次に、８３ページの１３節委託料で３,７７２万円を計上しております。これにつき

ましては、平中通り２号線建物鑑定委託料及び町道３路線や７カ所のトンネル点検委託

及び橋りょう修理に伴う２橋分の測量設計業務に係るものでございます。 

  １５節工事請負費で２億３６１万円を計上しております。前年に比べて８,１４９万

円の増額となっておりますが、主に河川改修工事等の進捗を早める及び町道境谷１号線

と町道三ツ谷線の改良工事を実施するために増額をしたものでございます。 

  次に、８４ページをお願いします。 

  １７節の公有財産購入費で１,５３０万円を計上しております。主に平中通り２号線

の県道側付近の用地買収を行うものでございます。 

  １８節備品購入費で公用車１台の購入費として１４６万８,０００円を計上しており

ます。 

  ２２節補償、補填及び賠償金で、主に平中通り２号線の物件補償費として３,８５０

万円を計上しております。 

  続きまして、８５ページをお願いします。 

  ７款４項１目公園費です。説明資料は７６から７７ページをお願いします。本年度予
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算２０７万５,０００円を予算計上しております。昨年より３４１万９,０００円の減額

となっております。 

  事業内容につきましては、１２節役務費で浄化槽法定点検及び水槽手数料等で３９万

円、それから１３節委託料でトイレの清掃管理で５万７,０００円を予算計上しており

ます。 

  １５節工事請負費で昨年度の整備工事に続き、トイレ東側のフェンス等を設置して１

５０万円をお願いするものでございます。 

  続きまして、８６から８７ページをお願いします。 

  ７款５項１目建設残土処理費です。説明資料は７６から７７ページをお願いします。

本年度予算２,４２３万８,０００円を予算計上しております。前年度より２７７万５,

０００円の減額となっております。 

  事業内容としては、海南市、紀美野町内那賀振興局管内で主に公共事業の工事から発

生する残土を適正に処理し、公共工事の円滑な運営に資することを目的としております。 

  予算内容の主なものは、２節、３節、４節で職員１名の給料や諸手当を計上しており

ます。 

  １３節委託料で受け入れた建設残土の敷きならしや転圧をしていただく作業や、管理

棟で搬入車両の重量の計測や伝票処理、また搬入路の防塵のための散水作業等で１,４

６１万１,０００円を計上しております。 

  次に、１５節工事請負費については、１００万円を計上しております。処理場内の盛

土の量に伴う縦排水口等の工事を計画しております。 

  以上、簡単ですが、建設課所管の予算の説明とさせていただきます。 

（建設課長 井村本彦君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    企画管財課長、中谷君。 

（企画管財課長 中谷嘉夫君 登壇） 

○企画管財課長（中谷嘉夫君）    それでは、８４ページをごらんください。 

  第７款土木費、３項住宅費、１目住宅管理費でございます。本年度予算は５,１６５

万８,０００円、前年度比に比べまして１,２００万７,０００円の減額となっておりま

す。これにつきましては、主なものといたしまして、町営住宅長寿命化改修工事が２カ

所であったのが１カ所になったことの減額でございます。 

  １目の住宅管理費、１１節の需用費で修繕料３００万円を計上していただいています
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が、これにつきましては町営住宅設備の修繕費用でございます。 

  次に、８５ページをお願いいたします。 

  １３節委託料で耐震診断調査業務委託料３００万円、町営住宅長寿命化改修工事設計

管理委託料１９８万８,０００円を計上しております。 

  １５節工事請負費、町営住宅長寿命化改修工事２,１００万円を計上しております。

本年度は１団地の屋根防水改修工事を予定しております。このための委託料及び工事費

でございます。 

  １４節の使用料及び賃借料で借地料として５０８万８,０００円を計上しております

が、これは町営住宅１４団地等の借地料でございます。 

  以上、簡単でございますが、説明とさせていただきます。 

（企画管財課長 中谷嘉夫君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    消防長、家本君。 

（消防長 家本 宏君 登壇） 

○消防長（家本 宏君）    それでは、平成２８年度紀美野町予算書８７ページから

９２ページまでの８款消防費、１項消防費、１目常備消防費と２目非常備消防費、３目

水防費について、前年度と比較しながら主立ったもののみ御説明をさせていただきます。 

  説明資料につきましては、７８ページから８４ページとなります。 

  ８７ページをお開きください。 

  １目常備消防費でありますが、３,４７２万５,０００増額の３億６,０６４万５,００

０円でございます。 

  ３節職員手当等が３０６万３,０００円増額の１億１,９６０万９,０００円でありま

すが、本年度はポンプ操法訓練が開催されるため、それに関連する経費が増額の主な要

因でございます。 

  次に、９節旅費は８５万９,０００円でございます。今年度も消防大学校、和歌山県

消防学校、神戸市消防学校への入校経費を計上させていただくとともに、京都で開催さ

れます急流河川での水難救助研修に要する経費と、隔年に行う分団長研修に伴う経費、

加えて救急救命士の気管挿管病院実習に伴う経費を計上させていただきました。 

  ８８ページをお開きください。 

  １１節需用費が６０万８,０００円減額の９６１万９,０００円でございます。電気料

金の安定化と複合ガス検知器を平成２８年度からリース契約の変更をする予定であるこ
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とから、毎年必要でありました部品交換費用が不要となったためでございます。 

  次に、１２節役務費でありますが、１０８万９,０００円減額の２４６万２,０００円

でございます。指令強度に係る回線使用料の減額と、空気ボンベや酸素ボンベの保安検

査対象本数の減少が主な要因でございます。 

  次に、１３節委託料が６１万４,０００円でございます。Ｂ型肝炎ワクチン接種委託

料は２１万１,０００円の減額ですが、新たに救急救命士気管挿管実習委託料３０万円

を計上させていただきました。 

  ８９ページをごらんください。 

  １４節使用料及び賃借料でありますが、２３２万３,０００円でございます。先ほど

１１節需用費でも御説明いたしましたが、新たに複合ガス検知器リース料を計上させて

いただきました。 

  本年度は１５節工事費に関しては、予算の計上はございません。 

  次に、１８節備品購入費ですが、４,００２万８,０００円増額の４,５１１万５,００

０円でございます。平成８年度に導入しました高規格救急自動車の更新経費３,９６２

万円が増額の主な要因でございます。 

  次に、１９節負担金、補助及び交付金１,０８５万４,０００円ですが、平成２８年度

から指令システムの保守委託料が必要となることから、消防通信事務協議会負担金が４

６４万３,０００円の増額となります。しかしながら、消防救急無線デジタル整備推進

協議会負担金につきましては、整備事業が完了したことに伴い整備費が不要となり、９

８８万３,０００円の減額となるため、結果的に５０５万４,０００円の減額でございま

す。 

  ９０ページをお開きください。 

  ２目非常備消防費でありますが、１,１７７万６,０００円増額の１億４０８万円でご

ざいます。 

  ８節報償費が６７万６,０００円増額の２,００８万７,０００円、９節旅費が３０万

３,０００円増額の３０万９,０００円、１１節需用費が４６万６,０００円増額の３１

６万６,０００円となってございます。これらの増額の主な要因ですが、平成２８年度

開催予定のポンプ操法大会と分団長研修に伴うものでございます。 

  ９１ページをごらんください。１３節委託料は２９８万６,０００円であります。消

防訓練初め式の放水訓練場所整地委託料と、第１０分団消防格納庫新築設計管理委託料
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でございます。 

  １４節使用料及び賃借料は６１万３,０００円でありますが、自動車借上料２９万６,

０００円は、ポンプ操法大会と分団長研修に伴うもの、また施設入館料２万円は、分団

長研修に伴うものでございます。 

  次に、１５節工事請負費は１,０７２万５,０００円増額の３,５００万円であります

が、第１０分団消防格納庫新築に要する経費でございます。 

  次に、１８節備品購入費は１４８万４,０００円減額の１,２４４万２,０００円でご

ざいます。消防団を中核とした地域防災力の充実強化に関する法律の施行に伴いまして、

昨年度から計画的に整備をしています油圧切断機等の救助機具１６５万９,５００円と

ＬＥＤヘッドライト等の安全装備品１１４万７,９５４円、さらにはポンプ操法大会出

動に伴う備品８３万３,２２０円、小型動力ポンプ積載車６５８万２,２７６円、団員用

活動服１０５万３,０００円等が主な物品でございます。 

  次に、３目水防費ですが、昨年度より２万６,０００円減額の１１万８,０００円でご

ざいます。 

  １１節需用費は、土のう袋２００袋分の経費であります。 

  ９２ページをお開きください。 

  １６節原材料費４万円は、砂の購入経費、１８節備品購入費６万円は、ブルーシート

関東ジョレンの購入経費でございます。 

  以上、簡単でございますが、御説明とさせていただきます。 

（消防長 家本 宏君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    次に、第９款から最後まで説明を願います。 

  総務学事課長、前田君。 

（総務学事課長 前田勇人君 登壇） 

○総務学事課長（前田勇人君）    それでは、９２ページをお願いいたします。 

  ９款教育費、１項教育総務費、１目教育委員会費でございます。この目は、教育委員

４名の報酬が主なものでございます。予算額は前年度と同額の１１６万５,０００円で

ございます。 

  次に、２目事務局費でございます。この目は、教育長及び総務学事課職員７名の人件

費の主なもので、予算額は７,４１９万７,０００円でございます。前年比較２,８２３

万３,０００円の増額は、主に人件費で職員３名分の増額によるものでございます。 
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  ９３ページ下段から９６ページにかけまして、３目教育諸費でございます。この目は、

学校教育支援員や学校相談員、外国人指導助手ＡＬＴの費用や児童生徒、教職員の検診

等、またスクールバス運行費用等、小中学校の共通部分の運営費や各種補助金等が主な

ものでございます。２８年度では、外国語活動を充実させるため、ＡＬＴを２名から３

名にふやした費用を含む予算額は４,６６０万円を計上してございます。 

  次に、９６ページ下段、２項小学校費、１目学校管理費でございます。この目は、主

に４つの小学校の管理費で児童数は昨年度より１５人少ない２７０人となる見込みでご

ざいます。予算額は７,０８２万９,０００円で、主なものは、学校給食に係る人件費と

需用費等学校管理費でございます。前年度比較３,３２６万５,０００円減額につきまし

ては、主に小川小学校、下神野小学校の体育館つり天井落下対策工事終了によるもので

ございます。 

  また１５節工事請負費１０８万３,０００円でございますが、子どもの安全対策の１

つとして町内４つの小学校に緊急通報装置を設置するための工事費でございます。 

  次に、９８ページ下段、２目教育振興費でございます。この目は、児童の就学援助等

保護者負担の軽減や教材の充実を図るものでございます。前年度比較３４７万７,００

０円減額は、教材備品で教師用教科書及び指導書の改訂に伴う購入費の減によるもので、

本年度予算額は５４８万３,０００円となってございます。 

  次に、９９ページ、３項中学校費、１目学校管理費ございます。この目は、３つの中

学校の管理費で中学校の生徒数は昨年度より１０人少ない１９０人となる見込みでござ

います。予算額は１,９６７万１,０００円で、主なものは、人件費と需用費と学校管理

費でございます。 

  １枚めくっていただきまして、１００ページをお願いいたします。 

  ２目教育振興費でございます。この目は、生徒の就学援助等保護者負担の軽減や教材

の充実を図るものでございます。昨年度１８７万７,０００円の増額は、主に教科書の

訂正に伴い、教師用教科書及び指導書の購入費で予算額は８１７万３,０００円となっ

てございます。 

  ２枚めくっていただきまして、１０４ページ下段でございます。 

  ４項社会教育費、５目文化財保護費で予算額は前年度と同額の１３万４,０００円で

ございます。この目は、文化財審議会委員の報酬と文化財保護の補助金等が主なもので

ございます。 
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  以上、簡単でございますが、説明とさせていただきます。 

（総務学事課長 前田勇人君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    生涯学習課長、岩田君。 

（生涯学習課長 岩田貞二君 登壇） 

○生涯学習課長（岩田貞二君）    生涯学習課の予算について説明させていただきま

す。 

  １００ページ下段をお願いいたします。 

  ９款教育費、４項社会教育費、１目社会教育総務費でございます。本年度２,４９９

万１,０００円ということで１,８２４万７,０００円の減となっております。職員の退

職２名による減でございます。 

  １節報酬では、社会教育委員１０名と社会教育指導委員１名の報酬でございます。 

  ２節、３節、４節については、職員の給与、職員の手当等４名の分でございます。 

  １０１ページをお願いします。 

  生涯学習振興費です。予算額３４７万６,０００円、１３２万６,０００円の減でござ

います。 

  ８節の報償費では、各種団体への講師の謝礼、また町吹奏楽への報酬となっておりま

す。 

  １３節委託料では、昨年度合併１０周年記念イベントとして２００万円を計上してお

りましたが、今回、例年どおりの４０万円ということで減額になっております。 

  １９節では、文化協会、文化祭、地区公民館の展示会などの補助等の費用でございま

す。 

  同じく同ページの３目の公民館費です。３,９２０万９,０００円でございます。前年

より１,９６３万１,０００円の増でございます。 

  主なものとして、１節では、報償費３７１万６,０００円、公民館長２名、公民館主

事３名の費用です。 

  それから、１３節で１,３９２万５,０００円の一番下段、中央公民館空調設備改修工

事設計業務委託料１,０００万円でございます。昭和５７年に開館し、空調設備も老朽

化してまいりましたのでこの改修を行っていきたいと考えています。 

  １５節、工事請負費１,０１５万４,０００円、中央公民館電気室改修工事でございま

す。これについても老朽化に伴って変圧器、開閉器などが老朽化してまいりましたので
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事故等のないように改修していきたいと考えています。 

  同じページの一番下段の人権教育費です。１,０７１万７,０００円の計上です。 

  １３節で人権委託料ということで人権啓発活動の委託料を１８６万７,０００円の計

上でございます。講演、講習会、人権啓発活動などを実施していきたいと考えておりま

す。 

  １０４ページの最下段であります放課後子ども総合プラン事業費１３５万３,０００

円で４６万３,０００円の増でございます。これについては、新たな事業として、子ど

もの居場所づくり推進事業ということで８節の報償費の中に５４万円を計上しておりま

す。学力の向上、コミュニケーションづくりなどといった学校で習った授業などを補習

しながら居場所づくりをつくっていくという事業で、国・県の１００％補助になります。 

  続いて、１０５ページの中段のみさと天文台管理運営費でございます。２,５３０万

１,０００円の計上です。前年度より１,４１９万２,０００円の減でございます。前年

においては、空調設備等の工事があり、それが今回はなくなったということで減額にな

っています。それと職員の１名減ということが主な原因でございます。 

  天文台では、２６年度に双子座流星群といったようなイベント等やりながら多くのイ

ベントを開催しておりますので、今後とも委託職員等の費用が少しずつ上がっているか

と思います。 

  １０６ページ、セミナーハウス未来塾管理運営費でございます。３３０万６,０００

円で同額でございます。 

  １１節需用費、修繕で食堂付近とトイレ付近で雨漏りがしておりますので、その修繕

費１５万円を計上しております。委託料は前年度と同じく３０８万６,０００円という

ことで計上させていただいております。 

  同ページの下段の文化センター管理運営費でございます。１,７９９万５,０００円、

１６１万円の増額です。文化センターの管理運営につきましては、１節では、報償費と

いうことで運営委員の報酬ということになっております。 

  ７節では、臨時職員、図書司書、臨時職員１名の費用でございます。 

  それから、１１節需用費で、１０７ページの１１節の下段になります修繕費１４３万

３,０００円は、スタインウェイのピアノの修繕ということで計上させていただいてお

ります。ピアノのハンマー部分の損耗が激しくて修理しなくてはならなくなってまいり

ました。ということで１１３万３,０００円を計上させていただいております。 
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  続いて、１０７ページの下段の真国区民センター管理運営費でございます。１７９万

１,０００円、７万１,０００円の減額ということであります。 

  ７節では、賃金で夜間の開放等の賃金になります。 

  ７節からは施設管理運営に係る費用ということで御理解賜りたいと思います。 

  １１目自然体験世代交流センター管理運営費でございます。 

  ７節では、賃金ということで臨時職員１名の費用でございます。 

  １２、１３節については、施設の管理に関する費用ということであります。 

  １０９ページ、中ほどの９款５項１目保健体育総務費でございます。 

  ２節、３節、４節については、給料等で３名の費用ということであります。 

  １０９ページの１９節負担金、補助及び交付金では４６５万１,０００円の計上でご

ざいます。スポーツ少年団、ジュニア駅伝、ふれあいマラソン、パークゴルフ、ゲート

ボール等の補助金負担でございます。ジュニア駅伝では、今年度は７位入賞ということ

で結果が出ています。それと、ふれあいマラソンでは、１,１５４名の参加があって多

くのボランティアのお手伝いを得て開催されました。 

  １１０ページの中ほどの２目体育施設管理運営費でございます。２,１１２万９,００

０円、３６９万１,０００円の減額でございます。スポーツ公園、農村センター、武道

館、その他体育施設の管理運営に係る費用でございます。 

  ７節の賃金では、農村センターの運営管理に係る８４万円を計上しております。 

  １３節の５行目、施設管理委託料５６１万１,０００円、前年度は３００万７,０００

円でありましたが、７節の賃金から節替えしている部分をスポーツ公園の管理がここへ

来ているということで御理解賜りたいと思います。 

  それから、１１１ページの１５節工事請負費で防犯灯設置工事１５万９,０００円で

ございます。これはスポーツ公園周辺にあります遊歩道の中で一部暗いところがあると

いうことで、そこに照明をつけるということで１５万９,０００円を計上させていただ

いております。 

  以上、簡単でございますが、生涯学習課事業の説明とさせていただきます。 

（生涯学習課長 岩田貞二君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    建設課長、井村君。 

（建設課長 井村本彦君 登壇） 

○建設課長（井村本彦君）    １１１ページから１１２ページ上段をお願いします。 
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  災害復旧費でございます。１０款１項公共土木施設災害復旧費です。本年度予算１２

万円を予算計上しております。この科目については、災害に備えての科目設定でござい

ます。 

  同じく１０款２項１目農地農業用施設災害復旧費と２目林業施設災害復旧費について

も、災害に備えての科目設定でございます。 

  以上、簡単でございますが、予算の説明とさせていただきます。 

（建設課長 井村本彦君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    総務課長、牛居君。 

（総務課長 牛居秀行君 登壇） 

○総務課長（牛居秀行君）    予算書の１１２ページをごらんください。 

  １１款公債費、１項１目の元金で７,９４２万７,０００円増額の１１億２,５９２万

１,０００円の計上でございます。 

  ２目の利子では、１,４８１万３,０００円減額の８,６４３万６,０００円の計上とな

ってございます。 

  次に、１２款諸支出金でありますが、この１２款につきましては、主に基金費の利子

の積立金の計上でございます。 

  １項１目の財政調整基金費で１６万９,０００円減額の１３９万２,０００円、２目の

減債基金費で１万５,０００円減額の３万円、３目のふるさと創生基金費で２,０００円

減額の２,０００円、４目の土地開発基金費では１万９,０００円減額の３万８,０００

円、５目の河川浄化推進事業基金基金費では１万１,０００円減額の１万１,０００の計

上、１１３ページをごらんください。６目の美里の湯かじか荘基金費では前年度と同額

の１,０００円の計上、７目の上芝貞雄文化・教育振興基金費では１万９,０００円減額

の３万５,０００円の計上、８目の地上デジタル放送中継施設基金費では１６万７,００

０円減額の１０万５,０００円の計上、９目の合併振興基金費では１億７,６８０万９,

０００円減額の１０９万９,０００円の計上、１０目のふるさとまちづくり応援基金費

では１,０００円減額の１０万３,０００円の計上、１１目の福祉基金費では６,０００

円減額の１万２,０００円の計上、１２目の瀬藤基金費では６,０００円減額の５,００

０円の計上、１３目の中山間ふるさと水と保全基金積立金では１万円減額の２万円の計

上となってございます。 

  １１４ページをごらんください。 
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  １３款予備費、１項１目の予備費につきましては、前年度と同額の１,０００万円の

計上となってございます。 

  なお、１１５ページから１１９ページにかけましては給与明細書、１２０ページには

地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末における現在高の見

込みに関する調書、１２１ページには債務負担行為に関する調書を添付してございます

ので、御高覧賜りたいと存じます。 

  それでは、７ページに戻っていただきたいと存じます。 

  第２表 地方債でございます。 

  起債の目的の欄の一般単独事業債では限度額を２億４,３８０万円とし、辺地対策事

業債では限度額を３,８９０万円に、過疎対策事業債では限度額を３億１７０万円に、

臨時財政対策債では限度額を２億１,０００万円とし、合計で７億９,４４０万円の限度

額の設定をお願いするものでございます。 

  起債の方法につきましては、普通貸借又は証券発行となってございます。 

  利率につきましては、３.６％以内、ただし、利率見直し方式で借り入れる政府資金

及び地方公共団体金融機構資金について、利率の見直しを行った後においては、当該見

直し後の利率となります。 

  償還の方法につきましては、政府資金については、その融資条件により、銀行、その

他の場合には、その債権者と協定するものによる。ただし、町財政の都合により据置期

間及び償還期限を短縮し、又は繰上償還もしくは低利に借りかえすることができるとす

るものでございます。 

  以上、簡単でございますが、平成２８年度一般会計当初予算における総務課の説明と

いたします。 

（総務課長 牛居秀行君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    以上で説明が終わりましたが、説明漏れ等ございませんか。 

（「なし」の声あり） 

○議長（小椋孝一君）    しばらく休憩します。 

 休 憩 

（午後４時２７分） 

――――――――――――――――――― 

 再 開 
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○議長（小椋孝一君）    休憩前に引き続き会議を開きます。 

（午後４時４４分） 

○議長（小椋孝一君）    本日の会議時間は、議事の進行の都合により延長したいと

思います。 

◎日程第３８ 議案第３５号 平成２８年度紀美野町国民健康保険事業特別会計予算につ 

              いて 

◎日程第３９ 議案第３６号 平成２８年度紀美野町国民健康保険診療所事業特別会計予 

              算について 

◎日程第４０ 議案第３７号 平成２８年度紀美野町後期高齢者医療特別会計予算るつい 

              て 

○議長（小椋孝一君）    日程第３８、議案第３５号、平成２８年度紀美野町国民健

康保険事業特別会計予算について、日程第３９、議案第３６号、平成２８年度紀美野町

国民健康保険診療所事業特別会計予算について及び日程第４０、議案第３７号、平成２

８年度紀美野町後期高齢者医療特別会計予算について一括議題とします。 

  説明を願います。住民課長、増谷君。 

（住民課長 増谷守哉君 登壇） 

○住民課長（増谷守哉君）    それでは、１２３ページをごらんいただきたいと思い

ます。 

  議案第３５号、平成２８年度紀美野町国民健康保険事業特別会計予算。 

  平成２８年度紀美野町の国民健康保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。 

  （歳入歳出予算） 

  第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１７億７,９９６万４,０００円と

定める。 

  ２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予

算」による。 

  （歳出予算の流用） 

  第２条、地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費

の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

  １号、保険給付費の各項に計上された予算額に過不足を生じた場合における同一款内
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でこれらの経費の各項の間の流用。 

                  平成２８年３月１日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  １２９ページをごらんいただきたいと思います。 

  歳入でございます。 

  １款国民健康保険税、１項１目一般被保険者国民健康保険税でございます。本年度２

億７０６万６,０００円、前年度より１,８５９万９,０００円の減額となってございま

す。 

  ２目退職被保険者等国民健康保険税、本年度１,９０１万３,０００円、前年度比較８

００万１,０００円の減額となってございます。 

  次のページをごらんください。国保税の合計といたしましては、本年度２億２,６０

７万９,０００円、前年度より２,６６０万円の減額となってございます。この減額の主

な要因といたしましては、被保険者数の減少が主な要因となってございます。 

  ２款使用料及び手数料、１項１目督促手数料につきましては、前年度と同額の１,０

００円を計上してございます。 

  ３款国庫支出金、１項１目療養給付費等負担金でございます。本年度２億２,２７３

万９,０００円で前年度より２,８３３万１,０００円の減額となってございます。 

  ２目高額医療費共同事業負担金、これは高額医療費共同事業の費用に充てるための国

から交付されるものでございます。本年度１,３４０万７,０００円で前年度より２９４

万４,０００円の増額でございます。 

  次、３目特定健康診査等負担金につきましては、特定健康診査等に係る費用の一部を

国が負担するものでございます。本年度１６８万８,０００円、前年度より１５万７,０

００円の増額となってございます。 

  ３款国庫支出金、２項１目財政調整交付金で本年度９,６５６万円で前年度比較３５

３万２,０００円の増額となってございます。この内訳といたしましては、１節で普通

調整交付金で前年度より５０万円減額の８,６００万円、２節で特別調整交付金で野上

厚生病院健康管理事業で前年度より１０万円減額の８０万円、へき地直営診療所運営費

補助で前年度より５２１万円増の８９６万円、その他で前年度より１０７万８,０００

円減額の８０万円となっているためでございます。 

  １目１項療養給付費等交付金、これにつきましては、退職者医療制度の実施に必要な

財源としてその一部を支払基金から交付されるものでございます。本年度５,５２３万
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３,０００円で前年度より３,７１６万３,０００円の減額となってございます。これに

つきましては、１節現年度分で前年度より３,７１６万３,０００円減額しているもので

ございます。 

  次のページをお願いします。 

  ５款前期高齢者交付金、１項１目前期高齢者交付金でございます。７５歳未満の加入

者数に応じて前期高齢者医療費を負担するよう財政調整を行うため診療報酬支払基金か

ら交付されるもので、本年度４億５,２４６万８,０００円、前年度より５,６６６万１,

０００円の増額となってございます。 

  次、６款県支出金、１項１目高額医療費共同事業負担金、高額医療共同事業の費用に

充てるため県から交付されるもので、本年度１,３４０万７,０００円、前年度より２９

４万４,０００円の増額となってございます。 

  次、２目特定健康診査等負担金でございますが、特定健康診査等に係る費用の一部を

県が負担するものでございます。本年度１６８万８,０００円で前年度より１５万７,０

００円の増額となってございます。 

  次、６款県支出金、２項１目県補助金で本年度７,１４５万４,０００円で前年度比較

２,１８９万３,０００円の減額となってございます。減額につきましては、１節の財政

対策補助金で前年度より２６万２,０００円の減額の５２３万８,０００円、２節で県調

整交付金で１号交付金において前年度より２,１６６万５,０００円減額の５,５００万

円、２号交付金において前年度よりも６万円増額の１,１２１万６,０００円となってい

ることによるものでございます。 

  次、７款共同事業交付金、１項１目共同事業交付金、本年度は３億９,５８８万９,０

００円で前年度比較３,３７０万円の増額となってございます。これは共同事業交付金

において前年度より９０４万２,０００円増額の２,９９６万８,０００円になりました

のと、保健財政共同安定化事業交付金として前年度よりも２,４６５万８,０００円増額

の３億６,５２９万１,０００円となったためでございます。 

  次のページをお願いします。 

  ８款財産収入、１項１目利子及び配当金、本年度３万８,０００円、前年度比較２万

円の増額でございます。これは財政調整基金の預金利子でございます。 

  ９款繰入金、１項１目一般会計繰入金でございます。本年度２億２,８０８万２,００

０円でございまして、前年度比較１４万円の増額となってございます。 
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  １節の一般会計繰入金、前年度比１,５４６万円の減額の１億６,４０８万２,０００

円、このうち法定外繰入金につきましては１億１,２０３万７,０００円となっているも

のでございます。 

  ２節の保険基盤安定繰入金においては、前年度より１,５６０万円の増額の６,４００

万円となってございます。 

  １０款繰越金、１項１目繰越金、科目組みのための前年度と同額の１,０００円を置

いてございます。 

  １１款諸収入、１項１目延滞金、前年度と同じ２０万円でございます。 

  １１款諸収入、２項１目第三者納付金につきましては、前年度と同額の１００万円を

置いてございます。 

  ２目雑収入につきましても、前年度と同額の３万円でございます。 

  以上、歳入の説明とさせていただきます。 

  次のページをごらんいただきたいと思います。 

  歳出でございます。 

  １款総務費、１項１目一般管理費でございます。本年度１,９３６万１,０００円でご

ざいます。前年度より１,３１９万９,０００円の増額となってございます。この増額と

なりましたのは、前年度まで国保担当職員の時間外勤務手当を除く人件費につきまして

は、一般会計のほうに予算化してございましたが、各会計ごとの収支事業の明確化を図

るという観点から、本年度より住民課１名、税務課１名の国保担当職員の人件費につい

ては、この国保特会にて予算化することとしてございます。 

  これによりまして２節給料にて新たに６５６万円、３節職員手当等で前年度より５２

１万７,０００円増額の５４８万９,０００円、４節共済費で新たに１８３万円となり、

人件費としては前年度より２,３６０万７,０００円増額となっているものでございます。 

  次のページをごらんください。 

  １款総務費、２項１目賦課徴収費でございます。これは国保税の賦課及び徴収に係る

予算でございます。本年度１５４万６,０００円でございます。前年度より１２万９,０

００円の減額となってございます。 

  次、１款総務費、３項１目運営協議会費でございます。これは国民健康保険運営協議

会に係る予算でございます。前年度と同額の９万５,０００円となってございます。 

  次、２款保険給付費、１項一般被保険者療養諸費、１目療養給付費、これは一般被保
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険者の疾病、負傷に対する保険者負担の費用でございます。本年度は８億５,７８２万

円、前年度よりも３,９１８万円の減額となってございます。これは減額推計によるも

のでございます。 

  ２目療養費、これは一般被保険者のはり・灸等に対する保険者負担の費用でございま

す。本年度１,６１５万２,０００円、前年度より１５万２,０００円の増額となってご

ざいます。 

  次のページをお願いします。 

  ２項退職被保険者療養諸費、１目療養給付費でございます。本年度５,４００万円、

前年度より２,８００万円の減額となってございます。 

  ２目療養費、本年度７２万円、前年度より４８万円の減額となってございます。 

  次、３項１目審査支払手数料でございます。この予算につきましては、レセプトの審

査手数料でございます。本年度予算２６４万９,０００円、単価見直しにより前年度比

較１８万６,０００円の増額となってございます。 

  ４項１目一般被保険者高額療養費でございます。これは限度額を超える一部負担金に

ついて、その超えた分を保険者負担とする費用でございます。本年度１億２,５２２万

円で前年度より２７８万円減額推計となっているものでございます。 

  ２目退職被保険者高額医療費につきましては、本年度１,０４０万４,０００円で前年

度比較２６４万円の減額となってございます。 

  ３目一般被保険者高額介護合算療養費につきましては、医療保険と介護保険の両方の

自己負担金額を合算して限度額を超えた場合、その超えた分を保険者が負担する費用と

なってございます。前年度と同額の１０万円を計上しているところでございます。 

  ４目退職被保険者等高額介護合算療養費につきましても、前年度と同額の１０万円を

計上してございます。 

  次のページをごらんいただきたいと思います。 

  ５項１目一般被保険者移送費、２目の退職被保険者移送費、これは災害現場など特殊

な場所からやむを得ず重病人を移送する場合の保険者負担費用でございまして、それぞ

れ前年度と同じ１万円を計上しているものでございます。 

  ６項１目出産育児一時金、前年度と同額の４２０万３,０００円を計上してございま

す。１０件を見込んでいるところでございます。 

  次、７項１目共済費でございます。前年度と同額の６０万円を計上してございます。 
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  次のページをごらんください。 

  ２款後期高齢者支援金等、１項１目後期高齢者支援金でございます。これは後期高齢

者医療広域連合に対して後期高齢者交付金を交付するための費用に充てるため、診療報

酬支払基金が各保険者から徴収するものでございます。本年度１億６,０９８万７,００

０円で前年度より３３７万円の減額となってございます。 

  ２目後期高齢者関係事務費拠出金、これは事務処理に係る費用を社会保険診療報酬支

払基金に拠出するものでございまして、前年度と同額の１万２,０００円を計上してご

ざいます。 

  次、３款前期高齢者納付金、１項１目前期高齢者納付金でございます。これは各保険

者の前期高齢者給付費及び後期高齢者支援金の額をもとに前期高齢者加入率が全国平均

とあるとみなして算出した額を負担するものでございます。本年度７万１,０００円で

前年度より４,０００円の減額となってございます。 

  ２目前期高齢者関係事務拠出金につきましては、事務処理に係る費用で社会保険診療

報酬支払基金に拠出するものでございます。前年度と同額の１万２,０００円となって

ございます。 

  ５款老人保健拠出金、１項１目老人保健医療費拠出金でございます。前年度と同額の

１,０００円でございます。本医療制度は平成１９年度で終わってございますが、過誤

等によります残務処理をしなければならない場合があるために科目を設定してございま

す。 

  ２目老人保健事務費拠出金につきましても、１目と同様の理由で前年度と同額の９,

０００円となってございます。 

  次のページをごらんいただきたいと思います。 

  ６款介護納付金、１項１目介護納付金でございます。これは介護保険の財源として各

保険者が診療報酬支払基金に納付する費用でございます。本年度６,７３３万９,０００

円、前年度に比較して３９万１,０００円の減額となってございます。 

  ７款共同事業拠出金、１項１目高額医療費拠出金で、これは高額医療費共同事業負担

金の財源として国保連合会に拠出する費用でございます。本年度５,３６３万１,０００

円で前年度よりも１,１７７万９,０００円の増額となってございます。 

  ２目事務費拠出金につきましては、前年度と同額の１,０００円を計上してございま

す。 
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  ３目保険財政共同安定化事業拠出金、これは保険財政共同安定化事業の財源として国

保連合会に拠出する費用でございまして、本年度は３億６,３０１万円で前年度より２,

１７４万７,０００円の増額となってございます。 

  ８款保健事業費、１項１目特定健康診査等事業費、本年度８６５万１,０００円で前

年度よりも９,０００円の増額となってございます。 

  次のページをお願いします。 

  ８款保健事業費、２項１目疾病予防費でございます。これは医療費通知書作成等特別

業や人間ドック等の委託料等の費用でございます。本年度１,２９４万２,０００円、前

年度に比べまして９９万円の増額となってございます。この増額につきましては、日生

医療センターの人間ドックの受け入れ人数がふえたためでございます。 

  ９款諸支出金、１項１目保険税還付金、前年度と同額の５０万円及び２目の償還金、

前年度と同額の１万円となっているものでございます。 

  ２項１目繰出金で本年度９７０万円、前年度比較５１１万円の増額となってございま

す。この増額につきましては、国保直営診療所特別会計の国の特別交付金による繰出金

が前年度より５２１万円増額したためでございます。 

  次のページをお願いします。 

  ９款３項１目財政調整基金費、財政調整基金への積立金でございます。本年度３万８,

０００円となってございます。 

  最後に、１０款予備費、１項１目予備費でございます。これにつきましては前年度と

同額の１,０００万円でございます。 

  以上、平成２８年度紀美野町国民健康保険事業特別会計予算については、歳入額、歳

出額それぞれ前年度よりも１,３７３万２,０００円減額した１７億７,９９６万４,００

０円を予算化、計上させていただくものでございます。 

  以下、１４１ページから１４５ページにかけまして給与費明細書を添付させていただ

いております。後ほど御高覧賜りますようお願いします。 

  以上で平成２８年度紀美野町国民健康保険事業特別会計予算の説明とさせていただき

ます。 

  引き続きまして、１４７ページをごらんください。 

  議案第３６号、平成２８年度紀美野町国民健康保険診療所事業特別会計予算。 

  平成２８年度紀美野町の国民健康保険診療所事業特別会計の予算は、次に定めるとこ
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ろによる。 

  （歳入歳出予算） 

  第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ７,９７８万４,０００円と定める。 

  ２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予

算」による。 

                  平成２８年３月１日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  １５２ページをごらんいただきたいと思います。 

  歳入でございます。 

  １款診療収入、１項１目外来収入でございます。本年度４,１５２万円、前年度に対

しまして５１６万円の減額でございます。主な減額要因としましては、人口減によりま

す患者数の減少が原因となっているものでございます。 

  次に、２款使用料及び手数料、１項１目文書料につきましては、前年度より９万６,

０００円減額の３８万４,０００円を計上してございます。この予算につきましては、

保険主治医の意見書作成及び診断書の作成手数料でございます。 

  次、３款県支出金、１項１目へき地診療所対策補助金６４万８,０００円でございま

す。長谷毛原診療所の血球計数装置を購入するためでございます。補助率は２分の１と

なってございます。 

  次、４款繰入金、１項１目一般会計繰入金、本年度２,７９３万２,０００円、前年度

より１８７万１,０００円増額してございます。外来収入の減額による繰入金の増額と

なってございます。 

  ２目国民健康保険事業特別会計繰入金は、本年度８９６万円で前年度より５２１万円

の増額でございます。主な増額要因につきましては、国民健康保険の調整交付金の交付

額の算定で診療１日当たりの単価が増加したものによるものでございます。 

  次のページをお願いします。 

  ５款繰越金、１項１目繰越金で前年度と同額の１０万円を計上してございます。 

  次、６款諸収入、１項１目雑収入につきましては、前年度より６万円減額の２4万円

を計上してございます。 

  以上、歳入の説明とさせていただきます。 

  次のページをお願いします。 

  歳出でございます。 
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  １款総務費、１項１目一般管理費でございます。この予算は、町内の診療所６施設の

運営をしていくための人件費、施設維持経費、各種業務委託費、関連団体負担金が主な

ものでございます。本年度予算４,９０７万３,０００円で前年度に比べまして４６２万

５,０００円の増額となってございます。この増額につきましては、前年度まで一般管

理費の中には診療所勤務の職員である医師、看護師２名の人件費を予算化してございま

したが、国保特会と同じく各会計ごとの収支事業の明確化を図るという観点から、本年

度より住民課の診療所担当職員１名の人件費についても、この特会にて予算化をするこ

ととしてございます。 

  このことから２節給料で２５１万１,０００円、３節職員手当で１８４万６,０００円、

４節共済費で９６万３,０００円、それぞれ増額となっているものでございます。 

  ７節賃金で前年度より１５６万４,０００円減額の６１９万７,０００円となってござ

います。これにつきましては、勤務体制の変更に伴う減額でございます。 

  次、１１節需用費で前年度より８４万４,０００円の増額の３２８万２,０００円を計

上してございます。この増額につきましては、長谷毛原診療所のマルチ式エアコン等の

修繕を予定しているためでございます。 

  以下、項目経費につきましては、前年度と大きく変わってございません。 

  ２款医業費、１項１目医療用機械機器費でございます。本年度予算４３０万２,００

０円で前年度より１８０万５,０００円の増額となってございます。 

  主な増額の要因としましては、次のページの１８節備品購入費で長谷毛原診療所にお

いて血球計数装置１２９万６,０００円、全自動高圧蒸気滅菌器３２万２,０００円、小

型尿分析器１０万６,０００円を購入するもので、いずれも既存機器の老朽化に伴う購

入となってございます。 

  次、１５６ページをお願いします。 

  ２目医療費消耗品費等で前年度と同額の８１万９,０００円を計上してございます。 

  ３目医薬品衛生材料費で本年度２,４００万円で前年度より３９５万７,０００円の減

額となってございます。 

  ４目検査費で前年度より６万円減額の５４万円の計上でございます。 

  ５目研究研修費で前年度と同額の５万円を計上してございます。 

  次に３款予備費、１項１目予備費で前年度と同額の１００万円を計上してございます。 

  以上、平成２８年度紀美野町国民健康保険診療所事業特別会計については、歳入歳出
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それぞれ前年度より２４１万３,０００円増額の７,９７８万４,０００円を予算計上さ

せていただいているものでございます。 

  以下、１５７ページから１６１ページにかけまして給与費明細書を添付させていただ

いておりますので、後ほど御高覧賜りますようよろしくお願いします。 

  以上、平成２８年度紀美野町国民健康保険診療所事業特別会計予算の説明とさせてい

ただきます。 

  続きまして、予算書１６３ページをごらんいただきたいと思います。 

  議案第３７号、平成２８年度紀美野町後期高齢者医療特別会計予算。 

  平成２８年度紀美野町の後期高齢者医療特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算） 

  第１条、歳入歳出予算は、歳入歳出それぞれ３億３,５３８万９,０００円と定める。 

  ２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額、「第１表歳入歳出予算」

による。 

                  平成２８年３月１日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  １６８ページをごらんいただきたいと思います。 

  歳入でございます。 

  １款保険料、１項１目後期高齢者医療保険料でございます。本年度は８,８３６万９,

０００円で前年度比較４０２万５,０００円の減額となってございます。 

  減額の要因といたしましては、１節の現年度分が前年度より３９１万６,０００円の

減額、２節の滞納繰越金が前年度より１０万９,０００円減額となっているものでござ

います。 

  次、２款使用料及び手数料、１項１目督促手数料で前年度と同額の１,０００円を計

上してございます。 

  ３款繰入金、１項１目一般会計繰入金、本年度２億４,６９１万５,０００円、前年度

比較９９４万円の減額となってございます。 

  ３節療養給付費繰入金で前年度より８７２万円減額の要因となっているものでござい

ます。 

  次、４款繰越金、１項１目繰越金でございます。前年度と同額の１０万円を計上して

ございます。 

  ５款諸収入、１項１目延滞金及び、１６９ページをごらんいただきたいと思います。
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２目の加算金、３目の過料につきましては、前年度と同額の１,０００円ずつの計上と

なってございます。 

  ５款諸収入、２項１目雑収入につきましても前年度と同額の１,０００円を計上して

おります。 

  以上、歳入の説明とさせていただきます。 

  次、１７０ページをごらんいただきたいと思います。 

  歳出でございます。 

  １款総務費、１項１目一般管理費でございます。本年度１,３４１万２,０００円で前

年度比較２２１万２,０００円の減額となってございます。担当職員の割り当て変更に

伴う人件費の減額によるものでございます。 

  次に、２項１目徴収費でございます。本年度予算１２６万３,０００円でございます。 

  次のページをお願いします。 

  ２款１項１目後期高齢者医療広域連合納付金でございます。本年度３億１,９４１万

４,０００円で、前年度と比べまして１,１７５万５,０００円の減額となってございま

す。主な要因としましては、保険料及び医療費の減額推計によるものでございます。 

  ３款諸支出金、２項１目保険料還付金で本年度３０万円で前年度と比較しまして増額

となってございます。 

  ４款予備費、１項１目予備費で前年度と同額の１００万円を計上してございます。 

  以上、平成２８年度紀美野町後期高齢者医療特別会計、歳入額、歳出額それぞれ前年

と比べまして１,３９６万円減額した３億３,５３８万９,０００円を計上していただい

てございます。 

  以下、１７２ページから１７６ページにかけまして給与明細書を添付させていただい

ておりますので、後ほど御高覧賜りますようお願い申し上げます。 

  以上、平成２８年度紀美野町後期高齢者医療特別会計予算の説明とさせていただきま

す。 

（住民課長、増谷守哉君 降壇） 

◎日程第４１ 議案第３８号 平成２８年度紀美野町介護保険事業特別会計予算について 

○議長（小椋孝一君）    日程第４１、議案第３８号、平成２８年度紀美野町介護保

険事業特別会計予算について議題とします。 

  説明を願います。保健福祉課長、宮阪君。 
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（保健福祉課長 宮阪 学君 登壇） 

○保健福祉課長（宮阪 学君）    それでは、１７７ページをお開きください。 

  議案第３８号、平成２８年度紀美野町介護保険事業特別会計予算。 

  平成２８年度紀美野町の介護保険事業特別会計の予算は、次に定めるところによる。 

  （歳入歳出予算） 

  第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ１６億７,５３４万９,０００円と

定める。 

  ２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予

算」による。 

  （歳出予算の流用） 

  第２条、地方自治法第２２０条第２項ただし書きの規定により歳出予算の各項の経費

の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

  １号、保険給付費の各項に計上された予算額に不足を生じた場合における同一款内で

のこれらの経費の各項の間の流用。 

  ２号、各項に計上した給料、職員手当及び共済費に係る予算額に不足を生じた場合に

おける同一款内でのこれらの経費の各項の間の流用。 

                  平成２８年３月１日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  続いて、１８２ページをお開きください。 

  ２歳入、１款保険料、１項介護保険料、１目第１号被保険者保険料２億９,６９８万

２,０００円、４０３万１,０００円の減でございます。これにつきましては、第１段階

の減額分４７１万３,０００円をプラスしますと３億１６９万５,０００円でほぼ昨年並

みでございます。 

  ２款使用料及び手数料、１項手数料、１目総務手数料１,０００円、２目督促手数料

１,０００円、３款国庫支出金、１項国庫負担金、１目介護給付費負担金２億８,００４

万９,０００円、施設介護分１５％、その他の分２０％の割合でございます。 

  続いて、２項国庫補助金、１目財政調整交付金１億５,２８１万３,０００円、３７７

万６,０００円の減でございます。これにつきましては、平成２７年度当初１０％を見

込んでおりましたが、９.７０％に変更してございます。 

  続いて、２目地域支援事業交付金１７９万３,０００円、３目地域支援事業交付金９

６８万２,０００円、次の介護保険事業費補助金、これにつきましては、２７年度シス
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テム改修がございましたので廃目整理でございます。 

  続きまして、１８３ページをお願いいたします。 

  ３款支払基金交付金、１項支払基金交付金、１目介護給付費交付金４億４,１１１万

２,０００円、２号分の２８％分でございます。 

  ２目地域支援事業支援交付金２００万８,０００円、介護予防普及事務及び人件費を

含む２８％分でございます。 

  ５款県支出金、１項県負担金、１目介護給付費負担金２億３,１９５万６,０００円、

これにつきましては、施設１７.５％分、その他の介護サービスで１２.５％分でござい

ます。 

  続きまして、２項県補助金、１目地域支援事業交付金８９万６,０００円、これは１

２.５％の割合分でございます。 

  ２目地域支援事業交付金４８４万１,０００円、これにつきましては、予防計画任意

事業、相談業務で１９.５％分でございます。 

  続いて、６款繰入金、１項一般会計繰入金、１目介護給付費繰入金１億９,６９２万

５,０００円、これは町負担分でございます。 

  ２目地域支援事業繰入金８９万７,０００円、同じく町負担分でございます。 

  続いて、１８４ページをお開きください。 

  ３目地域支援事業繰入金４８４万３,０００円、これも同じく町負担分でございます。 

  ４目事務費繰入金３,７１０万円、１,７６２万４,０００円の増でございます。これ

につきましては、人件費の増による増額分でございます。 

  ５目低所得者保険料軽減繰入金４７１万３,０００円、４７１万円の増でございます

が、昨年度は補正対応してございます。内訳につきましては、１,１４５人掛ける・・

月額６,８６０円の０.０５分で１２カ月分でございます。 

  続いて、７款繰越金、１項繰越金、１目繰越金１,０００円。 

  ８款諸収入、１項延滞金加算及び過料、１目過料１,０００円、２目延滞金１,０００

円。 

  続きまして、８款諸収入、２項雑入、１目滞納処分費１,０００円、２目第三者納付

金１,０００円、３目返納金１,０００円。 

  続きまして、１８５ページでございます。 

  ４目雑入８７３万１,０００円、１３８万６,０００円の増でございます。これにつき
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ましては、介護予防計画作成報酬で２７年度は１４７.５人、月１６５人で増額してご

ざいます。 

  続きまして、１８６ページ、歳出でございます。 

  ３歳出、１款総務費、１項総務管理費、１目一般管理費２,９６２万４,０００円、１,

５２８万５,０００円の増でございます。 

  主な内容につきましては、職員３名分の人件費の増、それから１３節委託料では、マ

イナス１８０万７,０００円の減でございます。これにつきましては、２７年度システ

ム改修がございましたことによる減額でございます。 

  続いて、１８７ページをお願いいたします。 

  ２項徴収費、１目賦課徴収費１１３万４,０００円、２万円の増でございます。 

  続いて、３項介護認定審査会費、１目介護認定審査会費３３８万円、１５万８,００

０円の減でございます。内訳につきましては、１節報酬で審査会の委員報酬２回分を削

減してございます。 

  続きまして、１８８ページをお開きください。 

  ７節賃金で２１万８,０００円の増でございます。調査員を１.６人から１.７人に変

更いたしました。 

  １２節役務費１６万２,０００円の増でございます。主治医意見書作成料の増でござ

います。 

  続いて、１８節備品購入費１７３万６,０００円の増でございます。調査員の調査用

車両の買いかえでございます。 

  続きまして、２項保険給付費、１項介護サービス等諸費、１目居宅介護サービス給付

費５億６,１６０万円、１９９万円の減でございます。 

  続きまして、２目地域密着型介護サービス給付費１億２,１２０万円、５２１万１,０

００円の減でございます。 

  続いて、１８９ページをお願いいたします。 

  ３目施設介護サービス給付費６億６００万円、１７１万５,０００円の増でございま

す。 

  ４目居宅介護福祉用具購入費３００万円、４９万７,０００円の増でございます。 

  ５目居宅介護住宅改修費６００万円、５万８,０００円の減でございます。 

  ６目居宅介護サービス計画給付費６,９６０万円、６６万５,０００円の増でございま
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す。 

  以上の給付費につきましては、平成２７年度決算見込みで１３億５,５００万円を見

込みました。１００.９％見込んだところでございます。 

  続いて、２項介護予防サービス等諸費、１目介護予防サービス給付費５,２２０万円、

１３６万５,０００円の増でございます。 

  続いて、２目地域密着型介護予防サービス給付費１６８万円、７４万２,０００円の

減でございます。 

  続きまして、１９０ページをお願いいたします。 

  ３目介護予防福祉用具購入費４２万円、５万４,０００円の増。 

  ４目介護予防住宅改修費２４０万円、９３万７,０００円の増でございます。 

  ５目介護予防サービス計画給付費８７３万円、１３８万６,０００円の増でございま

す。 

  以上の給付費につきましては、平成２７年度決算見込みで６,４７２万円を見込みま

した。給付費の前年に対する１００.１％を見込んでございます。 

  続きまして、３項その他諸費、１目審査支払手数料１３５万円、８万１,０００円の

増でございます。これにつきましては、２７年度決算見込みで１３４万円を見込み、１

００.７％計上いたしております。 

  続いて、４項高額介護サービス等諸費、１目高額介護サービス費４,０１４万円、４

１４万円の増でございます。これにつきましては、２７年度決算見込みで３,７８９万

円を見込み１０５.９％計上いたしました。 

  続いて、５項高額医療合算介護サービス等諸費、１目高額医療合算介護サービス費５

５０万円、これにつきましては、昨年と同じでございます。２７年度決算見込みでは５

４６万円、１００.７％見込んでございます。 

  続きまして、６項特定入所者介護サービス等費、１目特定入所者介護サービス等費、

補足給付分でございます。９,５５２万円、６６７万４,０００円の増でございます。 

  ２目特定入所者介護予防サービス等費６万円。 

  以上の給付費については、２７年度決算見込みで９,５０２万２,０００円でございま

して、１００.５％見込みました。 

  続いて、１項介護予防事業費、１目介護予防事業費につきましては、２７年度につい

ては一次予防、二次予防がありましたが、今回１つになりました。７１７万２,０００
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円、１１４万２,０００円の増でございます。これにつきましては保健師人件費の増。 

  続いて、１９２ページをお開きください。 

  １１節需用費でマイナス１０万９,０００円、前年度は制度改正が大きくございまし

たのでパンフレットの減でございます。 

  続いて、１３節委託料で３０万８,０００円の増でございます。これにつきましては、

パワーリハビリを３６回から５３回にふやしてございます。 

  次に、２目総合事業精算金１,０００円。二次予防事業費については、介護予防事業

費に含まれたために廃目整理でございます。 

  続いて、２項包括的支援事業・任意事業費、１目介護予防ケアマネジメント事業費２,

０００円。 

  ２目任意事業費８１３万５,０００円、昨年度比較では１万９,０００円の増でござい

ます。これにつきましては、任意事業、おむつ等の支給が主なものでございます。 

  続きまして、１９３ページをお願いいたします。 

  ３目総合相談事業費６３７万８,０００円、１万１,０００円の減でございます。社会

福祉士の人件費の共済費の減でございます。 

  ４目包括的・継続的ケアマネジメント支援事業費７６０万２,０００円、昨年比較で

は１１万５,０００円の減でございます。これにつきましては、人件費の共済費の減で

ございます。主任ケアマネ分でございます。 

  続きまして、１９４ページをお願いいたします。 

  ５目認知症総合支援費１６万６,０００円、１,０００円の増でございます。これは認

知症カフェ声かけ訓練が主なものでございます。 

  ６目在宅医療・介護連携推進事業費５万円、これにつきましては、医療関係と介護事

業者に対する研修会の費用でございます。 

  ７目生活支援体制整備事業２４９万５,０００円、これにつきましては、総合事業が

２９年、来年４月より開始に向けての体制整備の新たな事業でございます。 

  ７節賃金、臨時雇用生活支援コーディネーター１名分、それから８節報償費３０万円、

協議会構成員謝礼でございます。情報の共有、連携、資源の開発を行う協議会でござい

ます。 

  １１節需用費１万６,０００円のプラスでございます。 

  続いて、１９５ページの１４節使用料及び賃借料１,０００円。 
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  続きまして、４款諸支出金、１項諸支出金、１目保険料還付金５０万円。 

  続きまして、５款公債費、１項公債費、１目元金２,１６１万円、４９万１,０００円

の増でございます。これにつきましては、財政安定化基金償還金ということで２４年度

から２６年度の借入金の返済分でございます。６,４８３万円を借り入れてございます

ので、３年間で割って年に２,１６１万円をお返しする金額でございます。 

  続いて、６款予備費、１項予備費、１目予備費１００万円。 

  続いて、基金積立金では廃目整理でございます。 

  以上、簡単ですが、説明といたします。 

（保健福祉課長 宮阪 学君 降壇） 

◎日程第４２ 議案第３９号 平成２８年度紀美野町のかみふれあい公園運営事業特別会 

              計予算について 

○議長（小椋孝一君）    日程第４２、議案第３９号、平成２８年度紀美野町のかみ

ふれあい公園運営事業特別会計予算について議題とします。 

  説明を願います。産業課長、大窪君。 

（産業課長 大窪茂男君 登壇） 

○産業課長（大窪茂男君）    それでは、２０３ページをお願いします。 

  議案第３９号、平成２８年度紀美野町のかみふれあい公園運営事業特別会計予算。 

  平成２８年度紀美野町ののかみふれあい公園運営事業特別会計の予算は、次に定める

ところによる。 

  （歳入歳出予算） 

  第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５,０１１万４,０００円と定める。 

  ２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予

算」による。 

                  平成２８年３月１日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  ２０８ページをお願いいたします。 

  ２歳入でございます。 

  １款使用料及び手数料、１項１目観光施設等使用料、本年度予算額３,０５０万円は、

オートキャンプ場、パークゴルフ場、バーベキューサイトの使用料でございます。 

  ２目農林業施設使用料、本年度１０６万円は、ふれあい館の農林産物等の販売コーナ

ー、食堂コーナーの施設のテナント料としての使用料でございます。前年比較１６万５,
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０００円の減額です。 

  ２款財産収入、１項１目利子及び配当金、本年度３万６,０００円は、財政調整基金

の預金利子でございます。 

  ３款繰入金、１項１目財政調整基金繰入金、本年度１,７３０万９,０００円は、財政

調整基金からの繰入金でございます。前年比較５５６万８,０００円の増額となってご

ざいます。 

  ４款繰越金、１項１目繰越金、本年度１００万円は、平成２７年度会計からの繰越金

でございます。 

  ５款諸収入、１項１目施設管理受託事業収入、本年度９万７,０００円は、県と町で

共有管理する上水道の受水槽における県からの管理負担金でございます。 

  ２０９ページをお願いします。 

  ５款諸収入、２項１目雑入、本年度１１万２,０００円は、公衆電話機設置料及びご

み袋の販売収入でございます。 

  ２１０ページをお願いします。 

  ３歳出でございます。 

  １款総務費、１項１目一般管理費、本年度４,８５７万８,０００円は、ふれあい公園

に関する運営管理全般の経費でございます。前年比較５４０万３,０００円の増額でご

ざいます。 

  ４節共済費、７節賃金につきましては、公園の臨時職員８名に係る経費でございます。 

  １１節需用費、１２節役務費につきましては、公園運営管理上に必要な経費でござい

ます。 

  １３節委託料の主なものといたしましては、公園の警備委託３４０万８,０００円、

施設清掃委託６５０万円、芝管理委託１,１４０万５,０００円となってございます。 

  ２１１ページの１５節工事請負費の５３７万円は、公園遊具等改修工事でございます。 

  １６節原材料費６０万円、１８節草刈機等の備品購入費１３万２,０００円、２７節

消費税納付金の公課費１００万円でございます。 

  以上が一般管理費の主な経費でございます。 

  ２款諸支出金、１項１目財政調整基金費、本年度５３万６,０００円は、財政調整基

金へ預金利子分及び前年度繰越金の２分の１を下回らない金額を積み立てするものでご

ざいます。 
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  ３款予備費、１項１目予備費、本年度１００万円を計上してございます。 

  以上、説明とさせていただきます。 

（産業課長 大窪茂男君 降壇） 

◎日程第４３ 議案第４０号 平成２８年度紀美野町農業集落排水事業特別会計予算につ 

              いて 

○議長（小椋孝一君）    日程第４３、議案第４０号、平成２８年度紀美野町農業集

落排水事業特別会計予算について議題とします。 

  説明を願います。建設課長、井村君。 

（建設課長 井村本彦君 登壇） 

○建設課長（井村本彦君）    ２１３ページをお願いします。 

  議案第４０号、平成２８年度紀美野町農業集落排水事業特別会計予算。 

  平成２８年度紀美野町の農業集落排水事業特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。 

  （歳入歳出予算） 

  第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ２,７４０万４,０００円と定める。 

  ２号、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予

算」による。 

                  平成２８年３月１日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  ２１８ページをお願いします。 

  歳入、１款分担金及び負担金、１項１目分担金で新規加入者１件分の分担金として３

５万円を計上してございます。 

  ２款使用料及び手数料、１項１目の施設使用料につきましては、２０２戸分の使用料

として８２９万１,０００円を計上しております。 

  ３款繰入金は、一般会計より１,８６５万３,０００円をお願いしております。 

  ４款繰越金は、前年度よりの繰越金として１０万円を計上しております。 

  次に、２１９ページをお願いします。 

  歳出でございます。 

  １款総務費、１項施設管理費、１目一般管理費で、２、３、４節で職員１名の人件費

を計上させていただいてございます。 

  １１節需用費で消耗品、電気、水道料、修繕費等で３２９万７,０００円、１２節役
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務費でし尿汚泥くみ取り、法定検査手数料等で１７３万１,０００円、１３節委託料と

して１７０万６,０００円を予算計上しております。 

  次に、２２０ページをお願いします。 

  ２款公債費ですが、元金、利子合わせて１,４１４万４,０００円となっております。 

  ３款予備費では、３０万円を計上させていただいてございます。 

  以上、簡単ですが、よろしくお願いいたします。 

（建設課長 井村本彦君 降壇） 

◎日程第４４ 議案第４１号 平成２８年度紀美野町野上簡易水道事業特別会計予算につ 

              いて 

◎日程第４５ 議案第４２号 平成２８年度紀美野町美里簡易水道事業特別会計予算につ 

              いて 

◎日程第４６ 議案第４３号 平成２８年度紀美野町上水道事業会計予算について 

○議長（小椋孝一君）    日程第４４、議案第４１号、平成２８年度紀美野町野上簡

易水道事業特別会計予算について、日程第４５、議案第４２号、平成２８年度紀美野町

美里簡易水道事業特別会計予算について及び日程第４６、議案第４３号、平成２８年度

紀美野町上水道事業会計予算について一括議題とします。 

  説明を願います。水道課長、田中君。 

（水道課長 田中克治君 登壇） 

○議長（小椋孝一君）    予算書の２２７ページをお願いします。 

  議案第４１号、平成２８年度紀美野町野上簡易水道事業特別会計予算。 

  平成２８年度紀美野町の野上簡易水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。 

  （歳入歳出予算） 

  第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ５,６７５万８,０００円と定める。 

  ２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予

算」による。 

                  平成２８年３月１日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  ２３２ページをお願いします。 

  歳入でございます。 

  １款使用料及び手数料、１項１目水道使用料３,５３３万２,０００円、内訳としまし
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て、現年度分３,５２３万２,０００円、過年度１０万円を２項１目の給水装置手数料と

して６,０００円を見込んでおります。 

  次の２款分担金及び負担金、１項１目給水負担金として２件分１０万８,０００円。 

  次の３款繰入金、１項１目一般会計繰入金が２,１２３万２,０００円でございます。

前年度と比較しまして１,３９５万５,０００円の増となっております。人件費、職員１

人の増及び水道使用料の減収並びに繰越金の減によるものです。 

  続きまして、４款繰越金につきましては、１万円で前年度より７９９万円の減です。

前年にて落雷等による機器故障や漏水等による修繕費等がふえたためでございます。 

  次の５款諸収入につきましては、前年同様で雑入７万円、主に水道部品売却代でござ

います。 

  歳入合計５,６７５万８,０００円。 

  続きまして、２３４ページをお願いします。 

  歳出でございます。 

  １款衛生費、１項簡易水道費、１目の一般管理費ですが、主なもののみ説明させてい

ただきます。 

  ２節の給料が７４２万円となっております。２名分でございます。 

  次の３節の職員手当４９２万８,０００円、４節の共済費２００万６,０００円につい

ては、説明欄に列記しております。 

  次に、１１節の需用費１,５７７万６,０００円でありますが、河南、河北、中田各水

道施設の電気料１,５５１万６,０００円、修繕料９万円が主なものでございます。電気

料金は、前年度より１５２万４,０００円の減となっております。 

  続きまして、１２節の役務費は１４１万７,０００円、このうち通信費が９６万４,０

００円、これは河北、河南浄水場及び坂本、中田、奥佐々各中継所のテレメーター占用

料でございます。保険料２３万１,０００円ですが、水道バックホウ賠償責任保険、水

道機械損害補償保険でございます。 

  次の１３節の委託料４６９万２,０００円ですが、休日及び夜間警備委託料１８６万

３,０００円及び水質検査委託料１１６万６,０００円とメーター検針委託料１２３万９,

０００円が主なものでございます。 

  続きまして、２３５ページをお願いします。 

  １４節の使用料及び賃借料２４３万円でありますが、水道施設の借地料１３９万３,
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０００円、水道システムソフト等使用料９８万８,０００円が主なものでございます。 

  次の２７節公課費８９万４,０００円につきましては、平成２７年度分の消費税納付

金でございます。 

  続きまして、２目の作業費、３節職員手当等で時間外勤務として４７万９,０００円、

１１節の需用費が６４９万円であります。このうち施設の老朽化等に伴いまして漏水修

理、施設等修繕費としまして前年と同様５５０万円、消耗品として消毒用塩素系７１万

８,０００円が主なものでございます。 

  次の１３節委託料１２２万１,０００円は、各水道施設の雑草等刈り取り委託料、漏

水調査委託料２カ所、６４万４,０００円でございます。 

  次の１６節の原材料費１２５万円でありますが、各種水道機器及び修繕等材料費です。

前年度と比較しまして２２７万２,０００円の減となっております。前年度はろ過池の

ろ過砂を補充したためです。 

  次の２２節補償、補填及び賠償金で漏水等の補償金として５万円を計上しております。 

  １款衛生費合計で４,９２５万３,０００円です。 

  続きまして、２３６ページをお願いします。 

  ２款公債費、１目元金の長期債元金４２９万５,０００円、２目の利子、長期債利子

２７１万円で計７００万５,０００円です。 

  続きまして、３款予備費として昨年と同額の５０万円を計上させていただきました。 

  歳出合計５,６７５万８,０００円。 

  続きまして、２３７ページからは職員の給料、手当の内容を示しております。 

  ２４２ページは地方債の前々年度末における現在高並びに前年度末及び当該年度末に

おける現在高の見込みに関する調書です。 

  詳細については、調書説明資料の１４８から１５２ページに列記しております。 

  以上で平成２８年度紀美野町野上簡易水道事業特別会計予算の説明を終わらせていた

だきます。 

  続きまして、予算書の２４３ページをお願いします。 

  議案第４２号、平成２８年度紀美野町美里簡易水道事業特別会計予算。 

  平成２８年度紀美野町の美里簡易水道事業特別会計の予算は、次に定めるところによ

る。 

  （歳入歳出予算） 
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  第１条、歳入歳出予算の総額は、歳入歳出それぞれ９,８３３万８,０００円と定める。 

  ２項、歳入歳出予算の款項の区分及び当該区分ごとの金額は、「第１表歳入歳出予

算」による。 

                  平成２８年３月１日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  ２４８ページをお願いします。 

  歳入でございます。 

  １款使用料及び手数料、１項１目の水道使用料６,３１４万７,０００円、現年度分が

６,２９４万７,０００円、過年度２０万円、また２項手数料、１目給水装置手数料とし

て１万２,０００円を計上しております。 

  次に、２款分担金及び負担金、１項１目給水負担金として１６万２,０００円を計上

しております。 

  ３款県支出金、１目衛生費県補助金１万円。 

  次の４款繰入金、１項１目一般会計繰入金が３,１５６万３,０００円でございます。

前年比較７３６万５,０００円の減額です。職員１人の給料、手当等の人件費及び電気

代の減額によるものです。 

  ５款繰越金１万円。 

  ６款諸収入、１項１目雑入が３４２万４,０００円、主な内容としましては、鎌滝地

内の国道３７０号線道路改良工事に伴う配水管移設工事補償金１３０万円と大角地区２

００万円、水道部品売却代１０万４,０００円でございます。 

  歳入合計９,８３３万８,０００円です。 

  続きまして、２５０ページをお願いします。 

  歳出でございます。 

  １款衛生費、１目一般管理費、２節の給料ですが、一般職３名分１,０９２万円、前

年度は４名分の計上であったため６０４万８,０００円の減でございます。 

  次の３節の職員手当７７５万８,０００円、４節共済費３０２万４,０００円、内容に

ついては、説明欄に列記のとおりでございます。 

  続きまして、１１節需用費６８６万７,０００円でありますが、各水道施設電気料６

４８万円、印刷製本費２０万９,０００円が主なものでございます。 

  １２節の役務費が２７２万５,０００円、そのうち通信費が２０３万３,０００円です。

これは主にデジタル回線料並びに各浄水場や中継所のテレメーター回線料です。保険料
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３５万５,０００円については、水道賠償責任保険、水道機械設備損害補償保険でござ

います。 

  次の１３節委託料８１４万９,０００円でありますが、電算システム保守委託料４０

万９,０００円と水質検査委託料２２４万４,０００円、メーター検針委託料２３４万１,

０００円及び夜間等監視委託料２７９万６,０００円が主なものでございます。 

  続きまして、２５１ページをお願いします。 

  １４節の使用料及び賃借料１５２万１,０００円ですが、水道料金システムのソフト

使用料１３８万円が主なものでございます。 

  次の１９節負担金補助及び交付金１０万円につきましては、海南野上土地改良区への

負担金でございます。 

  次の２３節の償還金、利子及び割引料につきましては、過誤納還付金としまして１万

円計上させていただきました。 

  次の２７節公課費３７５万７,０００円につきましては、２７年度の消費税及び地方

消費税の納付額でございます。 

  続きまして、２目の作業費、職員手当等が時間外勤務としまして１５万６,０００円、

１１節の需用費６６７万９,０００円でありますが、主なものとして、消耗品費として

消毒用塩素等８５万円、修繕料５５０万円で、施設の老朽化に伴いましての漏水修理、

各水道施設の維持補修費でございます。 

  次の１３節委託料８１万２,０００円、各水道施設の雑草刈り取り委託料４９万円、

漏水調査委託１カ所３２万２,０００円でございます。 

  １５節工事請負費５４８万７,０００円は、歳入のほうで説明させていただきました

釜滝地内及び大角地内の国道３７０号道路改良工事に伴う配水管移設工事です。 

  １６節の原材料費１１０万円は、各種水道機器、メーター及び修繕、材料等を購入す

るものです。 

  ２２節補償、補填及び賠償金で漏水等の補償金として５万円を計上しております。 

  １款衛生費合計５,９１１万５,０００円です。 

  続きまして、２５２ページをお願いします。 

  ２款公債費、１目元金、２３節の償還金、利子及び割引料２,７３８万円、長期債元

金償還金です。 

  次の２目の利子、長期債利子１,１２４万３,０００円でございます。 
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  続きまして、３款予備費として前年度と同額の６０万円を計上させていただきました。 

  歳出合計９,８３３万８,０００円です。 

  ２５３ページからは職員の給料、手当の内容をお示ししております。 

  ２５８ページは、地方債の現在高の見込みに関する調書です。 

  詳細については、当初説明資料の１５３ページから１５８ページに列記しております。 

  以上で平成２８年度紀美野町美里簡易水道事業特別会計予算の説明を終わらせていた

だきます。 

  続きまして、平成２８年度紀美野町上水道事業会計予算です。 

  当初予算書の２５９ページをお願いします。 

  議案第４３号、平成２８年度紀美野町上水道事業会計予算。 

  （総則） 

  第１条、平成２８年度紀美野町上水道事業会計の予算は、次に定めるところによる。 

  （業務の予定量） 

  第２条、業務の予定量は次のとおりとする。 

  １給水栓数２,５９０栓、２年間給水量５８万９,０００立米、３一日平均給水量１,

６１４立米。 

  （収益的収入及び支出） 

  第３条、収益的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める。 

  収入。第１款水道事業収益１億８６６万４,０００円、第１項営業収益１億３８８万

円、第２項営業外収益４７８万４,０００円。 

  支出。第１款水道事業費用１億６２６万４,０００円、第１項営業費用９,３４７万９,

０００円、第２項営業外費用９９８万５,０００円、第３項予備費２８０万円。 

  （資本的収入及び支出） 

  第４条、資本的収入及び支出の予定額は、次のとおりと定める（資本的収入額が資本

的支出額に対し不足する額１,４５９万５,０００円は、過年度分損益勘定留保資金１,

４５９万５,０００円で補填するものとする）。 

  次に、２６０ページをお願いします。 

  収入。第１款資本的収入０円、第１項企業債０円、第２項工事負担金０円。 

  支出。第１款資本的支出１,４５９万５,０００円、第１項建設改良費０円、第２項企

業債償還金１,４５９万５,０００円。 
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  （一時借入金） 

  第５条、一時借入金の限度額は５,０００万円と定める。 

  （予定支出の各項の経費の金額の流用） 

  第６条、予定支出の経費の金額を流用することができる場合は、次のとおりと定める。 

  各項に計上した予定額に過不足を生じた場合における同一款内で、これらの経費の各

項間の流用。 

  （議会の議決を経なければ流用することができない経費） 

  第７条、次に掲げる経費については、その経費の金額をそれ以外の経費の金額に流用

し、又はそれ以外の経費をその経費の金額に流用する場合は、議会の議決を経なければ

ならない。 

  １職員給料費２,９０４万９,０００円。 

  （たな卸資産購入限度額） 

  第８条、たな卸資産の購入限度額は４２０万３,０００円と定める。 

                  平成２８年３月１日提出 紀美野町長 寺本光嘉 

  ２６４ページをお願いします。 

  平成２８年度紀美野町上水道事業会計予算実施計画明細書。 

  収益的収入及び支出でございます。 

  まず収入でございます。 

  １款水道事業収益が１億８６６万４,０００円、内訳としまして、１項営業収益１億

３８８万円、１目給水収益、水道料金１億３２０万円でございます。前年度より５７０

万円の減収です。 

  ２目の受託工事収益、新設工事収益が１,０００円でございます。 

  ３目その他営業収益６７万９,０００円につきましては、材料売却収益５２万４,００

０円、手数料４万５,０００円でございます。他会計負担金１０万円は消火栓維持負担

金、雑収益１万円でございます。 

  ２項営業外収益ですが、１目受取利息及び配当金で預金利息９万１,０００円、２目

交付金１,０００円、３目の長期前受金戻入は、工事負担金が３８１万円、４目雑収益

は、工事負担金、新設加入金ですが、８１万円、２節その他雑収益７万２,０００円、

それぞれの内容については、説明欄に列記のとおりでございます。 

  次に、２６５ページをお願いします。 
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  支出でございます。主なものを説明させていただきます。 

  １款水道事業費用が１億６２６万４,０００円、前年度と比較５０４万円の減額です。 

  内訳として、１項営業費用９,３４７万９,０００円、１目原水及び浄水費１,６７３

万３,０００円。 

  続きまして、２節修繕費１０５万８,０００円は、浄水場機械の維持修繕費です。昨

年度より３５４万６,０００円減となっております。浄水場ろ過池のろ過砂補充があっ

たためです。 

  ３節動力費１,１３９万４,０００円、取水送水ポンプ動力費と浄水場内の電気料金で

す。 

  ５節の委託料が６３万３,０００円、水質検査費用で、６節の賃借料１０１万５,００

０円は、浄水場の借地料でございます。 

  ７節の負担金２００万円は、取水料でございます。 

  原水及び浄水費は、前年度より４２０万４,０００円の減額です。浄水池のろ過砂及

び電気料の減です。 

  続きまして、２目配水及び給水費３,０７４万５,０００円、職員２名、給料及び手当、

法定福利費の１,７３１万４,０００円計上しています。 

  続きまして、２６６ページをお願いします。 

  １０節修繕費３５５万円は、漏水等配水施設に係る修繕費用です。 

  １２節動力費２０２万６,０００円は、かしこ、動木、小畑に設置している中継ポン

プの電気料です。 

  １３節材料費２５０万円、配水管や配水池の維持管理に要する材料費です。 

  １５節委託料３９０万８,０００円につきましては、検針委託、電気保安管理委託料

です。 

  １６節賃借料２３万１,０００円は、平配水池の借地料でございます。 

  配水及び給水費は、前年度より２２万９,０００円の減額です。燃料費、中継ポンプ

電力量の減です。 

  続きまして、４目の業務及び総係費２,２０９万４,０００円ですが、職員２名の給料

及び手当、法定福利費等１,１７３万５,０００円を計上しています。 

  １７節委託料５９８万６,０００円につきましては、水道料金徴収委託料、浄水場警

備委託料金です。 
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  １８節賃借料の２１６万６,０００円は、会計システム及び複写機等のリース料です。 

  次に、２６７ページをお願いします。 

  ５目減価償却費、有形固定資産減価償却費２,３６８万６,０００円ですが、説明欄に

あるとおり、建物、構築物、機械及び装備です。 

  次の６目資産減耗費２１万円につきましては、１節固定資産除却費２０万円及びたな

卸資産減耗費１万円です。 

  ２項営業外費用９９８万５,０００円、内訳としまして、１目の支払利息４９５万７,

０００円、企業債利息４８５万７,０００円と借入金利息１０万円です。 

  ３目消費税及び地方消費税５０１万８,０００円です。 

  続きまして、３項１目予備費２８０万円をお願いするものでございます。 

  次に、２６８ページをお願いします。 

  資本的収入及び支出です。 

  まず収入でございますが、１款資本的収入は、工事補助金、負担金が見込めないため

０円でございます。 

  支出ですが、１款資本的支出１,４５９万５,０００円、内訳でございますが、建設改

良費は０円で、２項企業債償還金１,４５９万５,０００円です。企業債償還金につきま

しては、２７７ページの企業債明細書当年度償還額の合計欄です。 

  次に、２６９ページをお願いします。 

  平成２８年度紀美野町上水道事業予定キャッシュ・フロー計算書です。 

  業務活動は、原材料、商品等購入、人件費の支出、営業補助金等の収入、利息の支払

い等によるもので、キャッシュ・フローは２,５２５万９,０００円。 

  投資活動は、有形固定資産の取得による支出と繰入金による収入によるもので、投資

活動によるキャッシュ・フローは０円の支出となります。 

  続きまして、財務活動によるもので支出１,４５９万５,０００円、企業債明細書の当

年度償還高でございます。資金期首残高は、２７１ページ、貸借対照表の資産の部、流

動資産、（１）現金預金２億３,１０４万４,０００円、資金期末残高は、資金減少額と

資金期首残高を合計したもので２億４,１７０万８,０００円です。 

  続きまして、２７０ページは２７年度の損益計算書、２７１ページから２７４ページ

は貸借対照表を載せてございます。 

  ２７８ページから２８２ページには、職員の給料、手当の内容を示しております。 
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  以上で説明とさせていただきます。 

（水道課長 田中克治君 降壇） 

○議長（小椋孝一君）    以上で本日の日程は全部終了いたしました。 

 散 会 

○議長（小椋孝一君）    本日はこれで散会します。 

（午後 ６時２０分） 


